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１．議事日程 

   （平成１７年第１回安芸高田市議会３月定例会第１日目） 

 

平成１７年３月７日 

午 前 １ ０ 時 開 会 

於 安 芸 高 田 市 議 場 
 

日 程 第 １  会議録署名議員の指名 

日 程 第 ２  会期の決定 

日 程 第 ３ 芸北広域環境施設組合議会議員の選挙 

日 程 第 ４ 発議第 １ 号 安芸高田市議会政務調査費の交付に関する 

条例の制定について 

日 程 第 ５ 施政方針 

日 程 第 ６ 議案第４０号 平成１７年度安芸高田市一般会計予算 

日 程 第 ７ 議案第４１号 平成１７年度安芸高田市国民健康保険特別会計予算 

日 程 第 ８ 議案第４２号 平成１７年度安芸高田市老人保健特別会計予算 

日 程 第 ９ 議案第４３号 平成１７年度安芸高田市介護保険特別会計予算 

日程第１０ 議案第４４号 平成１７年度安芸高田市公共下水道事業特別会計予算 

日程第１１ 議案第４５号 平成１７年度安芸高田市特定環境保全公共下水道事業 

特別会計予算 

日程第１２ 議案第４６号 平成１７年度安芸高田市農業集落排水事業特別会計予算 

日程第１３ 議案第４７号 平成１７年度安芸高田市浄化槽整備事業特別会計予算 

日程第１４ 議案第４８号 平成１７年度安芸高田市コミュニティ･プラント整備事業 

特別会計予算 

日程第１５ 議案第４９号 平成１７年度安芸高田市簡易水道事業特別会計予算 

日程第１６ 議案第５０号 平成１７年度安芸高田市飲料水供給事業特別会計予算 

日程第１７ 議案第５１号 平成１７年度安芸高田市水道事業会計予算 

日程第１８  議案第 １ 号 字の区域の変更について 

日程第１９  議案第 ２ 号 字の区域の変更について 

日程第２０  議案第 ３ 号 財産の取得について 
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日程第２１  議案第 ４ 号 安芸高田市非核平和都市宣言について 

日程第２２  議案第 ５ 号 広島県市町村職員退職手当組合を組織する 

地方公共団体の数の増加及び組合規約の変更について 

日程第２３  議案第 ６ 号 広島県市町村公務災害補償組合を組織する 

地方公共団体の数の増加及び組合規約の変更について 

日程第２４  議案第 ７ 号 安芸高田市事務分掌条例の一部を改正する条例 

日程第２５  議案第 ８ 号 安芸高田市職員定数条例の一部を改正する条例 

日程第２６  議案第 ９ 号 安芸高田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例 

日程第２７  議案第１０号 安芸高田市職員の給与の特例に関する条例 

日程第２８  議案第１１号 安芸高田市特別職の職員等の給与の特例に関する条例 

日程第２９  議案第１２号 安芸高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び 

費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 

日程第３０  議案第１３号 安芸高田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する 

条例の一部を改正する条例 

日程第３１  議案第１４号 安芸高田市公の施設の指定管理者の指定同意について 

【安芸高田市基幹集会所設置及び管理条例ほか１件の条例】 

日程第３２  議案第１５号 安芸高田市総合計画の策定について 

日程第３３  議案第１６号 安芸高田市まちづくり委員会設置条例 

日程第３４  議案第１７号 安芸高田市土師ダム周辺環境整備施設設置及び 

管理条例の一部を改正する条例 

日程第３５  議案第１８号 安芸高田市税条例の一部を改正する条例 

日程第３６  議案第１９号 美土里町後継者定住促進条例を廃止する条例 

日程第３７  議案第２０号 安芸高田市堆肥センター設置及び管理条例の一部を 

改正する条例 

日程第３８  議案第２１号 安芸高田市ふれあい農園設置及び管理条例の一部を 

改正する条例 

日程第３９  議案第２２号 安芸高田市農業委員会の農地部会を構成する 

委員の定数条例を廃止する条例 

日程第４０  議案第２３号 安芸高田市が設置する一般廃棄物処理施設に係る 

生活環境調査結果の縦覧等の手続きに関する条例 
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日程第４１  議案第２４号 安芸高田市下水道事業受益者負担金及び 

分担金徴収条例の一部を改正する条例 

日程第４２  議案第２５号 高宮町若者定住化推進に関する条例を廃止する条例 

日程第４３  議案第２６号 高宮町若者定住住宅設置及び管理条例を廃止する条例 

日程第４４  議案第２７号 高宮町若者用マンション「虹のマンション」設置及び 

管理条例を廃止する条例 

日程第４５  議案第２８号 安芸高田市消防手数料条例の一部を改正する条例 

日程第４６  議案第２９号 安芸高田市適応指導教室設置及び管理条例 

日程第４７  議案第３０号 平成１６年度安芸高田市一般会計補正予算（第５号） 

日程第４８  議案第３１号 平成１６年度安芸高田市国民健康保険特別会計 

補正予算（第３号） 

日程第４９  議案第３２号 平成１６年度安芸高田市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

日程第５０  議案第３３号 平成１６年度安芸高田市公共下水道事業特別会計 

補正予算（第３号） 

日程第５１  議案第３４号 平成１６年度安芸高田市特定環境保全公共下水道事業 

特別会計補正予算（第３号） 

日程第５２  議案第３５号 平成１６年度安芸高田市農業集落排水事業 

特別会計補正予算（第２号） 

日程第５３  議案第３６号 平成１６年度安芸高田市浄化槽整備事業特別会計 

補正予算（第３号） 

日程第５４  議案第３７号 平成１６年度安芸高田市コミュニティ・プラント整備事業 

特別会計補正予算（第１号） 

日程第５５  議案第３８号 平成１６年度安芸高田市簡易水道事業特別会計 

補正予算（第３号） 

日程第５６  議案第３９号 平成１６年度安芸高田市水道事業会計補正予算（第１号） 

 

 
 ２．出席議員は次のとおりである。（２２名） 

        １番         明 木 一 悦          ２番     秋 田 雅 朝 

        ３番     田 中 常 洋          ４番     加 藤 英 伸 
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        ５番     小 野 剛 世          ６番     川 角 一 郎 

        ７番     塚 本  近          ８番     赤 川 三 郎 

９番     松 村 ユ キ ミ    １０番     熊 高 昌 三 

   １１番     青 原 敏 治    １２番     金 行 哲 昭 

      １３番         杉 原  洋    １４番     入 本 和 男 

      １５番     山 本 三 郎    １６番     今 村 義 照 

   １７番     玉 川 祐 光    １８番     岡 田 正 信 

   １９番     渡 辺 義 則    ２０番     亀 岡  等 

   ２１番     藤 井 昌 之    ２２番     松 浦 利 貞 

    
 
 

   ３．欠席議員は次のとおりである。（なし） 

     

 

 

   ４．会議録署名議員 

１７番     玉 川 祐 光    １８番     岡 田 正 信 

 

 

   ５．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（２０名） 

市     長    児 玉 更太郎     助     役    増 元 正 信 

収 入 役    藤 川 幸 典             参 事    小 野  豊      

総 務 部 長    新 川 文 雄     自治振興部長    田 丸 孝 二 

市 民 部 長    廣 政 克 行   
福祉保健部長兼

福祉事務所長 福 田 美 恵 子 
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産業振興部長    清 水  盤     
建設部長   

兼公営企業部長    金 岡 英 雄 

教 育 長    佐 藤  勝   教 育 次 長    杉 山 俊 之      

消 防 長    村 上  紘     八千代支所長    平 下 和 夫 

美土里支所長    立 川 堯 彦     高 宮 支 所 長    猪 掛 智 則 

甲 田 支 所 長    武 添 吉 丸     向 原 支 所 長    益 田 博 志 

総 務 課 長    高 杉 和 義     財 政 課 長    垣 野 内  壮 

 

 

 

 

   ６．職務のため議場に出席した事務局の職氏名（５名） 

事 務 局 長  増 本 義 宣    事 務 局 次 長    光 下 正 則 

議事調査係長  児 玉 竹 丸    書 記  国 岡 浩 祐 

書 記    倉 田 英 治 
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～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前１０時００分 開会 

◯松 浦 議 長   それでは、おはようございます。 

ただ今の出席議員は２２名であります。 

定足数に達しておりますので、これより平成１７年第１回安芸高田市議

会定例会を開会いたします。 

直ちに本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、予めお手元に配布したとおりであります。 

日程に入るに先立ち、議会事務局長より諸般の報告をいたさせます。 

◯増本事務局長  議長。 

◯松 浦 議 長   事務局長、増本君。 

◯増本事務局長   諸般の報告をいたします。 

第１点、市長並びに教育委員長より、本定例会に説明員として出席委任

するものの職氏名の一覧表が提出されております。 

第２点、市長より３千万円以上１億５千万円未満の工事請負契約締結に

ついての報告がありました。 

第３点、監査委員より平成１６年１１月分・１２月分・平成１７年１月

分の例月出納検査結果の報告がありました。 

それぞれの写しをお手元に配付いたしておりますのでご了承ください。 

以上で諸般の報告を終わります。 

◯松 浦 議 長   以上をもって諸般の報告を終わります。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第１  会議録署名議員の指名 

◯松 浦 議 長   日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第７９条の規定により、議長において、１

７番玉川祐光君及び１８番岡田正信君を指名いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第２  会期の決定 

◯松 浦 議 長   日程第２、会期の決定を議題といたします。 

本定例会の運営について、過日、議会運営委員会を開きご協議いただい

ておりますので、その結果について議会運営委員長青原敏治君の報告を求

めます。 

◯青原委員長   議長。 

◯松 浦 議 長   青原敏治君。 

◯青原委員長   議会運営委員会の報告を申し上げます。平成１７年第１回定例会の運営

につきまして、去る３月２日に議会運営委員会を開き、次のとおり決定い

たしましたので報告をいたします。 
まず、会期につきましては、お手元の会期日程のとおり本日から３月

２５日までの１９日間といたします。議事の都合により、３月８日及び３

月１２日から３月２４日までを休会といたします。 
本定例会に付議された案件は、発議１件、議案５１件、計５２件でござ
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います。 
議案審議でございますが、市議会におきましては基本的には委員会に付

託して審査することとなっておりますが、特に時間をかけて審査すべきも

の以外については付託を省略することになっております。 
審議の結果、議案第１５号、安芸高田市総合計画の策定については、上

程後の質疑を受け、その後、総務企画常任委員会に付託することとし、そ

の他、平成１７年度一般会計予算他、特別会計予算等、１２件の予算案以

外の３８件については、全て付託を省略することといたしました。 
続いて、予算審査についてでございますが、予算案１２件を一括上程の

後、一括質疑を受け、その後、議長を除く２１名で構成する予算審査特別

委員会を設置し、審査を付託いたします。審査結果は概要報告書としてま

とめ、委員長から本会議へ報告され、一括審議といたします。予算審査特

別委員会の審査は３月１８日までに終了するよう、運営方、よろしくお願

いをいたします。 
一般質問の取り扱いについては、会派の届け出がありませんので、前回

と同様に会議規則のとおり、時間制限を設けず３回までといたします。 
以上、報告を終わります。 

◯松 浦 議 長   お諮りします。 

ただ今の委員長の報告のとおり、会期は１９日間とすることにご異議ご

ざいませんか。 

〔異議なし〕 

◯松 浦 議 長   ご異議なしと認めます。 

よって、会期は１９日間と決定しました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第３ 芸北広域環境施設組合議会議員の選挙 

◯松 浦 議 長   日程第３、芸北広域環境施設組合議会議員の選挙を行います。 

お諮りいたします。 

選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により指名

推薦にしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

 〔異議なし〕 

ご異議なしと認めます。 

したがって、選挙の方法は指名推薦によることに決しました。 

◯松 浦 議 長   お諮りします。 

指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

 〔異議なし〕 

ご異議なしと認めます。 

したがって、議長が指名することに決しました。 

◯松 浦 議 長   芸北広域環境施設組合議会議員に、明木一悦君、川角一郎君、熊高昌三

君、玉川祐光君、松浦利貞君を指名いたします。 
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◯松 浦 議 長   お諮りいたします。 

ただ今議長が指名いたしました以上の諸君を、芸北広域環境施設組合議

会議員の当選人と定めることにご異議ありませんか。 

 〔異議なし〕 

ご異議なしと認めます。 

したがって、ただ今指名いたしました諸君が芸北広域環境施設組合議会

議員に当選をされました。 

ただ今芸北広域環境施設組合議会議員に当選された諸君が議場におら

れます。 
会議規則第３２条第２項の規定による告知をいたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第４ 発議第１号 安芸高田市議会政務調査費の交付に関する 

                             条例の制定について 

◯松 浦 議 長   日程第４、発議第１号、安芸高田市議会政務調査費の交付に関する条例

の制定についての件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯山 本 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １５番、山本三郎君。 

◯山 本 議 員   発議第１号、安芸高田市議会政務調査費の交付に関する条例の提案理由

の説明を行います。 
この条例は、地方自治法第１００条第１３項及び第１４項の規定に基づ

き、安芸高田市議会議員の調査研究に資するための必要な経費の一部とし

て、議会における会派・所属議員が一人の場合を含め、会派に対し政務調

査費を交付することに関し、必要な事項を定めるものです。 
この議会政務調査費を有効に活用し、もって市政発展に寄与することを

願うものであります。 
どうか趣旨をご理解いただき議決賜りますようお願いし、提案理由の説

明といたします。 
◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

なお、本件に関しては質疑を省略したいと思います。ご異議ありません

か。 

 〔異議なし〕 

異議なしと認め、本件の質疑は省略いたします。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

 〔討論なし〕 

討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより発議第１号、安芸高田市議会政務調査費の交付に関する条例の

制定についての件を、起立により採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 
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 〔起立多数〕 

起立多数であります。 

よって、発議第１号、安芸高田市議会政務調査費の交付に関する条例の

制定についての件は、原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第５ 施政方針 

◯松 浦 議 長   日程第５、施政方針。ここで、市長の施政方針の表明を受けます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   平成１７年度、安芸高田市議会第１回定例会の開会にあたり、本会へ提

出させていただきました予算案並びに諸議案の概要を説明いたしますと

ともに、本市を取り巻く諸情勢並びに市政運営に関しましての私の所信を

申し述べ、議員の皆さん方をはじめ、市民の皆さんに一層のご理解とご支

援を賜りますようにお願いを申し上げます。 
まず、本市を取り巻く情勢でございますが、本市は昨年３月に県内１４

番目の市として誕生し、以来、皆様方の力強い支援、お力添えをいただき

ながら、今月で１年の区切りを迎えました。この間、常に申し上げて参り

ましたが、今回の合併は私たちが過去に経験したことのない非常に厳しい

社会経済状況のなかで、地方自治の生き残りをかけた戦略に他ならないと

考えております。今後一層行財政改革の取り組みを厳格に実施いたし、市

民の皆さん方の負託に充分に応えることのできる行政運営の実現を目指

して参りますので、これまでにも増して一層の支援を賜りますように、重

ねてお願い申し上げます。 
さて、昨年は自然災害の多発した年でありましたが、まれにみる台風の

襲来や、とりわけ１０月に発生いたしました中越地震は、多大な被害をも

たらし、地域自治体をあげて避難生活を余儀なくされ、未だに復旧の見込

みの立たない不安な毎日を過ごされている被災者の皆さんがおられます。

本市といたしましては早速に支援金等をお送りいたしたところでござい

ますが、犠牲になられました方々に対し、深く哀悼の意を表わしますとと

もに、一日も早い復旧がなされますように念願をいたしております。 
我が国の経済動向は全体といたしましては企業収益が改善に向かい、設

備投資が増加いたしておりますものの、個人消費の伸び悩みなどの影響か

ら、その回復は緩やかなものとなってきております。 
広島県におきましても一時の輸出の好調さは少し鈍り始めてはおりま

すものの、その速度を緩めつつも経済の回復基調は継続しているようでご

ざいます。しかしながらこの回復基調も都市部の一部企業を中心とした動

向でございまして、中山間地に所在いたしております本市の状況といたし

ましては、生産活動の中核となります製造業の撤退など、未だに厳しい状

況が続いていることは否めないところでございます。 
雇用情勢につきましては、国や県など大局的には完全失業率の水準が改

善傾向にあると伝えられてはおりますが、本市の状況といたしましては数
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字上での有効求人倍率は回復傾向を示してはおりますものの、経済回復の

支えとなります製造部門等の求人は一向に改善されぬまま推移をいたし

ており、今後しばらくは楽観を許さない厳しい状況が続くものと認識せざ

るを得ない状況となっております。 
次に、三位一体改革についてでございます。この改革は国と地方との役

割分担を根本から見直し、国の関与や余分な行政コストを削減して地方公

共団体が自らの権限と責任において、最小の経費で一層良質な行政サービ

スの提供に努めるという地方分権の目的の達成に向けて、取り組みを行う

ものでございます。しかしながら、現状ではその内容におきましても重要

事項が先送りされるなど、我々地方公共団体といたしましては、未だに不

充分なものとなっており、今後の財政運営にも極めて厳しい局面を迎えて

おりますことから、この改革の本旨が早期に位置付けされますよう、国に

対して働きかけを続けて参りたいと考えております。さらに本市は、合併

前から各種事業の実施に伴います多額な地方債残高を抱えており、これに

伴います償還金など公債費の急激な増向が予想され、市財政にとりまして

予断を許さない大きな負担となっております。 
広島県におきましては全国的にも先進的に市町村合併の取り組みが進

展いたしました。県の行政財政改革の一環として、行政組織の見直しに伴

います地域事務所の縮小等により、また昨年１１月に県が策定いたしまし

た分権改革推進計画に基づいて、本市に対しましても段階的な大幅な権限

移譲が実施されるものと思われます。住民に最も近い基礎的自治体といた

しまして、地域の実情や住民要望に添った行政を自主的、総合的に実施で

きますよう、県の支援をいただきながら体制の整備などの取り組みを進め

て参ります。 
このように、本市を取り巻く社会経済情勢は極めて厳しい局面を迎えて

おります。本市におきましては合併の困難から一刻も早く脱却し、市民と

の協働による簡素で効率的な良質で迅速なサービス提供を目指して、昨年

１０月に広く市民の方々にご意見をいただく行政改革懇話会を、また、行

政内部の推進組織といたしまして、行政改革推進本部を設置し、現在、同

懇話会へ安芸高田市行政改革大綱の素案を諮問いたし、その答申へ向けて

検討いたしております。さらにこの答申を受けて、行政改革大綱の策定は

大綱を具体化し、個々の事務事業へ直接反映させていくため、実施計画を

策定することといたしております。 
安芸高田市が発足以来、混乱の１年が経過いたしましたが、平成１７年

はいよいよ本市の市政運営の資質が問われる最初の年になるものと、強く

認識いたしており、あらゆる市政運営において地方自治体の生き残りをか

けた戦略としての合併効果を早期に最大限発揮できますよう、私を含めた

全職員が常に緊張感の中に身を置き、市民の皆さんに真に信頼をいただけ

る、効果的で効率の良い行政経営の実現に努めて参ります。 
２番目といたしまして、当面する重要課題でございます。本市は市町村

広域合併が先進的に進展いたしました広島県内におきましても、とりわけ
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順調に合併が進んだモデルケースとして評価をいただいており、このこと

は市民の皆さんの深いご理解と、温かいご協力の賜物と心から感謝をいた

しております。こうした県内１４番目の市として発足いたしました安芸高

田市ではございますが、新市建設計画及び現在策定作業中の安芸高田市総

合計画に掲げております重要懸案事項について、確実に実行していくこと

が第一の課題と考えております。しかしながら、合併直後は国や県からの

財政的な優遇措置があるとは申しましても、実際の事業実施にあたっては

その裏付けとなる一般財源の確保が必ず求められます。低迷を続ける地方

経済の影響から、税収の急速な回復が見込めず、三位一体改革の影響から

国税の減額と縮減など、一般財源の確保はますます困難を極めており、ま

た、合併前後の混乱に伴いましてやむなく基金の取り崩しを行って事業の

実施を行って参りました結果、基金残高は残り僅かな状況となっておりま

すことから、当面は財政状況を慎重に勘案しながら計画的な事業実施に努

めて参りますのでご理解をいただきますようお願いを申し上げます。 
ハード事業につきましては、特に厳選を期し、重点事業の実施を基本と

いたしますが、具体的な事業といたしましては現在向原町に建設をいたし

ております、ベッド数５０床の特別養護老人ホームを平成１７年度に完成

する予定でございます。また、行政機能を集中し、市民の皆さんへの利便

性の高い行政サービスを提供するための第２庁舎及び文化ホールにつき

ましては、昨年９月の議会で現在の市庁舎に隣接し建設する旨の決定をい

ただきましたので、いよいよ本年は具体的な設計に入る予定でございます。

また、広域火葬場におきましてはできるだけ早期に建設場所の決定を行っ

て参りたいと考えております。交通網につきましては、本市における交通

の大動脈として南部に位置するＪＲ芸備線及び県道広島三次線、中心部を

貫く国道５４号、そして北部に位置しております中国縦貫道の整備改良促

進に取り組みますとともに、中国自動車道と山陽自動車道を結ぶ自動車専

用道路でございます、地域高規格道路東広島高田道路の整備路線への昇格

及び早期実現を目指し、広域的な交通網の整備に努めて参ります。さらに、

県から合併支援道路の位置付けをしていただいております各路線の整備

を促進いたし、地域拠点と市の中心部を一体的に結ぶ交通網の充実を図り

ます。また、市道の整備改良や生活道路など、総合的な交通体系の構築を

念頭に事業展開に努めて参ります。 
快適で魅力のある生活環境をするための上下水道につきましては、各整

備計画に沿って順次整備を進めて参りますが、事業完了までに要する時間

等も考慮いたしながら、市民の皆さんが可能な限り早期に同等のサービス

を享受できますよう、市全体として整備方法、手法の変更も含めて計画の

根本的な見直しも検討して参りたいと考えております。 
次に、まちづくりのためのソフト事業でございます。本市はまちづくり

の柱として住民と行政の協働のまちづくり｢人輝く安芸高田｣を掲げてお

り、このことの実現に向けて中心的な役割を果たしていただくのが、現在

市域全体に誕生いたしました３２の地域振興会組織であります。地域振興
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会を中心といたします安芸高田市のまちづくりといたしましては、昨年度

にまちづくり委員会準備委員会を立ち上げさせていただき、市民の皆さん

からこのご意見をいただきながら、その方向性について模索をして参りま

したが、本定例会へ安芸高田市まちづくり条例を上程させていただいてお

り、いよいよ住民と行政との協働のまちづくりを本格的にスタートいたし

たいと考えております。このことについて市民の皆さん方のご意見をそれ

ぞれの地域振興会組織を通して提案していただき、まちづくり委員会にお

いて市民と行政とが対等な立場で、ともに地域課題の解決へ向けて絶えず

話し合いができるシステムが実現できるものと確信をいたしております。 
本市は、大都市広島市に隣接している上、自然・歴史・文化・一定の産

業集積に恵まれているなどの利点を有しており、これからの新たな地域づ

くりのモデルになるという大きな可能性を秘めております。極めて厳しい

財政の状況のなかではございますが、厳格な事業選択と重点化により、限

りある財源を最大限に有効活用する生活基盤整備などのハード事業と、市

民と行政がともに知恵を絞り、汗を出し合う協働のまちづくりというソフ

ト事業が相互に機能し合うことにより、真に住みやすい田園都市安芸高田

が実現できるものと考えております。 
３番目といたしまして、平成１７年度の予算編成の基本方針でございま

す。 
昨今の我が国の経済情勢は、長引く不況の中で国、地方を通じた総合経

済対策の実施にも係わりませず、まだ先行きは不透明なまま推移しており、

自主財源であります地方税収入は、現下の経済動向を勘案すると急速な回

復は困難と思われます。また、長期化する景気低迷に伴う国税収入の伸び

悩みによって、年ごとに交付金等の一般財源の確保が困難になるなど、地

方財政を取り巻く環境はさらに厳しさを増しており、とりわけ市の主要な

一般財源でございます普通交付税につきましては、三位一体改革の影響か

ら平成１７年度におきましても大幅な減額となることが見込まれ、さらに

一般財源不足の補填財源でございます財政調整基金も既に底をついてい

る状況となっておりますことから、本年度は昨年度にも増してさらに厳し

い予算編成となりました。また、普通会計分だけでも現在３２７億という

多額な地方債残高を抱え、公債費の増向による余裕財源の低下など、財政

状況は硬直化に直面しておりますことから、本市における財政の見直しは

ますます厳しい状況となっております。いわゆるバブル経済の崩壊以降、

地方自治体の財政運営の安定性を判断する指標数値は急激に悪化してお

り、経常経費圧縮などの内部努力や、投資的経費の抑制にもかかわらず、

平成１５年度決算では公債費比率が１７．８％、経常収支比率が９３．７％

となったのをはじめ、財政構造の判断基準とされる数値は依然として警戒

を要する状況にあり、本市の厳しい財政の現況を示しております。 
本市は、昨年高田郡６町が合併し市となりましたが、現在の安芸高田市

の財政基盤は決して盤石であると言える状況ではございません。類似規模

の市と比較して税収・基金保有高・地方債残高・財政力指数と、いずれの



 13

数値を見ても財政基盤は脆弱であると言わざるを得ない状況にあり、行財

政健全化の取り組みが喫緊の課題となっております。 
一方、広域合併・地方分権といった時代の大きなうねりを切り開いて参

りますためには、職員全員が一心となり、｢人輝く安芸高田｣の実現を目指

して市債を返済しながら安芸高田市の未来へ向けて投資をしていかなけ

ればなりません。この懸案事項や主要事業等を早期に解決・実現していく

ためには、さらなる内部努力や事務事業の抜本的な見直しなど、一層の緊

張感を持って行財政改革を推進していくとともに、新市建設計画及び財政

推計を考慮した中長期的・総合的な行財政計画の確立が求められておりま

す。 
平成１７年度の予算編成にあたりましては、職員一人ひとりが主体的か

つ積極的に知恵を出し合い、適正な財源確保と組織の不安定から来る無

駄・無理・ムラを排除して、経常経費の圧縮、特別職及び一般職員の給与、

また非常勤特別職及び臨時職員の任用の見直しなどを行うとともに、限ら

れた財源を最大限に有効活用するための厳正な施策選択や重点化を行い、

市民から信頼され、より効率的・効果的で公平性・透明性の高い行政執行

と財政運営の確立を目指しました。市民の行政需要や行政効果の観点から、

事務事業の根本的な見直しを図る。交付税の歳入減を踏まえ、歳出の抑制

を図る。経費の節減・合理化に努め、簡素で効率的な行財政システムを構

築する。新市建設計画に基づく事業の優先順位、まちづくり・地域づくり

を慎重に考慮した厳正な施策選択と財源の重点配分を行う。 
４番目に、本編でございます。本市におきましては全市域に３２の地域

振興組織が設立され、本日までそれぞれの地域課題と地域実態に則した特

色のある取り組みを積極的に実施していただいており、組織の設立からそ

の活動の定着へ向けて昼夜を問わずご尽力をいただいております市民の

皆様方に心から深く感謝と敬意を表するものでございます。 
市といたしましては、新市設立とともに、地域振興推進員を、また平成

１６年度にはまちづくり委員会準備委員会を設置いたし、安芸高田市のま

ちづくりの基本としております、市民と行政の協働のまちづくりが早期に

具体化できますよう、地域振興組織の代表と行政が地域課題の解決へ向け

て常に話し合いを行うことのできるシステムとしてのまちづくり委員会

の設置へ向けて、準備を実施いたし、いよいよ本定例会へ安芸高田市まち

づくり委員会設置条例を議案として上程させていただいたところでござ

います。 
地域課題につきましては誰よりも地域の方が一番切実に把握しておら

れます。地域振興組織の中でその課題をまとめていただき、そこでまとめ

ていただいた課題を行政と一緒に話し合いながら、単なる行政への一方的

な要求だけでなく、お互いがそれぞれの立場でどう関わり、どう役割を果

たしながら、課題解決への取り組みを行うことができるのか、検討してい

く。このことに自治振興組織が円滑に機能していくことが市民の皆さんの

声をに速やかに行政へ反映できる協働のシステムづくりであろうと考え
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ております。今後とも皆さん方のご協力をいただきますよう、お願いを申

し上げます。 
また、本市におきましては平成１６年度から個人情報保護条例並びに情

報公開条例を実施施行いたしました。行政の公平性の確保・透明性の向

上・市民の皆さんへの説明責任の明確化という観点から、迅速で分かりや

すい行政情報の提供・共有化に努めて参りますとともに、地域懇談会の開

催など、きめ細かな公聴の充実に努めて参ります。 
快適でにぎわいのあるまちづくりの問題でございます。まず、魅力ある

拠点づくりでございます。本市の都市サービスや生活サービスを市民の皆

さんに提供する拠点は市の中心であります市役所本庁を中心といたしま

す、吉田市街地のタウンセンターと各支所周辺の５つの地域振興拠点から

構成されており、このタウンセンター並びに地域拠点につきましては、そ

れぞれの個性を生かしながら適切な役割分担に基づいた拠点機能の配

置・整備や住環境の整備を図るなど、魅力のある拠点づくりを進めて参り

ます。 
また、放射環状型の地域構造の形成により市民の皆さんの利便性を高め

て参りたいと考えております。行政サービスの提供を行います市庁舎につ

きましては、皆様方には既にご案内のとおり、吉田町内に事務所を分散い

たし、現在分庁舎方式で執務を行っていることから、市民の皆さんに多大

なるご不便をかけております。このことを解消いたします市役所第２庁舎

の建設につきましては、昨年１２月の市議会定例会において建設場所のご

決定をいただきました。平成１７年度におきましては文化ホール等の機能

もあわせ、実施設計を経ていよいよ工事着手という予定にいたしておりま

すので早期に工事完成の日を迎えられますように、皆さん方のお力添えを

よろしくお願いいたします。 
また、各支所や学校跡地の利用につきましては、引き続き総合的かつ計

画的に検討いたし、市民の皆さんからお知恵をいただきながら、地域拠点

といたしまして有効な利用を図って参ります。 
地域振興会単位の拠点でございます、基幹集会施設につきましては、将

来的に地元の皆さんによります指定管理等も視野に入れながら、そのあり

方を検討して参りたいと考えております。 
２番目に定住と交流のネットワークづくりでございます。まず幹線道路

の整備でございます。道路網や交通体系の整備は地域の一体的な発展を実

現するための基盤でありますことはもとより、地域福祉や若者定住をはじ

めとする地域経済全般にわたる活性化施策の推進基盤として必要不可欠

なことでありますことから、道路網の整備につきましては、合併支援道路

といたしまして位置付けております地域高規格道路東広島高田線吉田向

原間、県道原田吉田線、また国道５４号可部バイパスなどの早期整備へ向

けて関係機関との連携協議を促進いたし、広域交通ネットワーク実現を図

って参ります。 
平成１７年度からは県からの権限移譲によりまして県道改良６路線６
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ヵ所、維持管理２０路線を本市で行うこととなりました。さらに地域拠点

と市の中心部を結ぶ、また地域化拠点を相互に結ぶ道路につきましても、

計画的な整備に努め、市道改良や維持管理を含め体系的な道路網整備によ

って円滑な地域間交流や連携の促進に努めて参ります。 
次に公共交通体系の整備でございます。公共交通体系の整備につきまし

ては、ＪＲ芸備線及びＪＲ三江線の整備促進とともに、とりわけＪＲ芸備

線につきましては駅周辺のターミナル機能の向上や、通勤快速列車の充実

を求められており、平成１７年度におきましては向原駅東口にパークアン

ドライドの整備事業の予算を計上させていただいております。 
また、効率的なバス運行の観点から、バス路線の維持再編につきまして

は平成１６年度に作成いたしました計画に基づきまして、運行路線や運行

手法などについて具体化、早期に新しい生活交通ネットワークの構築を目

指しております。 
情報基盤の整備でございます。情報基盤の整備につきましては、平成１

６年度からラストワンマイルの整備手法を検討いたして参りましたが、平

成１７年度は地域情報化基本計画の策定のための予算を計上いたし、先進

地域と情報格差の早期是正を安芸高田広域ネットワークの有効活用を図

る方策を模索して参ります。また、行政業務にかかります電算化につきま

しては、合併時に整備ができなかったシステムにつきまして、その必要度

合いなどを精査いたし、その構築のための予算を計上いたしましたが、今

後も引き続きより上質な行政サービスの提供へ向けて研究調査を続けて

参ります。 
３番目に安全で快適な生活環境の創造でございます。安全なまちづくり

の推進ということでございます。多様な情報の氾濫や生活様式の変化とと

もに、市民生活にも多くの危険が拡大しております。市民の安全な日常生

活を確保するため、平成１７年度におきましては市民の皆さんの安全推進

のための総合窓口といたしまして、広島県警察からの派遣職員を受け入れ

て、安全推進室を設置いたし、同じく本年度から設置いたします消費生活

相談員や、家庭児童相談員などとの庁内関連はもとより、警察などの関係

機関との連携を深めますとともに交通安全運動推進隊や防犯連合会の活

動を育成支援いたし、市民の安全確保に努めて参ります。また、防犯施設

整備への補助制度の周知及び施設等をあわせ、防犯交通安全対策の充実に

努めて参ります。 
消防につきましては、先日、第１回目の消防出初式を昨日挙行いたしま

したが、安芸高田市消防本部と消防本部内に位置付けております新市発足

とともに統一された安芸高田市消防団の両組織が緊密に連携いたし、総合

的な運用を図りながら消防体制の充実に努めて参ります。 
なお、平成１７年度におきまして、広島県防災会議と共催し、林野火災

防御訓練を本市において実施することにいたしております。 
また、迅速な通信・通報体制の構築の一環といたしまして、携帯電話か

らの１１９番通報の直接受信のための交換機の導入整備を予算計上いた
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しております。 
次に生活環境の整備でございます。快適な生活環境づくりを進めるため

の基盤となります上水道及び下水道の整備につきましては、水道の未普及

地域解消のための上水道拡張工事や、簡易水道事業など、また、汚水処理

事業といたしまして公共下水道をはじめ特定環境保全公共下水道事業・農

業集落排水事業・浄化槽整備事業など、今後とも継続して事業を行って参

りますが、事業実施にあたりまして地理的条件や事業完成まで必要期間な

ど、地域の実情を充分勘案いたし、市民の皆さんへの行政サービスの均衡

や費用対効果の観点もあわせまして、事業手法の見直しも含めて検討を行

い、総合的・計画的な実施を図って参ります。 
平成１７年度におきましては、水道事業吉田及び甲田給水区、八千代簡

易水道の建設工事、水源調査は美土里町横田地区を予定しており、下水道

につきましては各処理区の下水道事業の管路工事や処理場建設などを予

定しております。吉田口のコミュニティ・プラントにつきましては平成１

７年度完成でございます。 
住宅につきましては、住宅マスタープラン及び住宅ストック総合計画に

基づき、とりわけ若者定住や長寿社会までを視野に入れた整備を進めます。

また、民間ストックを含めた総合的な施策展開を図り、地域間格差の解消

に努めて参ります。 
広域火葬場につきましては、本年度は基本計画及び建設場所の決定をで

きるだけ行っていきたいと考えております。 
心豊かで創造性に富んだまちづくりの問題でございます。参加と協働に

よるまちづくりの推進ということでございますが、安芸高田市のまちづく

りは住民の皆さんのご意見を市政に反映していくため、市民の主体的な参

加と行政との協働のまちづくりを推進いたし、それぞれの地域の特性を活

かしながら互いに補い合い、連携して地域の誇りと生活の充実感を感じる

ことができるよう、市民と行政とのパートナーシップによるまちづくりを

推進することでございます。本日、安芸高田市まちづくり委員会設置条例

を議案として上程させていただきましたが、今後一層市民の皆さん方の主

体的なまちづくり活動を支援して参りたいと考えております。 
なお、参加と協働によるまちづくりの推進にあたりましては、支所別懇

談会・自治懇談会の定着、また、安芸高田市フォーラムの継続開催など、

公聴の充実を図りますとともに、市広報などによります情報の提供に努め

て参ります。また、確かな個人情報保護を保証した上での情報公開など、

行政の公平性の確保と透明性の向上に努めて参るよう考えておりますの

で、今後とも皆さん方のご協力をいただきますように、お願いを申し上げ

ます。 
子どもや女性が生き生きと生活する環境づくりでございます。まず、男

女共同参画社会の形成でございますが、男女が性別にとらわれることなく

人として一人ひとりの個性と能力を発揮できる社会の中で、正当に評価さ

れ対等に社会的責任を担うことのできる男女共同参画社会の実現を目指
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します。平成１７年度におきましては、男女共同参画社会推進計画を策定

いたしますとともに、今後は段階的に啓発活動等によるより周知と理解を

図り、共同参画の機会の確保や個々の能力を発揮できる環境づくりに努め

て参ります。 
次に、青少年の健全育成でございます。青少年健全育成計画につきまし

は、平成１８年度を目標にただ今策定の準備をしているところでございま

すが、平成１７年度に組織づくりや事前啓発など、策定準備のための予算

を計上させていただいております。青少年の健全育成につきましては、家

庭・学校・地域が三位一体となって地域社会全体で支える総合的な施策展

開を図って参りたいと考えておりますので、皆さんのお力添えをいただき

ますようにお願いを申し上げます。 
次に、生涯学習社会の形成でございます。本市におきまして教育の推進

につきましては、平成１５年３月に作成された｢新教育戦略２１未来に輝

く安芸高田の教育｣及び｢安芸高田市かがやきプラン｣に基づき、時代の変

化に対応でき、人輝く安芸高田を担う個性と創造性豊かな人材の育成、主

体的で充実した人材の育成を目指して教育条件の整備に努めて参ります。

生涯学習の推進でございますが、生涯学習につきましては、時代とともに

多様化、高度化しております市民の学習ニーズに応えるため、魅力ある学

習プログラムの開発、子どもや青少年、成人や高齢者、また、家庭教育を

支援する講座など、多彩な学習機会を提供するとともに、地域の特性を活

かした生涯学習システムの構築に努め、生涯学習活動を支援して参ります。

また、公民館や図書館などの既存施設のネットワーク化を推進し、より利

便性の高いシステムづくりに努め、行政のサービスの向上に努めます。 
国際化の対応といたしましては、これまで取り組みを行って参りました

国際交流事業の経緯と実績を踏まえ、国際人として柔軟に対応できる寛容

な心で、何事にも積極的に取り組むことのできる人材の育成に努めて参り

ます。 
情報化につきましては、高度情報化社会に対応していくため、学校にお

きましては校内 LAN や情報機器の整備を計画的に進めていきます。また、

生涯学習施設におきましては、ＩＴ研修の開校など技術の習得を支援して

参ります。 
なお、成人式につきましては安芸高田市の市民としての自覚と連帯意識

を高め、市民こぞって成人を祝うため、昨年に引き続き市内１ヵ所におい

て開催する予定にしております。 
学校教育の充実でございます。学校教育につきましては確かな学力・豊

かな心・健やかな体など、知・徳・体の基礎基本の徹底を重視して取り組

んで参ります。このため、教育施設設備の充実を計画的に進めて参ります

とともに、教育の活性化を図るため、主体的で特色ある学校づくりに対し

まして積極的な支援をして参りたいと考えております。具体的には確かな

学力向上事業、豊かな心育成事業、たくましい体力づくり事業、信頼され

る学校づくり事業を大きな４本の柱として取り組みを進めて参りますが、
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とりわけ豊かな心育成事業におきましては、不登校対策といたしまして平

成１７年度から適応指導教室事業を開設いたしますこととし、本定例会へ

設置及び管理条例を上程させていただきますとともに、教室の開設ととも

に非常勤特別職員として所長及び指導員の配置を予定しております。また、

現在検討しております通学区域弾力化につきましては７月頃に答申をい

ただき、諸準備に入りたいと考えております。なお、学校施設につきまし

ては、地震等自然災害が全国的に頻発しておりますことから、平成１７年

度に耐震化優先度調査を実施するよう予算を計上いたしました。就学前教

育につきましては、幼稚園・保育園との連携を図り、相互理解を深めなが

ら小学校教育への円滑な接続を図って参ります。言うまでもなく就学前教

育及び学校教育ではその対象が子どもたちでございますので、家庭や地域

の協力がなくては成り立たないことから、協力して育てるという意味にお

きまして、｢協育｣をキーワードにいたし、地域活動をとおして市民総参加

の協育の推進を図って参ります。また、高等学校等への進学をしたくても

経済的な理由により就学困難な生徒には奨学金貸付制度の周知及び制度

の拡充を図って参ります。 
次に、４番目に文化スポーツレクリエーションの進行の中で、文化の振

興でございます。個性豊かな地域文化の創造と市民の皆さんの文化活動の

振興を図るため、本市の芸術文化活動の拠点と位置付けております文化ホ

ールにつきましては、市役所第２庁舎と複合施設として形態をとり、現市

役所本庁舎隣に建設することが市議会で決定され、いよいよ本年１７年度

から実施設計及び工事着工の運びとなり、予算を計上いたしております。

とりわけ吉田地区の皆さんには新市発足以来、吉田公民館の利用など生涯

学習の活動にも大変ご不便をかけて参っておりますが、今しばらくご理解

とご協力いただきますように重ねてお願いをするところでございます。 
本市内には中世の史跡など豊かな歴史的文化遺産がございます。さらに

神楽や田楽、子ども歌舞伎など全国的にも稀な郷土芸能がございます。そ

れらの保存活用を図ることや伝承活動を支援いたし、歴史と伝統を活かし

た文化の香り高いまちづくりを進めて参ります。また、文化協会など関係

団体との連携を深め、文化の振興に努めて参ります。 
スポーツレクリエーションの振興でございます。スポーツ振興につきま

しては、市民一人ひとりのライフステージに応じた体力づくり、健康づく

りの活動を推進するため、総合型地域スポーツクラブの育成支援をはじめ、

サッカー、カヌー、ハンドボールをはじめとする特色あるスポーツへの助

成、各種スポーツ大会の開催などをとおしてスポーツの普及と推進に努め

ます。また、本年３月に完成いたしました吉田町西浦地区の吉田温水プー

ルにつきましては、既存スポーツ施設との連携や福祉、医療、保健事業と

の総合的な施策展開の中で市民の体力づくり・健康づくりを担う中核施設

といたしまして、有効利用を図って参りたいと考えております。さらに、

Ｊ１リーグ、サンフレッチェ広島や、湧永製薬ハンドボールなど、本市を

マザータウンとして活動の本拠地を置き、日本のスポーツ会で活躍してお
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られるスポーツクラブのますますの飛躍へ向けて、安芸高田市の全国的な

知名度アップの観点からも、地域ぐるみで応援活動を推進して参ります。 
人と環境に優しいまちづくりでございます。人権が大切にされる地域社

会の創造でございますが、全ての市民の基本的人権が保証され、差別のな

い、一人ひとりの人権が尊重される社会を実現していくことが、まちづく

りの基本でございます。本市におきましては、国の人権教育及び人権啓発

の推進に関する法律に基づいて、人権啓発事業を推進して参りますが、人

権啓発事業の実施にあたりましては、すべての市職員があらゆる機会をと

おして市民の一人ひとりが互いに正しく理解し合い、互いの人権を認め合

うことができるよう、あらゆる人権問題の解決へ向けて取り組みを進めて

参ったところでございます。また、人権会館におきましては、人権相談会

の開催など人権擁護活動を実施しております。 
昨今、時代の変化とともに、本市内においても詐欺等の危険が増大して

おりますことから、平成１７年度から消費生活相談員を配置いたし、市民

の皆さんからの相談をお受けいたすことといたしましたので、周知に努め

て参ります。 
次に、保健医療の充実でございます。健康づくりの推進でございますが、

保健指導や福祉相談などの拠点施設といたしまして、総合文化保健福祉施

設の整備を現在計画中でございます。将来的にはこの拠点と各支所、保健

センターなどの既存施設のネットワーク化を行い、市内全域へバランスの

取れた保健福祉サービスを提供いたしたいと考えております。また、総合

検診や人間ドック料金の一部負担制度を継続して実施することにより、受

診を奨励するなど市民の皆さんが生涯をとおして健やかに暮らすことの

できるよう、総合的な健康づくり施策を推進いたします。 
なお、今月完成いたしました吉田温水プールをはじめ、市内の体育施設

等の活用や、生涯学習事業と連携し、健康教室の開催など今までの枠を越

えた大壇的な、総合的な施策展開による有効な健康づくりの施策も検討し

ております。 
次に、地域保健医療体制の充実でございます。地域保健医療体制につき

ましては、ＪＡ吉田総合病院を中核といたします地域医療の充実に向けて、

各地域診療所も含めたかかりつけ医、かかりつけ歯科医システムの構築と

ともに医療機関相互の連携システムなどの充実を図って参ります。また、

救急医療への対応につきましては、平成１７年度から安芸高田消防署で携

帯電話からの１１９番直通受付を開始いたしますが、体系的な救急医療体

制といたしまして、市民の応急処置技術の普及、救急体制の充実等に努め、

迅速な救急医療の確保に努めて参ります。 
また、予防接種や結核検診事業など、感染症予防事業の取り組みを進め

て参ります。 
社会全体で支える福祉の充実でございます。地域福祉の推進でございま

すが、地域福祉につきましては市民の皆さんの相互扶助を基本といたし、

安芸高田市社会福祉協議会など関係機関との緊密な連携とともに、地域実
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態に応じたきめ細かな福祉体制の確立に努めて参ります。また、市内に所

在しております障害者福祉施設等と連携をいたしながら、障害者の自立と

社会参加を実現する福祉対策としての生活支援福祉サービスを推進して

参ります。なお、公共性の高いあらゆる施設の整備にあたりましては、全

ての人が利用しやすい、人に優しいユニバーサルデザインの考え方を基本

といたしますとともに、既存施設につきましても計画的にバリアフリー化

を検討していきます。 
豊かな高齢社会の形成でございます。公的福祉サービス等につきまして

は、高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の見直し準備を進めて参ります

が、これに基づいて施設等の整備水準の充実を図って参ります。なお、現

在向原町に建設を進めております特別養護老人ホームかがやきにつきま

しては、平成１７年度に完成を予定いたしております。また、在宅生活を

支える介護予防事業につきましても、地域生活を支援する体制の整備を進

めて参ります。 
安芸高田市シルバー人材センターは、本年４月１日付けで６団体が統合

され、新たな団体として発足される予定ですが、高齢者の社会参加や生き

がい対策推進をいただく組織として、その重要性を認識いたしており、今

後とも引き続いて支援を行って参ります。 
子育て環境の充実でございますが、子育て支援事業の一環といたしまし

て、平成１７年度から県からの権限の移譲を受けて、家庭児童相談員を設

置いたします。この相談員は児童虐待や家庭内暴力など、家庭における児

童養育や児童と家庭の人間関係に関することについて相談支援指導措置

を行います。また、必要に応じて子育て応援登録会員の改定で、子どもを

一時預かるファミリーサポート事業の実施へ向けて予算を計上いたして

おります。 
少子化対策といたしましては、保護者の就労と子育てを両立していただ

けるよう、保育事業時間の延長などの保育サービスの充実を図りますとと

もに、核家族化などによる子育てについて相談する相手がなく、在宅乳幼

児の育児に悩みを持っておられます保護者などの子育て支援、また児童館

の放課後児童保育の施策を実施して参ります。 
環境と共生の問題でございます。中山間に位置しております安芸高田市

には、都会にはない美しい山や川がございます。環境問題につきましては

行政自ら環境保全に関する取り組みを率先して取り組みますとともに、市

民や事業者の環境保全活動の支援などを行って参ります。また、学校や地

域活動と連携し、環境保全のための啓発活動に努めて参りますとともに、

環境美化条例に基づき、ごみの不法投棄や野焼き、有害物質や油等により

ます水質汚濁につきましては、市民生活安全の観点からも指導を強化して

参ります。 
環境型社会の形成でございます。環境型社会は今や時代の大きな潮流と

なっており、本市といたしましても環境社会の早期実現を目指して総合的

なごみ処理体系の整備を図って参りますとともに、具体的な新市発足とと
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もに生ゴミ処理機設置補助事業、資源ゴミ回収奨励金交付事業、ゴミ収集

ステーション設置補助事業につきまして全市内へ拡充することといたし

ましたが、市民の皆さんから大きな反響をいただいておりますことから、

平成１７年度も予算計上をいたしたところでございます。また、この度、

本市３番目の施設として高宮堆肥センターを本年４月に竣工の予定とい

たしておりますが、家畜の排せつ物につきましても堆肥としての利用を促

進し、環境型農業の実現を目指して参ります。 
次に、多彩な生産と交流のまちづくりでございます。産業の振興、農林

水産業の振興でございます。農業は安芸高田市における基幹産業でござい

ます。本市といたしまして、安芸高田市地域農業振興計画の具体化へ向け

て農業協同組合など関係機関と連携・協力をいたしながら、総合的な農業

振興に努めて参ります。具体的には生産コストの低減や生産力の向上、多

面的機能を活かすような生産基盤の整備を進め、地域営農の拡充を図るた

め、地域での話し合い活動を促進し、地域内農地保全システムの構築、経

営感覚に優れた農業営農者育成に努めて参ります。そのため、平成１７年

度はこれからの農業振興施策を、より一層推進することを目的といたしま

して、産業振興部内の農林水産課及び地域営農課の構成を一部変更いたし

ますとともに、農林業振興公社をあわせて安芸高田市農業振興センターを

設置することといたしました。また、市内で生産されます農産物の販路を

拡大し、安定的な供給先を確保して、担い手を育成する観点から、経営構

造対策事業といたしまして農産物処理加工施設の建設に取りかかります。 
中山間地域直接支払制度につきましては、５年間の事業継続が決定され

ましたことから、引き続き集落単位での農地保全及び生産性の向上や担い

手育成の取り組みについて支援を行って参ります。 
また、高宮堆肥センターの完成に伴い、市内には３ヵ所の堆肥センター

がございますがこの施設を有効に活用して循環型農業の推進を図って参

ります。なお、一層円滑な農業振興施策の推進を目的といたしまして、平

成１６年度から全市域へ設置いたしております、地区農業振興班長、地区

農業推進班長は、定着を目指して参ります。 
林業につきましては高田郡森林組合と連携いたしながら、計画的・総合

的な森林総合整備事業の推進に取り組みますとともに、林道整備事業など

につきましても自然環境の保全に配慮し、取り組みを進めて参ります。 
また、有害鳥獣につきましては、適正な捕獲頭数の配分を行い、捕獲班

の支援により農作物及び林産物の被害を最小限といたしますよう、努めて

参ります。 
水産業につきましては、漁業協同組合等との協議を行いながら、水産資

源の維持増大を図って参ります。 
商工業の次に振興でございます。地域経済の活性化を目指して商工会へ

の支援を行って参りますとともに、企業間交流の促進や人材育成創業経営

革新、新分野進出工業経営企業への指導等を目的とします、仮称産業振興

機構の設立へ向け、支援をいたしております。また、情報基盤や広域交通
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網の一層の整備に努め、若者定住につながる企業誘致や、雇用の創出に努

めて参りたいと考えております。 
交流ネットワークづくりでございます。観光のまず振興でございます。

市内各地には農業・農村・自然・温泉施設・豊富な歴史遺産など多彩な観

光資源がございます。安芸高田市を紹介する観光パンフレットの増刷をい

たし、吉田サッカー公園など、新たな観光交流資源の開発整備や既存施設

の活用促進とあわせ、そのネットワーク化を推進いたし、周遊型観光ルー

トの形成や、地域資源を多彩に活用した交流活動を推進いたします。 
交流活動の推進でございます。国際交流につきましては各町の実績を尊

重し、国内外の姉妹都市との交流を継続し推進いたし、国際感覚に優れた

国際化にも柔軟に対応できる人材を育成して参ります。また、国内の姉妹

都市との交流につきましてはこれまでの歴史的経緯を尊重いたし、山口県

防府市等との交流は文化や子どもたちの交流を中心に継続して参りたい

と考えております。 
予算額の概要でございます。以上のことを施策の柱といたしまして、平

成１７年度予算を編成いたしましたところ、一般会計予算の総額は平成１

６年度当初予算額と比較して１１．６％減少し、２２７億８千万円となり

ました。この主な減少要因といたしましては、平成１６年度予算計上いた

しました地域振興基金、また事業の繰り延べや圧縮に伴います各特別会計

への繰出金の減少の影響によるものでございます。これに対しまして財源

といたしましては市税が３２億２千７９７万円、地方交付税が９０億７千

万円、国、県支出金が３８億９千３８万７千円、繰入金が６億１千１４０

万９千円、市債が３８億５千７６０万円などを充当いたします。特別会計

といたしましては、国民健康保険特別会計が３６億５千万あまり、老人保

健特別施設が５８億５千万あまり、介護保険特別会計が３１億９千万あま

り、公共下水道事業特別会計が４億４千万あまり、特別環境保全公共下水

道事業特別会計が１０億６００万あまり、農業集落排水事業特別会計が１

０億５千万あまり、浄化槽整備事業特別会計が３億３千万、コミュニテ

ィ・プラント整備事業特別会計が６千５００万あまり、簡易水道事業特別

会計が１０億４千万あまり、飲料水供給事業特別会計が２千５００万あま

りでございます。水道事業会計予算といたしましては、第３条予算が３億

６７万、第４条予算が６億５１８万５千円でございます。 
どうぞ、慎重にご審議をいただき、適切なる議決をいただきますように

お願いを申し上げる次第でございます。 
以上で、施政方針を終わらせていただきます。 

◯松 浦 議 長   これをもって施政方針表明を終わります。 

お諮りいたします。 

この際２５分まで休憩をいたしたいと思います。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前１１時１４分 休憩 

午前１１時２５分 再開 
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～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

◯松 浦 議 長   引き続き、会議をいたします。 

市長の補足説明を許します。 

◯児 玉 市 長   先ほど朗読説明をさせていただきました中に、字の誤りがございました

ので、訂正をさせていただきたいと思います。 

２７ページ、最後のページでございます。２７ページの真ん中頃でござ

いますが、特別会計の中に｢特別環境保全公共下水道事業特別会計｣とござ

いますが、｢特別｣というのは｢特定環境保全公共事業｣の｢別｣が｢定まる｣

というものでございますので、誤りでございますのでご指摘をいただきま

して、訂正をさせていただきます。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第６ 議案第４０号 平成１７年度安芸高田市一般会計予算 
日程第７ 議案第４１号 平成１７年度安芸高田市国民健康保険 

特別会計予算 
日程第８ 議案第４２号 平成１７年度安芸高田市老人保健特別会計予算 
日程第９ 議案第４３号 平成１７年度安芸高田市介護保険特別会計予算 
日程第１０ 議案第４４号 平成１７年度安芸高田市公共下水道事業 

特別会計予算 
日程第１１ 議案第４５号 平成１７年度安芸高田市特定環境保全 

公共下水道事業特別会計予算 
日程第１２ 議案第４６号 平成１７年度安芸高田市農業集落排水事業 

特別会計予算 
日程第１３ 議案第４７号 平成１７年度安芸高田市浄化槽整備事業 

特別会計予算 
日程第１４ 議案第４８号 平成１７年度安芸高田市コミュニティ･プラント

整備事業特別会計予算 
日程第１５ 議案第４９号 平成１７年度安芸高田市簡易水道事業 

特別会計予算 
日程第１６ 議案第５０号 平成１７年度安芸高田市飲料水供給事業 

特別会計予算 
日程第１７ 議案第５１号 平成１７年度安芸高田市水道事業会計予算 

◯松 浦 議 長   これで、訂正説明を終わります。 

この際、日程第６、議案第４０号、平成１７年度安芸高田市一般会計予

算の件から、日程第１７号、議案第５１号、平成１７年度安芸高田市水道

事業会計予算の件まで１２件を一括議題といたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   本定例会の冒頭にあたり、一言ごあいさつを申し上げます。昨年の３月

の１日に安芸高田市が発足し、先日で満１年を経過いたしました。この間、

合併に伴います幾多の困難を乗り越えて今日の日を迎えたとこでござい
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ます。皆さんのご支援に心から感謝を申し上げます。 

平成１７年度は市制施行後、安芸高田市の進化を問われる正念場の年と

考えております。皆さんには今後ともよろしくお願いを申し上げます。 

さて、皆さんには既にご承知のとおり、本市の指定金融機関でございま

す高田郡農業協同組合は、現在広島千代田農業協同組合との合併について、

県に認可を申請中で、本年４月１日付けの広島北部農業協同組合発足を予

定されております。しかし、公金取り扱い事務につきましては、合併後の

広島北部農業協同組合が継承し、これまで同様の取り扱いとなりますので、

この場をお借りしましてご報告をさせていただきます。 

それでは、議案第４０号の提案理由の説明をさせていただきます。 

本案は、平成１７年度安芸高田市一般会計予算を調製いたしましたもの

で、議会へ上程し議決をお願いするものでございます。予算の総額を歳入

歳出それぞれ２２７億８千万円とするものでございます。債務負担行為に

つきましては２件で、その限度額の合計を２０億２千１００万円とするも

のでございます。地方債につきましては、その借入限度額を３８億５千７

６０万円と定めるものでございます。また、一時借入金につきましては、

その借入限度額を４０億と定めるものでございます。 

以上、よろしく審議の上、適当なる議決をいただきますようにお願い申

し上げます。 

次に、議案第４１号でございます。これは安芸高田市の国民健康保険特

別会計予算でございます。予算書の中の１０３ページからでございますが、

１０３ページに国保の特別会計が載っておりますが、本案は平成１７年度

安芸高田市国民健康保険特別会計予算の総額を、歳入歳出それぞれ３６億

５千４８０万８千円とするものでございます。また、一時借入金につきま

しては、借入限度額を７億円と定めるものでございます。 

以上、よろしく審議の上、議決をいただきますようによろしくお願いい

たします。 

続きまして予算書では議案４２号、１３１ページでございます。平成１

７年度安芸高田市老人保健特別会計予算でございます。本案は、平成１７

年度安芸高田市老人保健特別会計予算の総額を、歳入歳出それぞれ５８億

５千７６８万８千円とするものでございます。また、一般借入金につきま

しては、借入限度額を５億円と定めるものでございます。 

次に、予算書の１４１ページでございます。議案第４３号でございます。

安芸高田市介護保険特別会計予算でございます。総額を歳入歳出それぞれ

３１億９千１２０万５千円とするものでございます。また、一般借入金に

つきましては、その借入限度額を１億円と定めるものでございます。 

続きまして１５９ページの平成１７年度安芸高田市公共下水道事業特

別会計予算でございます。本案は、平成１７年度安芸高田市公共下水道事

業特別会計予算の総額を、歳入歳出それぞれ４億４千２９７万４千円とす

るものでございます。地方債につきましては、その借入限度額を１億５千

５７０万円と定めております。 
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続きまして、議案第４５号、予算書では１７９ページでございます。本

案は、平成１７年度安芸高田市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算

の総額を歳入歳出それぞれ１０億６８０万８千円とするものでございま

す。地方債につきましては、その借入限度額を３億８千１６０万円と定め

ております。 

続きまして、２０１ページの安芸高田市農業集落排水事業特別会計予算

でございます。総額、歳入歳出それぞれ１０億５千１１３万９千円とする

ものでございます。地方債につきましては、その借入限度額を２億９千５

００万円と定めております。 

続きまして、２２３ページの議案第４７号でございます。安芸高田市浄

化槽整備事業特別会計予算の総額を、歳入歳出それぞれ３億３千１８５万

２千円と定めるものでございます。地方債につきましては、その借入限度

額を１億２千１７０万円と定めております。 

続きまして、予算書の２４５ページの安芸高田市コミュニティ・プラン

ト整備事業特別会計予算の総額でございます。歳入歳出それぞれ６千５９

９万円とするものでございまして、地方債につきましては、その借入限度

額を３千９５０万円とするものでございます。また、一時借入金につきま

しては、この借入限度額を６千万円と定めるものでございます。 

次に２５９ページ、議案第４９号の安芸高田市簡易水道事業の特別会計

予算でございますが、歳入歳出それぞれ１０億４千９８０万１千円とする

ものでございます。地方債につきましては、その借入限度額を３億９千１

３０万円と定めております。また、一時借入金につきましては、その借入

限度額を７億円と定めるものでございます。 

続きまして予算書の２８１ページ、議案第５０号でございます。安芸高

田市飲料水供給事業特別会計予算の総額を、歳入歳出それぞれ２千５６２

万８千円とするものでございます。また、一時借入金につきましては、そ

の借入限度額を２千万円とするものでございます。 

続きまして、議案第５１号でございますが、安芸高田市水道事業会計予

算でございます。予算第３条は、水道事業の経営活動に伴い発生すると予

定される収益と、これに対応する費用を計上したものでございまして、収

益的収入及び支出の予算額を３億６７万円とするものでございます。 

次に予算第４条は、施設の整備拡充等の建設改良費と建設改良に要する

資金の予定額で資本的収入の予算を４億９千２９２万円。資本的支出の予

定額を６億５１８万５千円とするものでございます。資本的収入額が資本

的支出額に対して不足する額１億１千２２６万５千円は、当年度分消費税

及び地方消費税資本的収支調整額１千５５９万８千円。当年度分損益勘定

留保資金７千１４５万円、減債積立金３６万８千円、建設改良積立金１千

９３８万２千円、繰越利益剰余金５４６万７千円をそれぞれ処分し、補填

するものでございます。 

次に、予算第５条といたしまして、債務負担行為の限度額を１千５００

万円とするものでございます。 
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次に、予算第６条といたしまして、企業債の限度額を１億９千５２０万

円とするものでございます。 

以上、よろしく審議の上、適当なる議決をいただきますようにお願いを

申し上げます。 

◯松 浦 議 長   これをもちまして提案理由の説明を終わります。 

お諮りいたします。 

本案１２件につきましては、議会運営委員長の報告のとおり、質疑の後、

特別委員会に付託される予定となっていますので、各担当部長の要点の説

明につきましては省略いたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

 〔異議なし〕 

ご異議なしと認め、要点の説明を省略いたします。 

◯松 浦 議 長   これより一括質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

◯熊 高 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １０番、熊高昌三君。 

◯熊 高 議 員   １０番、熊高です。先ほど市長の方から平成１７年度の施政方針並びに

特別会計も含めて予算の概要の説明がございました。施政方針については

昨年の１６年度の６月に児玉市長初めての施政方針をされた内容、それと

比較をしてみさせていただいておりましたが、基本的にはやっぱり合併の

流れの中で、この１７年度の予算も考えてきたんだなというふうなところ

が伺えるように思います。教育委員会部分についてはかなり昨年より整理

をされた、そういった部分も見えるというふうに思いますが、逆に言えば、

まだまだ合併の流れの中にあり、新しい市の本当の方向というのがはっき

り示されていないんじゃないかなというふうな感じも受けるわけですけ

ども、やはり今の時点ではそれもいた仕方ないんかなというふうな気もし

ております。 

前回の定例会でありましたが、私の方も市長の方に単年度の予算の執行

の方向性を示すだけではなくて、できれば児玉市長任期中の方向性という

ものを示すような施政方針なり、そういったものも欲しいなというふうな

考えも伝えておりますが、そういった方向にもなっておりません。文章を

見ても、かなり昨年とまったく同じような文章がかなりの場所にあります。

そういったところが物足りないなというふうな気がしております。その辺

の市長のご苦労もあると思いますが、そういった点についての市長のお考

えを、少しお伺いしたいということが１点。 

それから、予算について先般発表され、新聞社各社がそれぞれの立場で

予算の内容について評価なり内容の発表をしておりましたが、中国新聞あ

たりは前年対比プラスというふうな表現であったというように思います。 

聞いていますと、他の新聞は逆に緊縮をしてマイナスにして非常に頑張

った予算を組んであるというふうな評価もあったと思っておりますが、予

算を組まれた担当の立場として、どういったところに苦心をされ、そうい
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った予算財源のない中でやってきたのか。そういった大きな部分での予算

を編成した考え方、そこら辺をもう少し深まってお伺いすることができれ

ば、ひとつお聞きしたいというふうに思います。 

もう１点は、少し具体的に１点ほど聞いてみたいのですが、予算書の７

ページ、一般会計の７ページですね、債務負担行為の中に第２庁舎の建設

事業、この予算が２０億。そしてその下に地籍調査業務委託費というもの

で２千１００万ということで予算が組んでおりますが、合併の流れの中で

うる覚えではありますが、吉田あるいは甲田は地籍調査は一応済ますんだ

というような流れを聞いた気がするんですが。今回吉田の地籍調査の委託

費が出てきたということ、これの内容について少し確認をしておきたいと

いうように思います。 

以上、３点になりますが、お伺いしたいと思います。 

◯松 浦 議 長   答弁を許します。 

市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   本日の施政方針というのは、本年度、単年度の施政方針ということで示

させてもらったわけでございますが、今のご質問はもう少し長期的な４年

間の私の任期中の展望を聞かせいと、このようなお話しであったと思いま

す。 

私はハード事業というのはできるだけ今後財政負担にもなりますし、ど

うしてもやらにゃあいけんものは、やっていかにゃあいけんというように

思いますが、できるだけ控えた方がいいというように考えます。特に箱物

等については、現在建設中の特別養護老人ホーム、また皆さんの方でもご

計画に参画をしていただいております、第２庁舎・文化ホール、これはや

はり今、合併後にまず取り組んでいかなければならない大きな事業だと思

います。ですからそれを今から取りかかっても来年度一杯にできればいい

というような、随分大きな事業でございます。まずそういうものを整備し

ながら、今その分散しとるそれぞれの事務所を１ヵ所に集めていって、ま

ずそれを軌道へ乗せていくということが、やはり４年間の一番大きな事業

になるんではなかろうかというように思います。その他の上水下水とか道

路とか、そういうものについては順次計画的にやっていくということでご

ざいますが、道路の中で一番大きな問題は、やはり地域高規格道路を早く

軌道へ乗せるということが、安芸高田の大きな夢につながると。ご存知の

ように、もう東広島はどんどん発展してくるということで、かなり本年度

も雇用が、人が足らんのじゃないかというような話しも聞くほど、あそこ

は工場が立地しております。したがって、広島市への通勤圏内の確保はも

ちろんでございますが、東広島への通勤圏内の確保というのは、今後の市

の大きな目玉になるというように考えております。今の予定では大体この

間も県に行って聞いてみますと、この向原吉田間の地域高規格道路が本年

度中ですから１６年度中には整備路線の明るい見通しが立つんじゃなか

ろうかと、このように聞かせてもらっておりまして、それに大きな期待を

かけておるところでございます。 
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それと、やはりソフトの面ではもちろん、いろいろ教育も福祉もあるわ

けでございますが、地域自治組織の充実というのが私は今後一番大きなソ

フトの面の大事なことではなかろうかと思います。昨日も午後、消防を済

ませて、島根県の邑南町にちょっと話しをせいということで、行かせてい

ただいたんですが、邑南町も安芸高田市を見習うて住民と行政の協働のま

ちづくりのいわゆる自治組織を整備したいと、こういうことで計画を立っ

ておるようでございます。そういうことで、やはりこれは時代の流れの一

つで、大きな流れでございますが、住民と行政の協働のまちづくり、これ

は早く定着をさせるということがソフトの面の大きな課題であろうとい

うように思うわけでございます。そういうことで、ただ今お話しをいたし

ましたことを含めて、やはりこの３、４年の間に早くやっておかないとい

けない問題もあるわけでございまして、そこらに努力をして参りたいと、

このように思います。 

それから、新聞によって予算が増えた、減ったという見出しが付いてお

るわけでございまして、減ったがええか、増えたが喜ばしいことか、どっ

ちもいろいろ評価があるわけでございます。読む人によってですね。そう

いうことでございます。この詳しいことは、総務部長の方からお話しをし

ていきたいと思いますし、地籍調査のことにつきましては、また担当の方

から説明をしていきたいと思います。 

◯松 浦 議 長   答弁を許します。 

総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長   一般会計によります予算の増減率の関係でございますが、１６年度の予

算総額を見ますのに２５７億７千４００万円、１７年度におきましては２

２７億８千万円という規模で予算を計上させていただいたとこでござい

ます。減額の２９億９千４００万という数字で増減率を見ますと１１．

６％の減になろうかと思っております。この関係につきましては、前年度

の１６年度におきましては、国の減税補填債の借り換え分がですね、歳入

歳出の予算、当初予算に計上されておりました。そういう関係で実質的に

はそれを差し引きますと９．７％の減という状況になろうかと思っており

ます。ただ、いろんな補足的な説明の中で、１６年度の当初予算の中には

地域振興基金という３３億円のですね、合併特例債によります基金の積立

を計上させていただきました。これはですね、一応事業の１つというもの

の整理をさせていただき、１７年度予算につきましてもですね、債務負担

行為の方で計画させていただいております第２庁舎、また、文化ホール、

そういう事業もですね、計画させていただいております。そういうことの

考え方の中で、一応は補足説明を記者発表させていただき、３．９の増と

なるというとこまで、説明させていただき、記事につきましてはですね、

それぞれの記者の方がいろんな角度を持たれて記入されたんではなかろ

うかなと思っております。我々は、私どもは、基本的にはある程度今の減

税補填債に伴います借り換え分相当分が、基準的な判断というように思っ

ております。 
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それと、財源的なかたちにあるわけですが、確かに議員さんご指摘いた

だきますように、１６年度スタートしですね、そうかといって１７年度予

算がですね、基本的に市としてのベースに戻ってるかということではない

と思っております。他市の市の予算を見させていただきましてもですね、

非常に安芸高田市の場合は大きな予算を計上させていただいております

が、このことは旧町６町ともですね、既存のやってること全部カットしな

くてはですね、小さくならないというのが大きな原因だろうと思っており

ます。公共施設１つにしましても全部維持管理が全部かかっております。

旧町であればそれぞれが財調基金等取り崩してですね、予算編成もされて

たと思いますが、基本的に財源不足を生じたのが、最終的には１２億９千

万円の財源であります。昨年度の１６年度も１２億９千万、今年も１２億

９千万、そういうような状態がですね、ある程度経常的なかたちの財源に

なってるのかなというように思っております。そういう状況のなかで、今

回の財源補填といいましょうか、いうものにつきましては、特別職、また、

職員給与の減給、そういうものの削減ですね、そういうものをまず単独補

助費の減額、またそれと同時に消耗品、物件費等の減額、そういうものを

全体の枠の中で調整をさせていただき、３億５千万ばかりの財源確保をで

すね、させていただいたような状況もございます。２年目のスタートの予

算でございますので、まだまだ１６年度をまだもう少しありますけども、

１７年度にはまだより一層それをですね、強調しながら市としたの統一的

な、どういいましょうか、補助の出し方にしましてもですね、整理してい

く必要があるんではなかろうかと思っております。 
続きまして、地籍調査の問題でございます。確かにご指摘いただきます

ように、この地籍調査事業につきましてはですね、合併協議の時点でもい

ろいろ問題点をさせていただいとった状況でございます。実は、この旧吉

田町におきます平成９年度からこの地籍調査事業を実施しておりました、

相合地区と多治比地区という地域でございますが、筆数にしまして９３２

筆ということで、非常に大きな事業の調査であったものでございます。平

成１１年度までに事業を完了し、それぞれの手続き認証をですね、合併前

にできるだけ全部を認証済までという状況の中で、担当部課の担当部の方

はですね、担当課の方は事務を進めていてくれたわけですが、合併等の混

乱期、また、人事異動、そういう状況の中でですね、事業がストップいた

しておりました。そういう状況の中で当然国等のまた状況もございますし、

県の方との指導もございます。そうはいいましても地域の皆さん方に全面

協力を願っているということもございますので、このことにつきましては

引き続き１７年度より１９年度、そうした調査事務の委託をさせていただ

き、完全な認証作業を取らせていただきたいということで、今年度の予算

計上をさせていただいたものでございます。以上でございます。よろしく

お願いします。 
◯熊 高 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １０番、熊高昌三君。 



 30

◯熊 高 議 員   市長の方、施政方針についてはご答弁いただきましたが、その話の中で、

東広島への高規格道路、これの早期完成等がやっぱり今後の市の方向をか

なり決めるんじゃないかというような部分でのポイントとしても言われ

ましたけども、先般、長期総合計画の審議会ですか、そこの中でも交流と

いう相手をどこに示していくんかというような部分で、自治振興部長との

協議だったと思いますけども、広島市というかたちで明確にした方がいい

んじゃないかと、旧山県郡あたりがターゲットになったような曖昧な話し

であったんで、本来はやっぱり都市との交流、経済的なひとつの接点を持

つにしても、広島市というのがいいんじゃないかなというふうな話しもさ

せていただきましたが、今、市長の話を聞く中で、東広島市という市をで

すね、どんなふうに今後見ていくんか。発展性からすると工業団地あるい

は空港があって、いろんな教育の拠点になったりとかですね、いろんな意

味で東広島市というのはかなりの大きな県の中での役割を担う地域にな

ろうと思いますね。そういった意味からすると、むしろそっちの方にしっ

かり目を向けておった方が、その道路でもできたらですね、時間も距離も

縮まっていくという中ですれば、そこら等も睨みながらこれからのまちづ

くりをしていくことが必要じゃないかなという部分も少し今聞かせても

らう中で感じましたんで、その辺の市長のお考えがあればもう少し聞かせ

ていただきたいというふうに思います。 

それと、新川部長答えていただいた予算の増減の受取り方ということで

すが、いろいろお金、数字というのは魔術のようなものもありますんで、

できれば市の広報あたりでですね、そこらしっかり努力した部分も含めて

ですね、分かりやすく伝わるような、そういった努力もされて市民の皆さ

んの理解を得られるような、そういったことも必要じゃないかなと思いま

すんで、そこらあたりをもう少し今後の課題としてですね、取り組んでい

ただきたいというふうに思います。 

もう１点、地籍調査の件ですが、平成９年から１１年でやられたという

ことですが、それはどのくらいの予算をかけてやったのか。そのことの結

果として成果はどういうふうに出たのか。今回２千１００万という予算が

組んでありますが、これで全て完了するのか、その手順を含めてですね、

もう少し詳しく報告を願いたいと思います。 

◯松 浦 議 長   答弁を求めます。 

市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   お答えいたします。まず我々は第一には広島市をターゲットにする。タ

ーゲットいいますか、とのまず交流を早くするという、現在でもほとんど

が広島市あるいは三次もありますが、ほとんどが広島市を経済圏にしてお

るということでございます。したがって、これはどうしても早くやらなく

てはならない。特に国道５４号の可部のバイパスについては、これはこの

間も広島の市長さんとも話しをしたんですが、｢５４号の可部はええがに

しつかあさいよ｣と言うたら、｢あれは落としゃあせんけえ、大事な路線と

いうことで位置付けとる｣と、こういうことであったわけでございますが、
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何分広島市がいわゆる全額国庫ではありませんので、やっぱり広島市の負

担もあるということで、なかなかそこが広島市もやりたくはあるが、なか

なか難しいという点もあるようでございますが、しかし１８年度には山倉

までバイパスが開通するということで、今もう既に山倉から八千代へかけ

ての工事も一部、もう用地買収もほとんど済んでおるようで、進めており

ますし、とりあえずはあそこを上根の垰を下ったところのバスの駐車場が

ありますが、あこまでをまずやると。あそこは高架でずっと下りますんで、

かなり事業がかかるということのようでありますんで、まず上根のあこの

バスのところまで延ばせば、なんとか交通渋滞は解消するんじゃないだろ

うかと、こういうような話しも建設省にもしておりますので、これはやは

り順次私は見通しが明るいと思います。それができれば非常に条件は良く

なるということでございますし、もちろん芸備線のスピードアップという

ことも考えなきゃいけんですし、芸備線で通える方もありますんで、ご存

知のように向原町へ今年駐車場を整備するということで、もう用地は買収

が済んでおりますんで、本年度６０台程度の駐車場ができるというように、

これは駅の降りたらすぐ駅の階段を通って、橋を通って行きゃあ行けると

こでございますので、非常に安芸高田市としては便利が良くなると思いま

す。そういうものがやはり広島市をまず第一にすることは間違いないわけ

でございます。続いてやはりその東広島へどのように近う行けるかという

問題であるわけでございます。私はなかなか今の時代でございますので、

地域高規格道路も整備路線になりゃあもう路線を発表して測量に入りま

す。最終的に用地交渉も行くんじゃないかと思いますが、そういうことで

国司峠の下へトンネルをくって、江の川を渡って５４号へつなぐというこ

とでございますんで、あこへ乗り入れができるように、向原の県道からも

乗り入れができますし、５４号から乗ったり降りたりできると、こういう

ことで。それがやはりできながらまず豊栄までなんとかできればですね、

豊栄から先はかなりできておりますんで、そういうことを我々としては運

動していきたいと、このように考えますし、本年度どこの会社だったです

かね、ＩＴ関係で５千億円の投資をすると。日本一の今年は投資だという

話を聞きましたが、そういうような状況がですね、非常に東広島ではいい

方向に動いておるということでございますので、将来的にもやはり東広島

というのは大学もありますし、自動車専用道いうても無料の自動車専用道

でありますので、非常に学生が通うのにしてもですね、今度は通学圏内に

入ると、こういうことでございますので、これに我々は期待をしておると

いうところでございます。 

◯松 浦 議 長   引き続き答弁を許します。 

総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長   地籍調査の関係でございますが、平成１５年、先ほどもちょっとご説明

させていただきましたように、合併前の課題として旧吉田町の場合に整理

をさせていただいたところでございます。そういう状況の中で、この地籍

調査、土地所有者の関係、また最終的には町外の方、県外の方、また町内、
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広島県、また管理主体が不明になっているもの、また墓地の所有者が住所

不明、そういうようなことの課題がですね、一番大きな認証の遅延となっ

ていたんではなかろうかと思っております。当然、現時点に参りましては、

この土地所有者への境界確認等、当然実施していかなくてはなりませんし、

当然境界確認によりますある程度の年を経過させている関係でですね、図

面なり確認も要す場所もあるんではなかろうかと思っております。そうい

う状況の中で、大変申し訳ございませんが、今までの事業、今後における

事業には２千１００万の事業計画を掲げさせていただいておりますが、そ

れは特別委員会の中でですね、ある程度ご説明をさせていただきたいと思

いますんで、よろしくお願いをいたします。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

〔質疑なし〕 

質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。 

本案１２件については、議長を除く２１名の委員で構成する予算審査特

別委員会を設置し、これに付託して審査することにいたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

 〔異議なし〕 

ご異議なしと認めます。 

よって、本案１２件については、議長を除く２１名の委員で構成する予

算審査特別委員会を設置し、これに付託し、審査することに決定しました。 

この際、１３時まで休憩といたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後０時８分 休憩 

午後１時０分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

◯松 浦 議 長   それでは、午前に引き続き会議を再開いたします。 

先ほど予算審査特別委員会が開かれ、正副委員長の互選が行われました。 

ここにその結果を通知いただいておりますので、報告をいたします。 

今定例会において設置されました予算審査特別委員会の委員長には１

６番今村義照君。副委員長には７番塚本近君が選任されました。 

以上、報告をいたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第１８  議案第１号 字の区域の変更について 

日程第１８、議案第１号、字の区域の変更についての件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第１号、字の区域の変更についてでございます。 

本案は、平成１５年度、安芸高田市高宮町佐々部、原田、来女木、羽佐
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竹の各一部の地籍調査事業の実施にあたり、一部の区域において字界が混

乱しており、とび地番がありましたことから、字の区域を変更し整理する

ものでございます。 
また、一部において誤って違う字で登記されているため、法務局と協議

の上、字の区域を変更し、整理するものでございます。 
よろしくお願いします。 

◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯新川総務部長   議長。 

◯松 浦 議 長   総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長   議案第１号、字の区域の変更について要点のご説明を申します。地方自

治法第２６０条第１項の規定によりまして、字の区域を変更することにつ

きまして、議会の議決を求めるものでございます。内容的には高宮町佐々

部、原田、来女木、羽佐竹の各一部の地籍調査事業の実施にあたりまして、

一部の区域において字界が混乱しており、とび地番という状況がございま

す。そういう状況の中で字の区域を変更するものでございます。 

また、一部に誤って違う登記にされているため、法務局と協議の上、字

の区域を変更し、この度整理するものでございます。 
内容的には表に基づきましてご説明をさせていただきます。左欄と右欄

がございますけども、左欄に掲げる区域を同表の右欄に掲げる字の区域に

変更するものでございます。高宮町佐々部の牛島２６８番地及びこれらの

区域に隣接する道路である国有地の全部を右欄のように高宮町佐々部字

の大畑に変更するものでございます。 
次に高宮町の羽佐竹下成保乙の１３８６番地、高宮町羽佐竹成保に変更

するものでございます。 

同じく権現迫１７２１を寺垰に変更するものでございます。 

高宮町原田の風呂山１４２８の５番地を高宮町原田の清水、風呂山の１

４９３番地を原田の桜ヶ段、また森屋１５３９の１から１５３９の４まで

を桜ヶ段、柳ヶ坪３７１７、３７２２番地を風呂山に変更するものでござ

います。 

２ページ目でございます。高宮町原田の桜ヶ段３５３７、３５３８及び

これらの区域に隣接する道路の全部３５４４、３５４５の１、３５４５の

２、３５４６の１を森屋に変更するものでございます。 

高宮町来女木の上宮迫乙１７２８、１７５７番地を高宮町の来女木の山

王平に変更するものでございます。 

日野原２１６５の１、２１６５の２番地、同表また向原２１７９の１。

次に才ノ峠山１９７５を３筆、４筆を観音にそれぞれ変更するものでござ

います。 

以上で、要点の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 
◯松 浦 議 長   これをもって要点の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 
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質疑はありませんか。 

 〔質疑なし〕 

質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

 〔討論なし〕 

討論なしと認め、これをもって討論を終わります。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。 

これより、議案第１号、字の区域の変更についての件を起立により採決

いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 〔起立多数〕 

起立多数であります。 

よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第１９  議案第２号 字の区域の変更について 

◯松 浦 議 長   日程第１９、議案第２号、字の区域の変更についての件を議題といたし

ます。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第２号、でございます。 

本案は、安芸高田市甲田町において平成１０年度から県営事業の農村振

興総合整備事業として実施して参りましたほ場整備事業が、平成１６年度

に完了いたしましたことから、甲立工区の換地計画書を作成することに伴

い、字境を変更するものでございます。よろしくお願いします。 

◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯清水産業振興部長   議長。 

◯松 浦 議 長   産業振興部長、清水盤君。 

◯清水産業振興部長   議案第２号にかかります要点のご説明を申し上げます。字の区域の変更

でございます。地方自治法第２６０条第１項の規定により、字の区域を変

更するものでございます。 

先ほど概要説明を市長の方が申し上げましたが、平成１０年度から平成

１６年度にかけて県営事業で行ったほ場整備でございます。効率的な換地

計画上、字の区域の変更をするものでございます。所在は甲田町上甲立並

びに下甲立の区域の字でございます。説明資料の方の１ページに位置図を

添付させていただいております。Ａ３版の管内図でございますが、丸で引

き出しをしております。円内のほぼ中央に横に通っております道路が５４

号線でございます。左側の四叉路が高宮別れの交差点となっております。
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５４号線から主には南側に位置をしております。字の区域が上甲立と下甲

立の区域でございます。 

なお、本事業は総合整備事業でございます。集落道あるいは排水路整備、

防火水槽整備等も併せてほ場整備５３．９ヘクタールを関係戸数１４５戸

で実施をしたものでございます。以上でございます。 

◯松 浦 議 長   これをもって要点の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

 〔質疑なし〕 

質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

 〔討論なし〕 

討論なしと認め、これをもって討論を終わります。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。 

これより、議案第２号、字の区域の変更についての件を起立により採決

いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 〔起立多数〕 

起立多数であります。 

よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第２０  議案第３号 財産の取得について 

◯松 浦 議 長   日程第２０、議案第３号、財産の取得についての件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第３号、財産の取得についてでございます。 

本案は、安芸高田市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例第３条に基づき、議会の議決をお願いする案件でございます。 

具体的には吉田町常友の、現在産業振興部が事務所として使用しており

ます、広島県芸北地域事務所吉田第２分庁舎の建物を取得しようとするも

のでございます。よろしくお願いします。 
◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯新川総務部長   議長。 

◯松 浦 議 長   総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長   議長。議案第３号、財産の取得でございます。安芸高田市議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第３条に基づきま

して、次のとおり財産を取得することについて、議会の議決を求めるもの
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でございます。 

まず１番の財産表示でございます。所在といたしましては安芸高田市吉

田町常友１５６４番地の２、カッコといたしまして広島県芸北地域事務所

吉田第２分庁舎でございます。種別といたしましては建物、細目としまし

ては本館鉄筋コンクリート造りの３階建て、延べ床面積１４１０．６６平

方メートルでございます。付属施設といたしまして、鉄骨造りの平屋一部

２階建て、駐車場とまた駐輪場、延べ床面積といたしましては２６９．９

３平方メートルでございます。取得価格でございますが、２千７７８万３

千４６６円。相手方といたしましては広島県知事藤田雄山でございます。

３月末日をもちまして、この広島県芸北地域事務所吉田第２分庁舎の方が

可部の方と統廃合されます。そういう状況の中で底地部分につきましては

現在市有地になっております。財源といたしましてはいろいろ県の合併推

進課の方と協議を重ねさせていただきまして、合併推進交付金の充当率、

全部１００％の交付金で建物の取得を考えております。以上、よろしくお

願いいたします。 

◯松 浦 議 長   こ要点の説明をれをで終わります。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

◯明 木 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １番、明木一悦君。 

◯明 木 議 員   まず１点、お伺いしたいんですけど、今非常にこの財政難、今回も１１.

６％ですね、財源減ということでですね、予算案が提出されてますけど、

今回のこの取得の目的を教えていただきたいと思います。 

◯松 浦 議 長   答弁を求めます。 

新川総務部長。 

◯新川総務部長   はい。この建物につきましては、平成９年度に県の方で５億７千万円で

建設した、まだ新しい施設でもございます。そういう状況にございまして、

この施設につきましては、まだ新しく、またいろんな角度でこの庁舎につ

きましては耐震性等につきましても完璧に整備がされておるものでござ

います。こういう状況を今後将来性を考えますに、このどうしてもスペー

スそのものは市有地でもありですね、他の団体に売るということについて

は非常に県の方も難しい状況にありまして、将来的には当然、福祉関係部

門に係ります施設に変わります時代が来ると考えております。そういう状

況も今後、福祉の充実した施設ということも、当然、増設が考えられるん

ではないかと考えております。 

どちらにしましても先ほど言っておりました５億７千万円のもとの原

価があるわけですが、当然償却年をみております。それと現有の建物をで

すね、解体費用をみていただいて、それを差し引いて、その２分の１とい

うところまで交渉の結果ですね、価格を設定いただいたわけでございます。

そういう状況の中で、県の財産管理室、また県の合併推進課、市の方にで

すね、財政負担を負わないような方法の中で県の方の合併推進交付金を充
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当していただいてですね、この財産を取得するものでございます。以上で

ございます。よろしくお願いいたします。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

◯金 行 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １２番、金行哲昭君。 

◯金 行 議 員   １２番、金行です。今、総務部長のご説明があったんですけど、この今、

安いの建った時は５億７千万ですか、それを今２千７００万で、安いのは

安いですよね、そりゃ。安いんが当然ですよね、県のだから。こりゃあも

っとまだ安くならんのですか。聞くんですよ。安くならないのか。１年遅

らせたら半分になるとか。それと今、福祉関係ということがございました

ね。今度文化庁舎をやりますよね、それも福祉関係です。そこらの融合性

はどうなっとるんかね、そこらもやっぱり、ものを買うのに安いからすぐ

買うんじゃなしにね、そこらの融合性が。文化センターを建つ、建つのに

も福祉センターをそこに入れるというので、安いからすぐ飛びつくという

分もあるし、また、１年遅れれば半分になるんかもわからんという、私は

懸念する。まあ、素人かもわかりませんが、いろいろな今、壊すにしても

いう説明がございましたが、そこらをもう少し詳しく説明してもらいたい

んですが。以上です。 

◯松 浦 議 長   答弁を求めます。 

新川総務部長。 

◯新川総務部長   確かに将来の計画ということでございます。今日まであらゆる角度の中

で合併前からですね、いろんな各種団体の組織がですね、市の中のエリア

にございます。そういう団体の皆さんの要求からもですね、市の市庁舎の

中に入居させてほしいという状況をいろいろ要望を受けさせていただい

ております。ただ、市の庁舎の中にはですね、その団体を入れるスペース

といいますか、それは基準の中に入らないわけですよね。議員さんと職員

数が基準になってくるわけですから。そういうところがある程度制約をさ

れるんではなかろうかと思っております。総合的な将来のそうした今施設

を充実のためにですね、必要な施設として購入するという状況でございま

す。ただ、１年遅らせば安くなるんではないかという状況でございますが、

もう決して安くならないとこまでをですね、我々も交渉を重ねさせていた

だきました。そういうことによって、経費のメリット、合併推進交付金と

言いましょうか、そういうところもですね、財源がなくなっておりますの

で、県の方の財源をいただけるときにというものを有効的に財源措置をさ

せていただいてですね、この土地を購入させていただくと。１００％の県

の財源補填でございますんで、有効に利用させていただきたいというよう

に思っております。以上でございます。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

◯田 中 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   ３番、田中常洋君。 

◯田 中 議 員   はい、３番田中です。この件については市長の方から先般ちょっと説明
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がありました。その時に使用目的はということをお尋ねしましたら、部長

がおっしゃられるように各種団体の事務所が入りたいということなので

ということでしたが、この建物は今部長の説明にありますように、かなり

グレードの高いきちっとした建物です。そこへ各種団体が入っていけない

ということはありませんが、今日まだ今回の議案の中には提案されており

ませんが、稲田橋のところの県の物件もそういう打診があったということ

で、あれも購入したいという市長の意向がありました。あそこでしたら木

造ですからいずれ解体をしなくてはいけないでしょう。そういうところに

一時そういった団体に入っていただくということは、次にどっかへ移転し

て下さいという時に大変言いやすいと思うんです。この建物に各種団体、

自立しなさい、自分たちで歩んで行くんですよと指導していく中で、そう

した事務所の提供というのは、行政の方が当然考えなくてはならないかも

しれませんが、ここへ一たん入っていただくと、いざ市の方でここのとこ

ろをこういうふうに使いたい、ああいうふうに使いたいという時にですね、

そうした息のかかった団体が入っていただいておると、なかなかその主旨

に沿っていただけない、いわゆる出て行ってもらえないという、私は懸念

もあるような気がします。それで、先般の説明で各種団体のそうした事務

所にということでしたら、私はそれではこの財産の取得の時に議案として

出された時には、これはちょっと意見を述べさせていただき、反対させて

いただかにゃあいけんのじゃないかなと思っておりました。しかし今、部

長の話に福祉という言葉が出ましたので、その辺が少し変わってきたとこ

ろです。いわゆる福祉は福祉事務所を今度市は構えていくわけですから、

そうした福祉部門がですね、そっくりそちらに行くということになって、

あの庁舎を有効に使っていただく。そうすると狭隘なこの今の第２庁舎を

建てようとしとる敷地、その辺の有効性、有効利用が図られるんじゃない

かなと。 

執行部の方もよくしっかりご存知のように、福祉というのは陰で支えて

あげなくてはいけない市民の立場の方が随分いらっしゃいます。と言いま

すのは、いわゆる納税とか印鑑証明を取りに来たという窓口業務だけでな

しに、非常に相談業務、これが私は最近年々増えているように思います。

精神的な相談、いろんな相談事があります。これは今の庁舎では仕方がな

いところですが、今相談に見えておられる方は庁舎玄関を入られたら一番

端まで歩いて行かれて、私は今日相談に来たんです。今相談が終わったん

ですという、いわゆるちょっと見せびらかし、非常に相談に来られた方は

苦痛に思って出入りをしておられるのが現状だと思われます。そうしたと

ころを福祉のそうしたいわゆる陰で支えておる相談業務等、こうしたとこ

ろに移転をするというのは非常にいいことじゃないかと。これだけの建物

ですから、この価格でもらえるということは非常にラッキーなことで、私

はいいと思うんですが、利用の面についてこの本庁舎を建てるのに数十億

円という、ないないないないという財源の中から少しでも楽に、また、面

積的にも楽にということになると、この施設の有効利用は非常に大きなウ
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ェイトを占めておるものと思われます。その辺の総合的な考え方について

お尋ねいたします。 

◯松 浦 議 長   答弁を許します。 

市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   田中議員さんのご提案については非常に貴重なご意見でございますの

で、まだこれに決めたということではないわけでございますので、充分協

議をしていきたいというように考えております。ただ、その役場の福祉保

健部、福祉の庁舎もこれだけを全部どこへ移してしまうということになる

と、やっぱりこの市役所内部にいろいろな統制の問題が起こります。安全

推進室を今回つくりますが、安全推進室が中心になって児童の虐待防止の

窓口もつくりますし、それから困りごとの相談室もいろいろそれぞれ各部

へ相談員をつけて、専門の相談員をつけております。それが安全推進室を

中心にして、今はもう警察へ相談せにゃあいけんことはたくさんあるわけ

でございまして、そういう総合的な総合窓口をつくるというような構想も

あるわけでございます。その時に全部あこへ困りごと相談へ行っておりま

すと、また連絡が取りにくいという問題も心配されますんで、そこらは今

後充分検討してですね、ご意見を賜りながらやっていきたいと、このよう

に考えておるわけでございまして、ただ、本当に福祉の一部が例えば住民

の健康相談とかですね、そういう福祉の部分が移るというのはスペースが

あればということで、私はええと思いますが、ただ、今回の総合的な事務

所の建設の計画の中には、やはりおそらく２０年、３０年後にはこの建物

そのものがですね、もう使えなくなる。耐震ももうできておりませずとい

うこともありますんで、その時のやはりまた新しい庁舎を建てにゃあいけ

んという、そういうようなことも起こりかねんということもありますんで、

そういうところも総合的にですね、考えて、現在の３階建てを買うところ

も利用させていただきたいということで、そういう総合的なやっぱり判断

もする必要があるんじゃなかろうかと、このように考えております。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

◯山 本 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １５番、山本三郎君。 

◯山 本 議 員   この取得されるものについてちょっと２、３点質問します。この平成９

年にこれが建設されたと言われまして、非常に表面上は日にちの短い、期

間の短い間に建った建物としては素晴らしいように思われるわけでござ

いますが、いろいろ考えてみますのに、市民の目から見ましたときに、こ

の建物を取得するということにつきまして、各町の公共施設の空き地とい

う面もある中で、なぜこれを取得することがあるのかということが、まず

市民の目にまず映ると思います。そういう面につきまして、先ほど同僚議

員が使用目的についていろいろ質問されましたが、まず市民といたしまし

てはそういう目で見られると思います。そういう、まず各町の有効施設の

合理化と言いますか、施設を有効していくというものもはっきり今後見せ

ないことには、なかなかこのことも市民が納得できないという面もあろう
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と思います。 

そして、この建物がですね、果たして１０年後にですね、本当に買って

良かったという評価のできる建物であるかどうかというところを考えま

すと、私、いろいろ聞いてみますと、この建物は建設業者がですね、その

当時もう既に倒産間近のような状況の中での建設というようなことで、完

璧にですね、これが本当に評価できる建物かどうかということろも疑問に

思っております。そして、また雨漏りが一部あるというのも聞いておりま

すが、これが事実かどうか、そこらの点については執行部は充分そこら調

査されておられるのか。ただ金額的に安いからというのでね、買われるの

もひとつの考えかもしれませんけども、１０年後にですね、大きな修理を

するような状況であったならば、これはまったく調査不足ということにつ

ながってきますんで、そういう点の考え方も私たちが市民の立場から見ま

すと、充分調査されてその取得するのにもうちょっとそこら時間をおいて

でもですね、私はいいんじゃなかろうかと思うわけですが、執行部の方、

そこらの調査の内容とか、そしてその当時の建設状況というものも、充分

お調べになったらどうかと思います。 

◯松 浦 議 長   答弁を求めます。 

新川総務部長。 

◯新川総務部長   平成９年度に５億７千万という大きな数字の中で建設された施設でご

ざいます。ご心配いただいておりますその当時の建設業者がどうであった

かということにつきましてはですね、我々も存じてない状況にありますが、

こうした公共事業の発注ということにつきましては、適正な工事請負契約

の完結のもとにですね、適正に竣工されですね、検査も十分されている状

況だと、我々上部団体の方でありますんで、その点はもう理解をさせても

らっております。そういう現状の中で現段階の財産管理室が管理をしてお

りますけども、当然その雨漏りとかですね、ガラスから入るという状況の

中も完璧な整備を進めておられ、現状の中での産業振興部も入っておりま

すし、農村整備事業所の一角にもなっております。そういう状況でござい

ますので、この施設そのものは、そりゃあ年々当然ある程度ですね、補修

的な問題も出てきましょうが、すぐどうこうの大規模改修とかいうものは

出てこないという判断は、今まで財産管理室の方とですね、調査を進めさ

せていただくには、出ておりませんのでご報告をさせていただきます。以

上でございます。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

◯青 原 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １１番、青原敏治君。 

◯青 原 議 員   はい、１１番青原です。先ほどからいろいろ質問が出とるんですが、吉

田町時代にこれを建てられたということであります。そこで、その当時の

吉田町と県との契約書等々があれば、参考になるんじゃなかろうかと。さ

っき同僚議員がもうちょっと安うならんのかとか、いうような質問が出た

中で、契約内容はどういうふうになっとったんかというのが分かれば、そ
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こらも見えてくるんじゃなかろうかというふうに思います。ただ、下が今

が市有地になっておりますんで、そこらの条件的なものをお聞かせ願って、

判断をさせていただければというような思いがいたします。ただ、これを

先ほども同僚議員が言われましたけども、ちょっと時期的には早いんじゃ

なかろうかと。もう少し議論をして、これを出すべきじゃなかったかのう

というふうな思いがするんですが、そこらあたりの考え方を、また再度お

聞かせ願えればと思います。 

◯松 浦 議 長   答弁を求めます。 

総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長   はい。底地部分が旧吉田町の土地であった状況でございます。以前は

我々も状況がよくわかっておらないわですが、現況写真を見させていただ

きますのにですね、非常に周囲が民家もなくですね、ある程度平らな土地

の中にそうしたもとの県の普及事務所をですね、高田のエリアの普及事務

所を誘致されたという経過があるんではなかろうかと思っております。そ

ういう条件の中で、その当時無償で県有施設をそこに誘致された経過だろ

うと思っております。今回、３月１日に合併をさせていただく中で、この

建物をお借りするという状況の中で、非常に多額の経費をですね、要求を

された経過がございます。これは市長の方も充分動いていただき、底地が

町有地であるんで、それをもっとという単価を安くという状況も県の方に

直送させていただいた事例がございます。今回の単価につきましてはそう

いう実情も考慮させていただいた中でですね、２千７７８万３千円という

数字が出た経過でございますので、建設は県の方がつくったわけでござい

ますので、旧吉田町の方で平成９年度にこの建物をつくったわけではござ

いませんので、県の施設としてつくって、町は一応貸与していたという状

況でございますので、ご理解をお願いしたいと思っております。 

◯青 原 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １１番、青原敏治君。 

◯青 原 議 員   はい。私はようわからんのですが、民間の場合でしたら土地を払う時に

はもう現況に服して返すとかいうような文面が契約内容の中にあろうと

思うんですよね。そういうのがあるかないかというのが知りたかったんで

すが、そういうのであれば放っといてもいいんじゃなかろうかのというよ

うな気がするんですよね。そこらあたりも考えられたのかどうか、再度お

聞きしたいと思います。 

◯松 浦 議 長   答弁を求めます。 

総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長   当然、ご指摘いただきますように、民間であればですね、建物の上に、

底地の上につくればですね、そこへつくった土地はもうだめになるよとい

う状況の中であるわけですが、今回もそういう状況の中で先ほどもご説明

させていただいた５億７千万円の原価、その後経過年数が経ち、償却をみ

ております。そういう状況でなおかつ今のこの現状の解体費用ですね、解

体費用を県の方で積算をし、その単価のまた２分の１、それが底地がまだ
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所有が市であるという状況の中を、県の方が考慮してこの２千７百数千万

の数字を出したかたちでありますので、当然、その当時の解体をしてとい

う状況にありますが、それとの対比させていただいてですね、将来市の中

でもこういうものを利用させていただく方が一番ベターではなかろうか

という判断の中で今回この議案の提出をさせていただいたわけでござい

ますんで、よろしくお願いします。当然、そのさら地に戻してという状況

もあろうかと思いますけれども、それよりはもう県有施設としてですね、

その当時から立ち上げておるわけなんで、そこらの点がですね、ひどくほ

いじゃあ綺麗にという状況はできない状況にあったということでござい

ます。 

◯岡 田 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １８番、岡田正信君。 

◯岡 田 議 員   最初説明されたときも、この特例債が効くじゃの、財政的には問題ない

と。県が払い下げるから買うてくれと、こういう説明じゃったんですが、

今では合併交付金と。ただ、市の銭は使わんけども、県がくれる金じゃか

ら買っとく方が得じゃと。ちょっと安易なんよね、その発想が。そりゃあ、

よそにいっぱいあるわけでしょ、建物は。それと市民から見たらまたそれ

買うんかと。これは県から金が来るけえ、うちの持ち出しはないけえ、え

えじゃないかと。それじゃあ市民は納得せんのですよね。そこら市長、ど

う思うてですか。 

◯松 浦 議 長   答弁を求めます。 

市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   いろいろ考え方はあろうと思いますが、底地が市の所有地でもとの普及

所があこへあったというのが、普及所を誘致するときにおそらく吉田町が

ですね、土地を提供されたんじゃなかろうかと、このように思うわけでご

ざいますが、そういう底地がもと吉田町のものであったというようなこと

もありますし、現在の３階建てというのは最初は３千万と言いよったんで

すが、いろいろ交渉して２千７００まで下げたと、こういう経過もありま

すので、３階建てというのは将来とも使い道のある、私は建物であると、

このように考えておりますので、この際、県が、県もですね、財産を各地

の財産をですね、処分したいという、そういう今時期にあるんで、こちら

からくれと言うたら、また高い値段を言われるかもわかりませんが、県が

そこまで協力するから、ひとつ取ってくれと、こういうような県の意向も

ありますので、この際私は買うとくべきじゃなかろうかと、このように思

うわけであります。 

◯熊 高 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １番、熊高昌三君。 

◯熊 高 議 員   休憩動議。 

〔賛成の声あり〕 

◯松 浦 議 長   今、動議がでましたので、賛成決議がありますので、暫時休憩といたし

ます。 
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～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後１時４０分 休憩 

午後１時５１分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

◯松 浦 議 長   それでは、休憩前に続きまして、再開いたします。 

ただ今、議運を開いていただきましたので、議運のその件につきまして

委員長報告を求めます。 

◯青原委員長   議長。 

◯松 浦 議 長   青原委員長。 

◯青原委員長   先ほど議会運営委員会を開き、議案第３号、財産の取得についての取り

扱いを協議し、次のとおり決定しましたので報告いたします。 

ただ今、質疑の途中ですが、多くの議員から質疑が集中しておりますの

で、この件につきましては予算審査特別委員会に付託して審査することと

いたします。以上、報告を終わります。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。ただ今議運の委員長が申しましたように、この件に

つきましては予算審査特別委員会に付託し、審査することにご異議ござい

ませんか。 

 〔異議なし〕 

ご異議なしと認めます。 

よって、この案件につきましては予算審査特別委員会で審議することと

あいなりました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第２１  議案第４号 安芸高田市非核平和都市宣言について 

◯松 浦 議 長   日程第２１、議案第４号、安芸高田市非核平和都市宣言についての件を

議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第４号、安芸高田市非核平和都市宣言についてでございます。 

本案は、人類初の被爆地「ヒロシマ」が所在する県にある都市として、

｢非核平和都市宣言」を行いますもので、合併前の各町では、それぞれ「非

核自治体宣言」等を行っておりましたが、新設合併によります安芸高田市

発足とともに、この宣言が失効となっておりましたことから、今回、改め

て宣言文を議会へ上程いたし、採択をいただこうとするものでございます。

よろしくごお願いします。 
◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯新川総務部長   議長。 

◯松 浦 議 長   総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長   議案第４号、安芸高田市非核平和都市宣言について、要点のご説明をさ
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せていただきます。 

先日、新聞等でも報道されてきたとこでございますが、広島県内におき

ましては、被爆地ヒロシマの存在する県として、以前はすべての自治体で

このような宣言をされておりました。合併前の旧高田郡内の各町におきま

しても、それぞれの町で非核自治体宣言を行なっておったところでござい

ます。 

先般来より、広域的な市町村合併が急速に進展したことに伴いまして、

我々本市におきましても新設合併によって新たな自治体として発足をい

たしたわけでございます。合併前のそれぞれの非核自治体宣言、自治体の

配置分合ともに失効となりまして、新たな宣言をしなければならない状態

になっておるとこでございます。このような観点から、本市におきまして

も新市発足後、速やかに宣言案を議会へ上程し、議決をしていただくよう

考えておりましたが、合併後の混乱等の関係上、議案上程の機会を逃して

おりましたが、今回、皆さん方の方に安芸高田市非核平和都市宣言を議案

として上程させていただいたものでございます。 

宣言文を読み上げさせていただき、要点のご説明とさせていただきます

ので、よろしくお願いいたします。 

真の恒久平和を実現することは、人類共通の願いである。この崇高な理

念の達成なくして安芸高田市が目指す｢人輝く安芸高田｣、｢住民と行政が

奏でる協働のまちづくり｣の実現はあり得ない。しかし、今日もなお、世

界では地域紛争が頻発し社会情勢は未だに緊張の度を加えつつあり、核の

存在は世界平和と人類の生存に対する脅威として依然として大きな不安

をもたらせていることは憂慮に耐えない。安芸高田市は世界最初の被爆県

に存する自治体として、この地球上の再び被爆の惨禍を繰り返させてはな

らないことを全世界へ強く訴える。安芸高田市民は、生命の尊厳を深く認

識し、非核三原則の堅持を願うとともに、一刻も早い核廃絶と世界の恒久

平和を希求し、ここに非核平和都市宣言であることを宣言する。以上でご

ざいます。どうか、よろしくお願いします。 

◯松 浦 議 長   これで要点の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

 〔質疑なし〕 

質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

 〔討論なし〕 

討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。 

これより、議案第４号、安芸高田市非核平和都市宣言についての件を、

起立により採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 
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 〔起立多数〕 

起立多数であります。 

よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第２２  議案第 ５ 号 広島県市町村職員退職手当組合を組織する 

               地方公共団体の数の増加及び組合規約の変更について 

◯松 浦 議 長   日程第２２、議案第５号、広島県市町村職員退職手当組合を組織する地

方公共団体の数の増加及び組合規約の変更についての件を議題といたし

ます。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第５号、広島県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の

数の増加及び組合規約の変更についてでございます。 

本案は、広域合併に伴いまして、平成１７年３月２２日から三原市が賀

茂郡大和町、豊田郡本郷町及び御調郡久井町との合併と同時に、新たに広

島県市町村職員退職手当組合に加入いたしますことなどから、同組合の規

約を変更することについて、議会の議決を求めるものでございます。よろ

しくお願いします。 
◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯新川総務部長   議長。 

◯松 浦 議 長   総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長   議案第５号につきまして、広島県市町村職員退職手当組合の一部を改正

する規約につきまして、要点のご説明をさせていただきます。 

このことにつきましては、平成１７年の３月２２日から三原市が賀茂郡

大和町・豊田郡本郷町・御調郡久井町の合併と同時に、この退職手当組合

に加入いたすものでございます。そのために当組合の規約中、本則中、組

合市町村ということがあるわけですが、村がなくなり、組合市町に改める

ものでございます。 

以下、本則中の第１条から第１６条につきましては、市町村を市町に改

めるというものでございます。 

別表第２表につきましては、三原市、また大和町・本郷町・久井町が合

併いたしますと同時に、その関係条文を別表第１項中、文面２ページにわ

たりまして関係の条文を改めるものでございます。どうかよろしくお願い

いたします。 

附則といたしましては、この規約は平成１７年の３月２２日から施行す

るものでございます。以上で、要点の説明を終わります。 

◯松 浦 議 長   これをもって要点の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 
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質疑はありませんか。 

◯熊 高 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １０番、熊高昌三君。 

◯熊 高 議 員   はい、熊高です。数の変更ということですけども、数がどういうふうに

なっていくのか、そしてこの退職手当組合で取り扱う総額は、今どのくら

いになるのか。将来、全部はわからんでしょうけども、見通しですね、そ

ういったもの。本市に関わるこちらの支出する額、そこらへんを大まかで

いいですから、説明をいただきたいと思います。 

◯松 浦 議 長   答弁を許します。 

総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長   広島県の退職手当組合につきましては、今回の広島県の合併推進により

まして、県の方におかれましてもですね、市町村等のいろんな職員の待遇

面について、ある程度の指導をしていただいたとこでございます。基本的

にこの市町村職員の退職手当組合につきましては、４５歳から適用にさせ

ていただいております。以前は５８歳からですね、対応とたたきという状

態もあったわけですが、４５歳から段階的な措置の中でですね、この手当

の支給というものをさせていただいております。今、今回のこうした大合

併に伴いまして、最終的なちょっと数字が現在手持ちの方が持っておりま

せんので、これ等の数字につきましても特別委員会の中ではですね、退職

手当組合に対する負担金等の中ではですね、また、ご説明も併せてさせて

いただきたいと思っておりますんで、ご理解をよろしくお願いします。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんんか。 

 〔質疑なし〕 

質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

 〔討論なし〕 

討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。 

これより、議案第５号、広島県市町村職員退職手当組合を組織する地方

公共団体の数の増加及び組合規約の変更についての件を、起立により採決

いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 〔起立多数〕 

起立多数であります。 

よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第２３  議案第６号 広島県市町村公務災害補償組合を組織する 

               地方公共団体の数の増加及び組合規約の変更について 

◯松 浦 議 長   日程第２３、議案第６号、広島県市町村公務災害補償組合を組織する地

方公共団体の数の増加及び組合規約の変更についての件を議題といたし
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ます。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第６号、広島県市町村公務災害補償組合を組織する地方公共団体の

数の増加及び組合規約の変更についてでございます。 

これは先ほどの議案と関連がございますが、本年の３月２２日に、先ほ

ど説明いたしましたように、三原・大和町・本郷町・久井町、これが合併

すると同時に、新たに広島県市町村職員退職手当組合に加入いたしますこ

となどから、同組合の規約を変更するということでございます。 
今までは、三原市はこれに入っておらなかった。先ほどの議案でも入っ

ておらなかったわけですが、合併することによって三原が今まで入っとっ

た町村を含んでまるごと入ると、こういうことでございます。 
◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯新川総務部長   議長。 

◯松 浦 議 長   総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長   議案第６号の、広島県市町村公務災害補償組合の規約の一部を改正する

規約について、要点のご説明を申し上げます。 

本則中第１条から第３条、また１項中までにつきましては、市町村とい

う名称を市町に改めるものでございます。また、７号に掲げる事務につき

ましては三原市を除いて共同処理というただし書きでございます。 

次に別表中の東広島市を東広島市三原市に改めて、賀茂郡大和町、また

本郷町、御調郡久井町の三原市が合併と同時にこうした公務災害補償組合

に加入するということの中で、それぞれの条文を整理をさせていただくも

のでございます。 

附則といたしましては、この規約は平成１７年３月２２日から施行する

ものでございます。以上でございます。 

◯松 浦 議 長   これで要点の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

 〔質疑なし〕 

質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

 〔討論なし〕 

討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。 

これより、議案第６号、広島県市町村公務災害補償組合を組織する地方

公共団体の数の増加及び組合規約の変更についての件を、起立により採決
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いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 〔起立多数〕 

起立多数であります。 

よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第２４  議案第７号 安芸高田市事務分掌条例の一部を改正する条例 

◯松 浦 議 長   日程第２４、議案第７号、安芸高田市事務分掌条例の一部を改正する条

例の件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第７号、安芸高田市事務分掌条例の一部を改正する条例でございま

す。 

本案は、平成１７年４月１日から安全推進室を総務部内に新設いたしま

すこと、また、現行の自治振興部企画課情報政策係を総務部電算室に機構

改編することに伴い、条例の一部を改正するものでございます。よろしく

お願いします。 
◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯新川総務部長   議長。 

◯松 浦 議 長   総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長   議案第７号、安芸高田市事務分掌条例の一部を改正する条例につきまし

て、要点のご説明をいたします。 

第２条の総務部の項中でございますが、（９）といたしまして市民の安

全に関する事項、また（１０）といたしまして電子計算組織の運営に関す

る事項を加えさせていただきたいと思っております。それと、同条の自治

振興部の項中、電子計算組織の運営に関する事務を削らせていただき、随

時条文を上に繰り上げをさせていただくものでございます。 

第３条の総務部の項中に管財課の次に安全推進室及び電算室を加える

ものでございます。この条例は平成１７年の４月１日から施行いたすもの

でございます。よろしくお願いいたします。 

◯松 浦 議 長   これをもって要点の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

◯明 木 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １番、明木一悦君。 

◯明 木 議 員   はい。安全推進室についてお伺いします。ここでうたわれている市民の

安全に関する事項ということなんですけど、まず具体的にですね、どのよ

うなことを行われようとしているのか、まずそれをお伺いいたします。 
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◯松 浦 議 長   答弁を求めます。 

総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長   議長。はい。皆さん方もご承知のように毎日のように新聞、またテレビ、

報道関係等で非常に広島県内においても、また全国的な状況の中でも非常

に市民の方々に対する被害がですね、多く多発しておるのが現状でござい

ます。合併をし、１年を経過させていただいた状況の中でございますけど

も、やはり市民の安全な日常生活を確保させていただくことがですね、一

番の目的であると考えております。そうした状況の中から、市民の皆さん

の安全の推進を総合的な窓口として、この事業推進をさせていただきたい

と思っております。 

基本的には広島県、また広島県警の中におきましても、｢減らそう犯罪｣

というのは、もう非常に重点事業として実施をされとる状況でございます。

他市の類似団体においてもそうした総合的な窓口を置かれまして、犯罪の

起こりにくい、ある程度の市のまちづくりをしようじゃないかという状況

を取り組んでおられることが一番だろうと思います。当然、こうした安芸

高田市の１つの基本の骨格であります、協働のまちづくり、自治振興組織、

そういう全市民の方がですね、やはり防犯意識を高めていただくというこ

とも必要な状況でございますし、やはり犯罪の起こらないような環境づく

りもする必要があるんではなかろうかと思っております。今までの行政で

は偏った交通安全なり、そのどういうんですか、防犯なり、取り組みをさ

せていただいておりますけども、そういう総合的な窓口を市の防犯連合会

もですね、こうした安全推進室の中に、事務として入れさせていただいて

ですね、全てその企業と市民の方も一緒になった取り組みをさせていただ

くというのが、一つの総合的な窓口ではなかろうかと思っております。 

各、この庁舎の中でも今朝ほどからの施策の説明の中にもございました

ように、市民部、また福祉保健部とのいろんな関わり、教育委員会、そう

した庁舎内のですね、関係部局との連携も併せて取らせていただきたいと

いうように思っております。よろしくお願いいたします。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

◯亀 岡 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   はい、２０番、亀岡等君。 

◯亀 岡 議 員   本来考えますと、凶悪な犯罪は別としましてですね、オレオレ詐欺とか、

あるいは消費者が受ける被害の問題、いろいろありますね、これらをです

ね、市政の中に機構を設けてその部署をつくればですね、事が成就すると

いうようなもんじゃないんですね。やっぱり広く、深く市民の皆さんに啓

発をかけてですね、問題を解決していく。犯罪なら犯罪が起きないように

する、あるいは被害に遭わないようにするというようなことは大事でして、

私はですね、これまでの市政をもうちょっと積極的に係を置いてですね、

取り組んで行かれれば、充分できると思いますね。 

凶悪な犯罪についてはですね、これは特に警察署の専門機関でありまし

てね、警察署の。そこらと密接な連携を持って行けばですね、それなりの
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効果は上げていくことができるんじゃないかというふうに、期待をするわ

けなんですが、ご承知のように、今度、広島市、福山市、それから廿日市

と、ここは４番目にこういうことをやるんだということを、新聞記事にも

出ておりましたがね、廿日市には、もう数年前からこういった取り組みを

されてるんですね。それでもやはりね、凶悪な犯罪、上平良でですね、未

だに犯人も捕まっておりませんし、室を設けたり部署をつくって対応すり

ゃあできるというもんではないんですね。もうちょっとやっぱり住民に啓

発していただいて、積極的に働きかけてですね、私は消費者の被害の問題、

それからいろいろあるでしょう、暴力問題、夫婦のどういうんですか、暴

力事件、様々ありますけどね、これはですね、私はもうちょっと積極的に

市民に働きかければ、特別専門室を設けてしなくてもできるんじゃないか

と。特にここは警察も本当に近い位置にありますね。目と鼻の先と言える。

これは一考を要する問題だと私は思います。その点についてはいかがお考

えでしょうか。 

◯松 浦 議 長   市長、答弁を求めます。 

児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   この安全推進室につきましては、この施政方針の１３ページにも載せて

おるわけでございますが、この１３ページに載せておるのは、なぜ安全推

進室を警察からも来てもらって設置せにゃあいけんかというようなこと

も、あまり詳しく書いておらないわけでございますが、２年前に合併の協

議をする段階でこの警察から派遣をしてもろうちゃあどうかという話し

が出たわけでございます。しかし、その時点ではまだ時期尚早と、こうい

うことで、警察から派遣をするのは控えると、こういうことであったわけ

でございますが、２年経ちまして非常に世の中が変わってきておると。特

に最近の学校の問題等についてはですね、やはり絶えず警察とも連絡を取

っていかにゃあいけんような状況でありますので、いつ、どこでこういう

学校の傷害事件あるいは殺人事件が起こるか分からないような状況も、非

常に２年の間に大きく変わってきたというような状況もございますし、こ

の１３ページにも書いておるように、本年から消費生活相談員と家庭児童

相談員という新しい制度を、これは県がつくった制度でございますが、こ

れを相談員を設けていくわけでございます。特にこのサラ金の問題とか、

いろいろオレオレ詐欺の問題とか、現在でも相談が来ておるというような

状況でございますし、この家庭児童相談員については、特に児童虐待の問

題がですね、この辺でもやはりもう表面には出てきていませんが、相談事

業としては随分出てきておるようでございます。あるいは家庭内暴力の問

題とかですね、そういうようなことで、やはりここらは警察と連携が密に

する時代が来たんじゃなかろうかと、このように思います。もう相談員だ

けでは相談しきれん問題があるということもございます。そういうことで、

今までは高田郡の防犯協会というのは、警察が職員をもって事務をしてお

ったわけでございますが、今度市になりまして、この高田郡の防犯協会と

いうのが市に事務局が移ったわけでございます。消防との連絡もあります
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し、交通安全推進隊とか、そういうような交通安全とかそういう問題も全

部市に事務局が移って参りました。そういうことでやはり充実をしていく

必要があろうということで、今回このような室をつくったということでご

ざいますので、合併の経過の中ではそのようなご意向がありまして、２年

間この状況を見させてもらったと、こういうようなことでございますので、

ご理解を賜ればと思います。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

◯亀 岡 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   はい、２０番、亀岡等君。 

◯亀 岡 議 員   提案される側の説明としてはまったくそのとおりだと思うんですね。た

だですね、先ほども申し上げましたように、そのような対策室をつくれば

ですね、防げるというようなものではないんです。やはり市民に対してい

かに働きかけるかですね、ここのところを重視されてやはり市役所として

の広範な行政分野ではありますが、この分野においてもですね、いかにし

たら今この情勢の中で市民の生活を、安全を守っていくかというのがです

ね、しっかり考えていただいて、安全対策係でもですね、担当者を決めて、

市民にどう働きかけるかというのを真剣に考えてもらえばですね、私は充

分できると思うんですね。市になったからということで、事務局が防犯協

会のが移ってきたとかですね、それは当然だと思うんですよね。そこらを

統括されて室をつくられるというのは、それを反対するんじゃないんです

よね。ただ、そういうふうな機構をつくれば、事は足りるというわけでは

ないんですよね。どうも私はそういった案件、事案、それと財政の問題と

の関わりとかですね、また市政の行う市政の問題とか充分検討されている

と思えないんですよね。財政厳しいと言いながら、例えば明日の日の生活

に関わるという、例えば非常勤とかあるいはこの臨時の方々に対してもで

すね、今回の改革あたりはかなり厳しいんですね。それが法的にどうだと

いう問題もいろいろあるでしょうが、しかし、片やですね、先にちょっと

触れますが、県警からですね、出向人事を受け入れるとかいったような、

極めて財政的にはですね、豊らかなやり方ですね。私は今の体制の中で、

いかにしてですね、行政の目標としていかなければならないことにあたっ

てですね、考えていくかと、ここのところが大事じゃないかと思うんです

ね。 

この安心、安全対策に反対じゃないんですよ。ただ取り組み方がですね、

こういうふうなかたちで機構をつくれば、いかにも立派にできるかのよう

に考えられているんじゃないかと。そうじゃあないんですよということを

申し上げたいんですよね。それで犯罪あたりがなくなればですね、あるい

は少なくなっていけば、これはまあ事はみやすいと思うんですよね。努力

としてそういう方向を打ち出して行きたいと言われることはわかります

けども、もうちょっとやっぱりですね、慎重に構えて欲しいというふうに

思います。 
◯松 浦 議 長   答弁を求めます。 
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市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   ただ今のご意見についてはまさしくお説のとおりでございます。したが

って、組織だけつくればいいという問題ではないわけでございまして、

我々も今後とも市民運動を起こしながら、本当に末端に、この安全・安心

の実績が上がるように努力をして参りたいというように思います。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

◯熊 高 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １０番、熊高昌三君。 

◯熊 高 議 員   はい、１０番。先ほどの同僚議員との関係も出てくるかと思いますが、

先ほどの市長の市政方針の中に、１３ページの安全推進室と消費生活相談

員、家庭児童相談員、ここらと連携していくということですが、具体的な

組織としてですね、どんなかたちになるんかという気がするんですが、例

えばその文教厚生で先般やられておるようですけども、ちょっと私聞いて

おりませんので、家庭児童相談員とかそういったものの役割あるいは位置

付けが例えば推進室の中に入るのか、別個に活動するようなかたちになる

のか、そこらの組織機能というんですか、その辺をもう少し詳しくお伺い

したいと思います。 

◯松 浦 議 長   答弁を求めます。 

総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長   はい。確かにご指摘いただいておりますように、安全・安心のためのそ

うした室だけ設置するということでは、この事業目的がですね、達成でき

ないということについては認識いたしております。やはり、それぞれ市民

の方の、どういいましょうか、自分自身の守る姿勢、また、地域が守る状

態、そういった地域の役割、また行政との関わり、また上部団体の県との

関わり、そういう状態をですね、連結を取らせていただきながら、この安

心・安全の確保に努めたいという考え方を持っておりますので、今、また

議員さん言われますような市民部、また福祉保健部におきますそうした相

談業務等はですね、当然連結があろうかと思っております。スタートさせ

ていただく関係でですね、この３部、また教育委員会も入れますと４部の

関連になるわけですが、基本的には室へ総務部の中で置かせていただき、

定期的な合同的な調整会議をですね、持たせていただき、推進をさせてい

ただきたいというのが基本でございます。 

当然その安全推進室の中には、専門的な角度から見れる職員の対応とい

うことで、派遣等も受けさせていただく関係でございますので、そういう

室を中心にですね、ある程度全体をコーディネートできるような対応をさ

せていただきたい。ただ、この市の役割といいましょうか、それは全部の

部に関わってくると思うんですよね。道路にしましても、いろんな角度も

ありますし、一つひとつが全部こうした安全に関わってくる環境問題だろ

うと思っております。ただ総務部だけでやろうという状況ではございませ

んので、そういうとこにつきましては部内の連携を深めさせていただきた

いというのが主でございます。よろしくお願いいたします。 
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◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

◯岡 田 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １８番、岡田正信君。 

◯岡 田 議 員   ですからまだこの安全推進室いうのは、家庭相談室とか、この警察の関

係とか、もう１つ生活の困りごと、そういう相談員が１つの部屋で云々と

いうのは、別でも連携を取りながらと、こうなっとるよね。同じ安全対策

について。警察というのはご存知のように、防犯もやりますけども犯人を

捕まえる方。家庭相談員というのは、まさに家庭の事情の相談とか、まだ

そういう相談段階。それを安全のためにと言うて｢もぐり｣みたいなことを

やるんですが、その体制もまだ素案にはないんです。先ほどの県の庁舎を

買うんと同じようなことです。県のこういう課をつくったからつくると。

県がつくったからつくると。つくる、つくらんはこの体制、安全問題は考

えりゃあええんですよ、市で。協働のまちづくりで一番ええキャッチフレ

ーズですから、そこへ軸足を置いたらできるんじゃないんですか。 

◯松 浦 議 長   どなたに答弁してもらいますか。市長ですか。 

◯岡 田 議 員   議長。そりゃあ市長に。 

◯松 浦 議 長   市長、答弁を求めます。 

児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   今非常に相談事業もですね、複雑多岐にわたっておるわけでございます。

そういう意味で警察に相談せにゃあいけんことも、随分あるわけでござい

ます。そういうことで、そういう安全推進室にそういうスタッフがおって

もらえれば、より一層この相談事業も充実するということと、もう１つは

防犯協会そのものが、警察にあったものが全部市に移ったということで、

そういう仕事も併せてしていただきたいと、こういうことでございますの

で、やはり時代がどんどん変わってきてですね、非常に問題が複雑になっ

ておりますので、そういうものに対応する試みということで、この安全推

進室に警察から派遣をしてもらうと、こういうことを計画をしたようなわ

けでございます。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

◯川 角 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   ６番、川角一郎君。 

◯川 角 議 員   いろいろですね、この件については、見方によってはいろいろな見方を

されると思うんですね。ですが、このようなひとつの制度あるいは推進室

を設けんにゃいけんというのは、非常にその時代の流れであって、地域と

しては非常に、どういいますか、このようなことが果たして必要なんかど

うかというふうなところへ来とると思うんですよね。さっきからあります

ように、やはりこれはただ防犯だけじゃないと。いろんな面でのですね、

生活相談なり、あるいは学校の問題、これからも大変な時期になっておる

んですが、そこらを考えればですね、やはり今の陣容の中でこういうふう

な専門のノウハウが取れるかいうたら非常に難しいんではないかと。その

ようなかたちでこれが今からのいろんな安全対策を取っていくという広
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い意味でですね、やはり私としては時期を得た１つの策じゃないかという

ふうには思うんで、そこら市長、どう思われるかひとつ。私はそのような

考えでございます。 

◯松 浦 議 長   市長、答弁を求めます。 

児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   ２年だったか前に合併協議の計画の中でですね、やあ、暴力団が役場の

中へ入ってきて、ようにくたびれるとか、暴力がらみのものを売ってある

くことがくたびれるとか、職員がようにくたびれとると、そういうような

話しがあって、これは警察から派遣してもらう方法もあるということで、

話しが出たわけですが、その時はそれだけの話しであってちょっと時期尚

早だということもあったわけでございますが、２年の間に状況が変わって

きてですね、それで先ほど来話しがありますように私生活の相談、これに

は携帯電話のべらぼうな要求もありますし、あるいはオレオレ詐欺の問題

もありますし、いろいろあると思いますし、特に最近相談に来られる方が

ですね、表面だっては目立たんのですが、児童虐待と家庭内暴力の問題が

随分相談に来られる方があるわけであります。そういうことから言います

と、時期的には来たんかなというような気がするわけでございまして、ご

理解を賜りたいと思います。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

◯亀 岡 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   はい、２０番、亀岡等君。 

◯亀 岡 議 員   今聞いておりますとですね、この市役所の中にどういいますか、招かざ

る客が来られてですね、いろいろあるというようなことを聞きますとです

ね、私は思うんですよね。これね、公務員法に照らしてですね、やっぱり

公務員の方は毅然とした態度でですね、それに対応されりゃあですね、そ

んなことでいちいち誰か専門家の柔道でもなんでも空手でもできるよう

な人を雇わにゃあいけんでというようなことじゃあ、私はやっぱり根本が

ちょっと考え方が違うと思うんですね。これでいきますとね、人数の少な

い支所やなんかに来られた時には支所の職員はどうするんですか。全部支

所へ置かれますか。県警の方から出向してもらって。そうはいかないでし

ょう。あるいは個々の家庭でもあるんですよ。こられることが。それでも

やっぱりそれなりの用地でも立て替えをしてですね、撃退するとか、断る

とかですね、ことをやることがあるんですね。そしてやってるんです。大

勢がおられる、しかも公務員法に立脚して働いておられる人がですね、そ

れが防げないようではですね、市民はどこへ息をすりゃあいいんですか。

１人の職員さんへ１人のボディガードを付けんにゃあいけんような考え

方はやめてほしいですね。支所はどうなるんかと言いたいですね、支所は。

支所へもそこへも置ける財政力がありゃあですね、いいんですけど、それ

はひとつの皮肉ですけどね。もうちょっとですね、公務員法に照らして毅

然とした態度でひとつ行政事務事業を遂行してたいただきたいですね。本

来決まりはありますよね。行商は役場内ではやっちゃあいけんとか。だっ
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たらそれをきちゃっと断ればですね、私はそれで行けるんじゃないかと思

いますがね、例えばですね。まあ、慎重に真剣にひとつ考えてみて下さい。 
◯松 浦 議 長   お諮りします。暫時休憩とさせていただきます。２時４５分まで。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後２時３５分 休憩 

午後２時４５分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

◯松 浦 議 長   それでは休憩前に続き、会議を開きます。 

他に質疑はありませんか。 

◯入 本 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １４番、入本和男君。 

◯入 本 議 員   非常に内容によってはいいようにも取れるし、見ようによっては悪くも

取れるようなあれなんですが、これも旧甲田町時代にもこういう話しが出

たんですが、今の説明の中にですね、相談内容がですね、実際こういう何

件家庭的なものが何件あるとか、そういうものがあってこういうものをつ

くるんだという、具体的な例があればですね、非常に私たちも内部事情の

プライバシーの見えない部分は把握しておられたら、そこらが見えてくる

とですね、私らもこれは必要だろうと思うんですが、ただ大まかな数字で

はですね、ちょっと把握しにくいんで、その点担当ごとにどの程度の数値

を年間把握しておられるんか、ありましたらその資料をお願いしたいと思

うんです。 

◯松 浦 議 長   総務部長、新川文雄君、答弁を願います。 

◯新川総務部長   議長。今回設置をさせていただきます各相談員等の関係でございますけ

ども、総務部に係りますかたちというのは、新たな市になりまして、やは

り市民を守る行政の対応というのが一番の組織対応だろうというように

考えております。最終的にはやはりこの自主活動なり防犯活動というのは

今回の市の基本理論であります協働のまちづくり、そういうとこへの観点

からの住民に対してのやはり普及というのはですね、この組織を挙げて実

施していかなくてはならないものだと思っております。現在そういう自治

振興部の方で推進をしていただいております振興会組織、そういうところ

にもですね、自主防災組織というのはですね、必要な組織であるんではな

かろうかと思っております。そういうところにつきましても、総務部等の

関連等の関係の中では、我々充分入って行かせていただきたいというよう

に思っております。 

あとの２件の市民部が持ちます事業の推進、また福祉保健部につきまし

ては、権限移譲によりましてですね、４月１日から市の方に分掌事務とし

て移譲される状況でございます。ただ、今までそうした県の方に相談業務、

消費者行政等も行っていただいた関係で、合併し、市になりましてもです

ね、ちょっと今市民部の方で資料収集をいたしておりますけども、当然、

消費生活に係ります相談等につきましてもですね、業務を受けとる関係が

ございますので、その点は市民部長の方からご説明させていただきたいと
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思います。 

◯松 浦 議 長   答弁を求めます。 

市民部長、廣政克行君。 

◯廣政市民部長   消費者生活の相談の設置でございますが、内容としましては一応、情報

提供のサービス、また融資サービス、消費者金融、ローン会社への返済不

能相談など、また教室講座につきましては、それぞれのペイオフ関係、契

約、手数料等の請求のご相談があるということです。設置状況としまして

は一応県内の市の施行の１３市は全て設置されとりまして、町村単位では

府中町さんが設置されとる状況であります。この議案等に成立すれば市と

しては１４番目の消費者の生活相談の設置を行うというかたちでありま

す。件数につきましては、本市での件数というのはなかなか今のところ資

料を持ち合わせておりませんので、また後ほどにこの件数等、ご報告を申

し上げる、このように思います。 

◯入 本 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １４番、入本和男君。 

◯入 本 議 員   これは条例を制定するわけですからね、資料がないのに私らはこの件に

関して、議決とか否決とかできないと思うんですよね。やはり各支所にお

きましてもですね、相談日等がありましてですね、現在では今の体制では

我々とすれば地域として、また市としてですね、こういうものがないと対

応できないというものが明らかな数値を示していただかないと、これを判

断するのにできないというふうに思っておりますんで、そういう内容から

ですね、ただないからつくるというような安易なものでは、先ほどから同

僚議員も言っておられますように、やはり本当に執行部が出したことは、

我々とすればですね、本当に内容を熟知してみて、これは確かにこういう

本職の警察の力が要るとか、弁護士の力が要るとか、いろんな問題が起き

てくると思うんですが、そこらがちょっと明確に見えて来ないんですよね。

そこのあたりの明確な数値等をですね、やはりこういう議案を出される以

上は、やはり我々に充分理解できるような資料も欲しいというのがお願い

でございますんで、もう少し具体的な数値の方を、相談等の件数等、支所

におかれましてもですね、あろうかと思うんですが、その辺りの方の意見

もですね、組み入れられてやられたんかどうかが分からないわけなんです

よね。その辺りを明確にお願いしたいと思います。 

◯松 浦 議 長   答弁を求めます。 

市民部長、廣政克行君。 

◯廣政市民部長   １５年度の数値でございますが、一応、この相談件数とされましては３

０５件を承知しているとこでございます。１６年度についてはまだ、実績

が報告がありませんので、一応１５年の段階では３０５件を承知しており

ます。これは全６町の集計でございます。相談の事例といたしましては、

第１位が情報の提供のサービス、債権の回収業者から優良サイトの未納料

金の請求する電話がかかった場合とか、有料サイトの料金が未納なので債

権譲渡を受けた催促通知が届いたとか、いろんなそういうひとつのプライ
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バシー的な相談が多いということです。また、未成年の１６歳の息子に有

料サイトの未納料金等請求すると電話がかかったが、覚えがないと言って

ると、こういうような状態であります。２位としては融資サービス。これ

は息子に宛てた債権回収業者から身に覚えない強制回収通知葉書が届い

たと、こういうひとつの相談、また消費者金融からの借金が何百万になり、

返せない、こういうような相談です。そういうような相談件数が、大体上

位を占めているような状態であります。 

この実施の段階でありますが、この相談員を非常勤でお願いいたしまし

て、週１回程度の本庁の方へきていただいて、その相談業務を受けて指導

をしていくというのが消費者の相談窓口等お願いしていくことでござい

ます。 
◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

◯明 木 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １番、明木一悦君。 

◯明 木 議 員   はい、議長。先ほど市長の方の答弁もありましたけど、施政報告の方の

１３ページでですね、広島県警から派遣職員を受け入れ、安全推進室を設

置したいという市政報告をいただきました。その中でですね、職員を受け

入れるということはですね、こちらからどのような職員を欲しいという申

し入れをされると思うんですけど、今どのようなお考えをお持ちか、どの

ような職員をですね、県警の方から受け入れようとされてるのか、答弁い

ただきます。 
◯松 浦 議 長   市長、答弁を求めます。 

児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   詳しくは総務部長の方から答弁いたします。 

◯松 浦 議 長   答弁を求めます。 

総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長   はい。それでは、これは職員の県の派遣という状況でありますので、県

警の方のそうした生活安全面の方におきます、そうした派遣的な計画の内

容でございます。もう県も実施をいたしておりますし、県警の方も市との

各関係市との連携を深めるということの中で、こうした派遣制度を設置を

いたしております。安全なまちづくりに向けての推進というのが、基本的

にはひとつの項目に上がっておるんではなかろうかと思っております。そ

の状況の中におきましては、やはり犯罪をなくそうという状況のものでご

ざいます。いろんなかたちの中で、他の市の事例等も見させていただきま

すと、やはり広島市等におきましてはですね、繁華街等におきますモデル

地区の指定をしたりですね、ある程度ハード面の整備、また福山市につき

ましては生活安全モデル地区を、やはり設置したりとか、そういう状況を

いろんな角度でやらせていただいております。他市へおきましてはパトロ

ールの支援、そういうことをですね、我々基本的な計画というものをです

ね、作成しなくてはならないんかなというように思っております。要は地

域の安心・安全なまちづくりを進めるという観点の中からですね、あらゆ
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る事業を包括をさせていきたいというのが基本の主旨でございます。やは

り、市民の方の役割、市としての役割、それと事業者としての役割、いろ

んな役割がこの市の中にはあろうと思いますが、そういうのも総括的な指

導体制、連絡調整ができるような指導体制をですね、関係部局をある程度

総合的にはさせていただきたい。その指導力がある職員の方の派遣をとい

うことでございます。当然、県警の中でもそうした犯罪をなくそうという

企画部門の方におられる、やはり企画立案ということがですね、一番どう

いうんですか、指導力のある職員さんを派遣をしていただくんではないか

と思っております。以上でございます。 

◯明 木 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １番、明木一悦君。 

◯明 木 議 員   はい、議長。指導力のある方を受け入れるということなんですけど、そ

れは今までの答弁の中でありましたように、今職員の中にはそれを対応で

きる者がいないということであればですね、まず時限的なものにしていた

だいてですね、職員を育てていくというかたちのものを取っていただけれ

ばですね、職員の活用もできますし、また財源的な面でも削減が考えられ

ると思うんですよね。その辺はどのようにお考えでしょうか。 

◯松 浦 議 長   総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長   現在、県の方に職員の資質の向上という中で派遣をさせていただいてお

ります。我々総務部の方から県の方の財政課へ１名と財政係の方へ１名、

２名でございます。また、建設部の方から技術センターと土木部の方に１

名ほど派遣をして２名派遣しております。また、県の方から総務部の方の

工事の方の執行管理、また福祉保健部の方の生活保護の方の指導、そうい

うかたちで県の方からも来ていただいております。 

当然、明木議員さん言っていただいておりますような状況の中でですね、

当然我々も平成１７年度におきましても行政の職員を県の方に研修派遣

をしてですね、相互のやはり連携を深めていきたいという状況を持たせて

いただいております。派遣の期間というのはですね、１年１年のそうした

計画というかたちの中で、県の方と人事交流ということがありますが、今

市の方で考えさせていただいているのは２年間のベースでそのものの派

遣をお願いしておるとこでございます。そういう状況の中で、我々市の行

政の職員もですね、やはり県の方に行かせていただいて資質の向上を高め

ていきたい。当然、もうこちらの方に１年ないし２年して帰りますと、そ

うした技術的な面も、当然バックアップできる体制になって帰ってきてお

りますんで、そういう県と市としてのですね、役割分担を明らかにしなが

ら今後研修活動は進めたいというように考えております。以上でございま

す。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

 〔質疑なし〕 

ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 
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討論はありませんか。 

◯岡 田 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   はい、討論がありますので、まず本案に対する反対討論の発言を許しま

す。１８番、岡田正信君。 

◯岡 田 議 員   本案に対しての反対討論を行います。 

質疑でもいろいろ出ましたようにですね、市長の方か２年間にずっと情

勢が変わったと。おそらく全国的にも情勢が変わったということは私もわ

かりますよ。ただね、安全対策推進室、これ名はいいんですよ。名はいい

んですが、警察と今の相談室と連携を密にして、ここに問題があるんです

よ。庁舎の中へ警察のそういう人を入れて、それで防げると。全部が防げ

んという話しもありましたけども、支所の問題も挙げましたし、県がつく

ったから、そりゃ合併前は所管の警察署が所管してやりょったから市にな

ったら市にそういう仕事が来たんだと。別に警察の人を入れんでもできる

ようにすりゃあええというのが私の持論ですわ。捕まえる方と、相談する

方と一緒になって、ええ結果は、市政としては私はそぐわんと、こういう

立場で反対します。 

◯松 浦 議 長   他に反対討論はありませんか。 

 〔反対討論なし〕 

◯松 浦 議 長   次に賛成討論の発言を許します。 

討論はありませんか。 

 〔討論なし〕 

討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。 

これより、議案第７号、安芸高田市事務分掌条例の一部を改正する条例

の件を、起立により採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 〔起立多数〕 

起立多数であります。 

よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第２５  議案第８号 安芸高田市職員定数条例の一部を改正する条例 

◯松 浦 議 長   日程第２５、議案第８号、安芸高田市職員定数条例の一部を改正する条

例の件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第８号、安芸高田市職員定数条例の一部を改正する条例でございま

す。 

本案は、安芸高田市職員定数条例のうち、消防職員に係ります職員定数

を５０人から５２人へ変更するものでございます。よろしくお願いします。 
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◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯新川総務部長   議長。 

◯松 浦 議 長   総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長   議案第８号、安芸高田市職員定数条例の一部を改正する条例につきまし

て、要点のご説明をいたします。 

第２条、第７号の次に改めるということでございますけども、この第２

条につきましては職員の定数でございます。消防職、現在５０名でござい

ます。この２名の増につきましては、一般職の行政職の市町部局におりま

す事務職を、消防職に任命替えをしたいというように、職務替えをしたい

というように考えております。ただ、今回のそうした状況でございますけ

ども、合計の欄の５２３が５２５ということで、２名の増になっておりま

すけども、本３月末日をもってですね、退職者はございません。ただ、現

在３月末日をもって勧奨に基づきましてですね、退職する職員がございま

す。そういう数字が明確になった時点で、この合計の数字については、ま

た再度次回の議会の方で訂正をさせていただきたいというように思って

おります。この２名の消防職の増に伴いますものにつきましては、来年度

末日をもち退職者の１名の増と１７年度から県の権限移譲に伴います、消

防等に伴います業務が、権限が移譲する状況になってきます。１８年には

移譲する状況になってきます。１７年度事業調整等も踏まえましてですね、

そういうことを踏まえましてですね、この２名を一般職の方から消防職の

方に切り替えるという状況でございますので、よろしくお願いいたします。

附則といたしましては、この条例は１７年の４月１日から施行するもので

ございます。よろしくお願いいたします。 

◯松 浦 議 長   これで要点の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

◯熊 高 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １０番、熊高昌三君。 

◯熊 高 議 員   はい、１０番、熊高です。一般職から消防職員にということですが、消

防吏員ですかね。その関係というのはですから移行して吏員としての職種

にするような取り組みをするというようなことでしょうか。 

◯松 浦 議 長   答弁を許します。総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長   当然、消防職の現在５０名の定員になっておりますけども、５２名にし

て、その２名に異動させますものは消防職としてそこの任命替えをさせて

いただくわけです。当然、もう４月１日に異動させます関係上、４月から

消防学校の方にですね、入校させていただき、それなりの手続き上のもの

が取れるという人材を確保したいということでございます。新たに消防職

を採用するということではありませんので、ご理解を願いたいと思ってお

ります。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 
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 〔質疑なし〕 

質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

 〔討論なし〕 

討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。 

これより、議案第８号、安芸高田市職員定数条例の一部を改正する条例

の件を、起立により採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 〔起立多数〕 

起立多数であります。 

よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第２６  議案第９号 安芸高田市人事行政の運営等の状況の 

公表に関する条例 

◯松 浦 議 長   日程第２６、議案第９号、安芸高田市人事行政の運営等の状況の公表に

関する条例の件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第９号、安芸高田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例で

ございます。 

本案は、地方公務員法の一部改正により、平成１７年４月１日から人事

行政の運営等の状況の公表が法律上義務化されたことに伴い、新たに条例

を制定するものでございます。よろしくお願いします。 
◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯新川総務部長   議長。 

◯松 浦 議 長   総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長   議案第９号、安芸高田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の

提案につきまして説明をいたします。 

本案につきましては地方公務員法第５８条２の規定に基づきまして、こ

の地方公務員法の一部の改正により、平成１７年の４月１日から人事行政

の運営等の状況の公表の法律が義務化されたわけでございます。こういう

状況の中で、人事行政運営状況については、平成１７年度中に必ず公表し

なさいということが指導に入ってきとるわけでございます。そういうこと

で、今回、この安芸高田市の人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

を設置させていただくものでございます。 

報告の時期でございますが、第２条の方でこの項目をうたっております。
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毎年９月末までに市長に対し前年における人事行政の運営状況を報告す

るということでございます。報告事項につきましては、第３条の項目でご

ざいます。そこに掲げております運営状況に関して任命権者が報告しなけ

ればならない事項につきましては職員、臨時的に任用された職員及び非常

勤については除くというものでございます。その運営状況に関しての報告

する事項につきましては、そこの７項目掲げておることをですね、報告す

るということでございます。 

次に第４条でございますが、公平委員会は毎年９月末に、市長に対して

前年度における業務の、次のページをお願いしたいんですが、状況を報告

しなければならないということでございます。 

第５条で公平委員会の報告事項ということで掲げております。３点ほど

掲げております。当然、職員の競争試験及び選考の状況でありますとか、

２項目目の勤務条件に関する措置の要求の条件でございますとか、３項目

は不利益処分に関する不服申し立ての状況というのが教育委員会の方で、

公平委員会の方の報告事項でございます。 

公表の時期でございますが、第６条で公表の時期をうたっております。

２条ないし４条で報告を受けたものにつきましては、毎年１２月末までに

報告を取りまとめて報告、第４条の規定に基づいて報告を公表するという

ことでございます。 

第７条で公表の方法でございますが、市の広報紙及びホームページに掲

載する方法ということで考えております。 

２番目といたしましては、公衆の見やすい場所に提示し、または閲覧所

を設けて公衆の閲覧に供する方法ということでございます。閲覧場所につ

きましては、安芸高田市役所または旧５町の支所を場所として掲げておる

ものでございます。 

委任事項といたしまして、第８条といたしまして、この条例の施行につ

いて必要な事項は市長が定める。附則といたしましてはこの条例は平成１

７年４月１日から施行するというものでございます。以上でございますの

で、どうかよろしくお願いします。 

◯松 浦 議 長   以上をもちまして要点の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

◯青 原 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １１番、青原敏治君。 

◯青 原 議 員   はい。勉強不足で分からん点があると聞かにゃあいけんのですが、ここ

の第２条で任命権者はと、こうなっとるわけですね、任命権者は我々が考

えた市長さんじゃないかなという気がするんですが、それは誰にあたるん

か、わかればお願いします。 

◯松 浦 議 長   答弁を許します。 

総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長   当然第２条の関係につきましては、全職員を対象としたかたちの中でご
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ざいますが、各市長部局であれば、市長さんの任命。教育委員会であった

ら教育委員会の任命、そういう状況の部局の任命の権者ということでござ

いますんで、ご理解願いたいと思います。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はございませんか。 

 〔質疑なし〕 

質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

 〔討論なし〕 

討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。 

これより、議案第９号、安芸高田市人事行政の運営等の状況の公表に関

する条例の件を、起立により採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 〔起立多数〕 

起立多数であります。 

よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第２７  議案第１０号 安芸高田市職員の給与の特例に関する条例 

◯松 浦 議 長   日程第２７、議案第１０号、安芸高田市職員の給与の特例に関する条例

の件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第１０号、安芸高田市職員の給与の特例に関する条例。 

本案は、職員の給料月額に係る減額措置を、平成１７年４月１日から実

施するものであり、期間及びその取り扱いについて、条例を制定するもの

でございます。よろしくお願いします。 
◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯新川総務部長   議長。 

◯松 浦 議 長   総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長   議案第１０号、安芸高田市職員の給与の特例に関する条例につきまして、

要点のご説明を申します。 

この職員の給与に関する特例でございますが、第１条でうたっておりま

すが、第２条に規定いたします全職員、給料表の適用を受ける職員もこの

度、給料表適用職員と言っております。この職員を平成１７年の４月１日

から平成１８年の３月３１日までの間において、これを特例期間と申しま

すが、その給料月額から次の各号に掲げる職員の区分に応じまして、それ

ぞれ当該各号に定める割合、特定割合と申しますが、それを乗じた額を減
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額するというものでございます。 

別表第１の左欄に掲げる給料表適用を受ける職員の内、それぞれ同表の

裏に掲げる職員については１００分の２、（２）といたしまして、前後に

掲げる職員以外については１００分の１というものでございます。 

２ページをお願いしたいんですが、この別表第１とありますのは、行政

職の給料表のその職務の級が３級から８級までの職員については１００

分の２カットさせていただくわけです。 

次に、消防職給料表については４級から９級までのいずれかの職にあっ

ては１００分の２、技能労務職員の給料表については２級または３級であ

る職員についてはその１００分の２、前後にこの別表に掲げてない職員に

つきましては１００分の１を乗じた額とさせていただくものでございま

す。 

そうしますと、行政職で言いますと、１級、２級の職員また消防職にお

きましては１級、２級の職員については１％、技能職員につきましては１

級の職員については１％ということで、それ以上の上級職にあられる職員

にあられましては、１００分の２％を減じた額で支給をさせていただくも

のでございます。附則といたしましては、この条例は平成１７年４月１日

から施行するものでございます。よろしくお願いします。 

◯松 浦 議 長   これをもって要点の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

◯金 行 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １２番、金行哲昭君。 

◯金 行 議 員   はい。１２番、金行です。時代の流れ、この厳しい時でこういうことが

仕方がない部分があると思いますが、給与規程の中でこれは組合等ともご

ざいまして、そこらの説明等、各職員、管理者等はまた別な方法で市長が

こうだと言やあ、ある程度従うというんですかね、それが。組合員等々の

説得というんですか、ご理解というんですか、そこらはどのようにする必

要があると私は存じておりますが、されとると思うんですが、その辺説明

があればお願いしたいと思います。 

◯松 浦 議 長   答弁を求めます。 

総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長   この確認事項につきましては、当然職員組合等との合意をさせていただ

いて、本１７年度の予算の中にですね、反映をさせていただいとるとこで

ございます。よろしくお願いいたします。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

◯今 村 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １６番、今村義照君。 

◯今 村 議 員   はい。この条例がですね、具体的に施行されたときに、今年度の総額は

大体どのぐらい見込めるのか、お知らせを願います。 

◯松 浦 議 長   答弁を求めます。 
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総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長   本条例案につきましては、職員の給与に関する特例の措置でございます

ので、職員の一般職に対する合計額は６千９５５万７千円、約７千万円の

減額措置をみることができます。給料によりますと４千３００万、期末手

当につきましては１千７００万、管理職手当等につきましては約１千万の

減額措置が出てくるように、今考えております。以上でございます。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

◯熊 高 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １０番、熊高昌三君。 

◯熊 高 議 員   １０番、熊高ですが、特例期間ということで１年間の設置がしてありま

すが、これは今後どういう方向で考えておられるのか、１点お願いします。 

◯松 浦 議 長   答弁を求めます。 

総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長   昨今の事情、非常に今回の平成１７年度の予算というものにつきまして

は、市民の各団体の方、補助金等につきましてもですね、相当たるの単独

補助金につきましては、減額措置をさせていただいております。そういう

状況で１年間という状況は今回提案をさせていただいておりますが、今後

の財政状況につきましてはですね、また再度こういう状況もですね、組合

サイドの方とも、ある程度整合調整をさせていただくことがあるんではな

かろうかと思っております。全職員、組合の方もですね、こうした今日の

財政状況を踏まえていただき、全職員がですね、全面協力していただいた

という状況にあるわけなんで、このことは大切に尊重しながらですね、ま

た１８年度の予算編成にも向けて、いろんな角度で協議を重ねて参りたい

というように思っております。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

◯岡 田 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １８番、岡田正信君。 

◯岡 田 議 員   はい、１８番。今後の財政状況をみて云々いうて、今総務部長、言われ

たんですが、来年がまだ厳しゅうなるんよね。今年は、今年いうか１７年

度はこの資料もろうた分でもまあまあ去年と変わらんのですよ。来年はね、

まだ国の方の負担金、交付金、国から来る、これはガサッとくるし。そう

なると、今の総務部長の話しでは職員にまたお願いすると。他の住民の方

にもまた削ると。こういうように私は見えるんですよ。市長、いかがです

か。 

◯松 浦 議 長   答弁を求めます。 

市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   私といたしましては、やはり職員の協力なくしてこういうものはできな

いと考えております。どっかの智頭町だったですか、議会が条例を出され

て２０％カットということも、この間新聞に載っておりましたが、我々と

してはやはり充分職員の皆さんと協議しながら、理解の上で今後どうする

かということを決めていきたいと、このように考えております。 
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◯松 浦 議 長   他に質疑はございませんか。 

 〔質疑なし〕 

質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

 〔討論なし〕 

討論なしと認め、これをもって討論を終わります。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。 

これより、議案第１０号、安芸高田市職員の給与の特例に関する条例の

件を、起立により採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 〔起立多数〕 

起立多数であります。 

よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第２８  議案第１１号 安芸高田市特別職の職員等の 

                         給与の特例に関する条例 

◯松 浦 議 長   日程第２８、議案第１１号、安芸高田市特別職の職員等の給与の特例に

関する条例の件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第１１号、安芸高田市特別職の職員等の給与の特例に関する条例で

ございます。 

本案は、市長、助役、収入役及び教育長の給料月額に係る減額措置を、

平成１７年４月１日から実施するにあたり、期間及びその取扱いについて、

条例を制定するものでございます。よろしくお願いします。 

◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯新川総務部長   議長。 

◯松 浦 議 長   総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長   議案第１１号、安芸高田市特別職の職員等の給与の特例に関する条例の

改正をご説明申し上げます。 

第１条でございますが、市長等の給料の特例という項目でございます。

市長、助役、収入役の給料月額が平成１７年の４月１日から平成１８年３

月３１日までの間、特例期間と今、申しておりますが、そういう項目の中

から、市長にあってはその額の１００分の１５、助役にあってはその額の

１００分の１０、収入役にあってはその額の１００分の７に相当する額を

減じた額とするものでございます。 

続きまして第２条で、教育長給料の特例ということでございます。教育
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長給与条例の同条を規定する給料月額から１００分の７に相当する額を

減じた額にするものでございます。この条例につきましては、平成１７年

４月１日から施行するものでございます。よろしくお願いします。 

◯松 浦 議 長   これをもって要点の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

◯熊 高 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １０番、熊高昌三君。 

◯熊 高 議 員   はい、１０番。先ほどと同じようなことを聞くようになろうと思うんで

すが、特例期間を１年間設けておるということの考え方。そしてそれぞれ

４名の方の給与に関係するわけですが、それぞれ年間でいくらになって、

いくら減るんかと。総額がですね。いう、以前にも公表があったと思うん

ですが、本会議で、ひとつ確認しておきたいと思います。 

それと、３条の方で退職給与の関係が変わってくるということですが、

これでそれぞれ特別職と言われましても、選挙で選ばれた市長さん、他の

３役さんとはまた違うと思うんですが、そこらの関係はどういうふうにな

るのか、もう少し詳細にお聞かせ願いたいと思います。 

◯松 浦 議 長   答弁を求めます。 

総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長   今回のこうした特別職さんの給与及び期末勤勉手当の減額といいまし

ょうか、その額につきましては、市長にあっては１５％、助役さんにあっ

ては１０％、収入役さんと教育長さんにあられましては７％の減額措置を

１年間実施させていくものでございます。給料月額に申しますと３４０万、

期末手当、勤勉手当によります減額が１５０万、４９３万９千円のですね、

約５００万に近い数字が減額措置になろうかと思っております。 

それとこの手当額の算出のあとの給料月額ということでありますが、こ

の給料月額につきましては、１ページないし２ページにうたっております

ように、１ページでもありますようにこの基礎となる特別職さんがもし辞

められる場合におきましてはですね、手当額の算出となる基礎給料月額と

いうことで、これはもとのですね、第１条、第２条の給料月額を伴わない、

もとの減額しない報酬を退職手当の基本額として計算しますよという内

容でございます。 

当然、特例期間に基づいたもので、退職手当を計算するものでなしに、

減額しないもので手当を支給するという条文をそこに明示させていただ

いとるものでございます。以上でございます。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

◯熊 高 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １０番、熊高昌三君。 

◯熊 高 議 員   はい。退職金等の算出根拠というのは分かったんですが、退職金という

のは大体どのくらいになるんですか。人の給料を聞くのはあれですが、や

っぱり聞いたことがないんで聞いてみたいと思います。 
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◯松 浦 議 長   答弁を求めます。 

総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長   議長。現在ちょっと資料を、退職手当の支給を定めるものの資料を取り

持っておりませんので、これまた予算関係になりますとあれですが、付随

につきましてはまたご説明させていただきたいと思います。よろしくお願

いします。１期１期の計算というようになろうかと思います。 
◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

 〔質疑なし〕 

質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

 〔討論なし〕 

討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。 

これより、議案第１１号、安芸高田市特別職の職員等の給与の特例に関

する条例の件を、起立により採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 〔起立多数〕 

起立多数であります。 

よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第２９  議案第１２号 安芸高田市特別職の職員で非常勤のものの 

             報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 

◯松 浦 議 長   日程第２９、議案第１２号、安芸高田市特別職の職員で非常勤のものの

報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の件を議題とい

たします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第１２号、安芸高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用

弁償等に関する条例の一部を改正する条例でございます。 

本案は、行政嘱託員報酬の支給方法について、また農業委員会会長及び

委員並びに介護認定審査会委員に係る報酬額の変更、さらに非常勤特別職

員といたしまして、「消費生活相談員」「介護保険認定調査員」「家庭児童

相談員」「適応指導教室所長」「適応指導教室指導員」を追加するものでご

ざいます。よろしくお願いいたします。 
◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯新川総務部長   議長。 

◯松 浦 議 長   総務部長、新川文雄君。 
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◯新川総務部長   議案第１２号、安芸高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用

弁償等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、要点のご説明を

させていただきます。 

第４条中、第４項、第５項として同条の第３項の次の１項を加えるとい

うことでございます。この１項を加える内容につきましては、４項とさせ

ていただいて行政嘱託員の報酬の支給日が定まっていません。そういう状

況の中で、その支給日は３月２０日とさせていただきたいと、年１回でご

ざいます。ただし、年度の中途において就任または退任した場合は、その

報酬の額は日割りによって計算するものとするということでございます。

退任の場合は報酬の支給時期は退任の日の属する月の翌月の２０日とい

うことで、今まで行為条文を定めていなかったもので、今回、支給に係り

ます条例を制定させていただいたものでございます。 

続きまして別表中でございます。この非常勤嘱託の別表に掲げておりま

す農業委員会の方の報酬の額の欄中、月額２万６千５００円、これは会長

職にあられての月額でございます。月額２万４千３００円につきましては、

農業委員の委員さんでございます。この額を月額、会長職にあっては３万

６千円、委員にあられては３万円に定めるものでございます。この状況に

つきましては他の類似団体等の状況も考慮しながら、こういう月額に定め

をさせていただいたものでございます。 

次に同表の監査委員の項の区分の欄中、議会委員の中から選任される委

員を、議会議員の中から選任される委員に改めるというものでございます。

まだ、同表、介護認定審査会の委員の項の報酬の額でございますが、日額

を１万３千円を日額１万４千円に改めるものでございます。 

また、同表学校評議委員の項、区分の欄で学校評議委員を学校評議員に

改めるというものでございます。 

２ページ目におきましては、非常勤事務員の項を削らせていただき、非

常勤調理員の項の次に消費生活相談員、日額９千３００円、介護保険の認

定調査員さんにつきましては月額１７万８千円、家庭児童相談員につきま

しては月額１７万８千円、適応指導教室所長、月額１９万円、適応指導教

室指導員、月額１７万８千円、それぞれ１７年の４月１日から施行するも

のでございます。以上で、要点の説明を終わります。 

◯松 浦 議 長   以上で要点の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

◯山 本 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １５番、山本三郎君。 

◯山 本 議 員   農業委員会の報酬の月額が改められとるんですが、大体１６年度あたり

でですね、定例委員会というのは月に大体１日で定まっとるんですか。６

町が合併いたしましていろいろ農業委員会に関わる事務事業が多くなり

ますと、やはり委員会の定例委員会もですね、１日では済まないところも

あろうと思いますんで、そこらの状況をちょっとお聞きします。 
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◯松 浦 議 長   答弁を許します。 

産業振興部長、清水盤君。 

◯清水産業振興部長   現在の農業委員会の開催活動状況でございますが、現在は農地部会、農

政部会の部会制をひいて活動をしていただいております。農地部会の方で

は、主には農地の移動等の審議等もしていただいております。農政部会の

方におきましては農政全般についての審議等をしていただいております。

農地部会、農政部会、それぞれ現在は月１回の開催で会議をもって活動し

ていただいてるとこでございます。全体の会につきましては、毎月定例と

いうことにはなっております。以上でございます。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

◯入 本 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １４番、入本和男君。 

◯入 本 議 員   関連で、農業委員会の報酬がですね、かなり忙しいようなんですが、こ

れに日額の日当等は別に払われるんかどうか、ちょっとその点を１点確認

したいのと、それから次の表に、２ページ目のとこですね、これらは資格

が要ってそれらの月額になってるんですが、これは任命者はどちらさんが

任命されてこういう資格とかいうものがあるんでしょうか。 

◯松 浦 議 長   答弁を許します。 

産業振興部長、清水盤君。 

◯清水産業振興部長   最初に農業委員会の月額の改正にかかります日当等について、ご質問で

ございますが、通常の定例会等の開催における手当は、この月額報酬の中

へ当然含まれております。広報活動等もしていただいておりますが、そう

いったときの報酬等もこの月額報酬の中へ含まれておりまして、充職等で

その他の構成委員等の会議等への出席等につきましては別途日当で対応

しとるというような状況でございます。以上でございます。 

◯松 浦 議 長   答弁を許します。 

福祉保健部長、福田美恵子君。 

◯福田福祉保健部長   介護保険認定調査員の件でございますけども、これは現在ですね、施設

の方へお願いしてやっていただいておりますけども、この人につきまして

は、今現在保健師さんにもお願いをしておりますというかたちの中で、ケ

アマネージャーとか、そういうかたちの資格をもっておられる方でお願い

をするようにしております。 

それと、家庭児童相談員でございますが、今回これは、先ほど来も出て

おりますけども、設置をしていただく中で、現在ですね、県の方へも相談

をさせていただいたり、三次の方の児相の方に聞いたりするんですけども、

これはやはり子どもを対象にですね、特に扱うということで学校の先生、

そういうかたちでの経験を持ってらっしゃる方でなら、よろしいんではな

いかということでございます。 

◯松 浦 議 長   次に答弁を求めます。 

教育長、佐藤勝君。 

◯佐藤教育長   それでは、適応指導教室の所長並びに適応指導教室の指導員についてお
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答えいたします。基本的には教員の免許を持っておるという者が望ましい

と考えております。さらに良かったならばカウンセリング、心理療法士と

いう資格を持っておられる方がいいわけでありますけれども、これにつき

ましては通常学校に配置しておりますカウンセラーは、時間給５千円でご

ざいまして、それを下るようでは到底来てもらうことはできない。したが

ってこの教員免許を持っておる人を雇用したいというように考えており

ます。任命権者は教育委員会でございます。以上でございます。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

◯今 村 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １６番、今村義照君。 

◯今 村 議 員   実は、適応指導教室及び指導員についてはまだこれから設置条例及び管

理条例がですね、議案第２９号で出されておりますが、それがまだ審議さ

れない内に、あるいは採択されない内にですね、こういった事務職の報酬

について審議することについては、ちょっと理解に苦しむんですが、そこ

ら辺についてのご見解はどうなんでございましょう。 

◯松 浦 議 長   ちょっと、暫時休憩いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後３時４５分 休憩 

午後３時５５分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

◯松 浦 議 長   それでは、休憩前に続き、開会いたします。 

ただ今の今村議員の質疑に対して、市長、答弁を許します。 

◯児 玉 市 長   ただ今のご質問でございますが、まさしくそれぞれ関連がありますので、

それ以外にも条例に関連する予算もありますんで、やっぱりこれは議事進

行上の問題であろうかと思いますんで、やっぱり一つひとつ審議していか

んといけないという問題がありますんで、同時に２つの議案を審議するわ

けにいきませんので、それはやはり、仮に前の議案が通っても次の関連の

議案も否決されれば、前の議案も一緒に執行できないと、こういうことに

なろうかと思いますので、ご理解を賜りたいと思います。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

◯明 木 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １番、明木一悦君。 

◯明 木 議 員   はい、議長。先ほどのですね、教育長の答弁の中のカウンセリングの資

格を持った人間であれば、時間給が５千円ぐらいかかるという答弁をいた

だいたと思うんですけど、実際にですね、適応指導教室の指導員とあるも

のはですね、それなりの資格を持った人間が対応すべきだというように考

えられるわけです。そこは費用云々の問題じゃなくですね、やはりそうい

う子どもに対して接せられる、そういう人材を登用するためには、その辺

の費用がかかるのは当然のことであり、資格のない者をですね、持ってき

て、安易な対応をさせて将来を潰すようなことがあってもいけないんじゃ

ないかというふうに感じますけど、その辺、どのようにお考えでしょうか。 
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◯松 浦 議 長   答弁を許します。 

教育長、佐藤勝君。 

◯佐藤教育長   はい。確かに議員が仰せのとおりでございます。しかし、そこの家には

そこの家の懐具合というのもありますし、できるだけの最大限の措置をす

る中で、学校に行けない子どもをフォローしたいという気持ちでおるわけ

でございます。このことの条例につきましては、後ほどのところで予定が

ありますので、そこでまた質問があれば答えさせていただきたいと、この

ように思っております。以上でございます。 

◯明 木 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １番、明木一悦君。 

◯明 木 議 員   はい。全般的なですね、この報酬関連の条例に関しまして、ここへ出て

る家庭児童相談員とかですね、適正指導教室の所長なり指導員なりですね、

この辺についてはですね、やはり今言われたですね、家庭とのですね、密

接なコミュニケーションが必要だと思います。それについてはですね、や

はりですね、そういう相談員なりは活動範囲が広がるわけですよね。家庭

との行き来等、増えるわけですけど、それに対してですね、活動旅費等の

費用弁償をここで設定されてないのはどういうことでしょうか。 

◯松 浦 議 長   答弁を許します。 

教育長、佐藤勝君。 

◯佐藤教育長   この費用のことについてでございますが、先ほどもお答えさせてもらっ

ておりますけども、適応指導教室の開設にかかります条例を市長さんの方

から上程させてもらいますけども、そこのところでですね、どのように予

算構成をしとるんかということについてもお答えさせてもらった方が、先

ほどのいきさつのこともありますんで、いいんじゃないかと思いますので、

そのことはある程度考えております。以上です。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

 〔質疑なし〕 

質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

 〔討論なし〕 

討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。 

これより、議案第１２号、安芸高田市特別職の職員で非常勤のものの報

酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の件を、起立により

採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 〔起立多数〕 

起立多数であります。 

よって、本件は、原案のとおり可決されました。 
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～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第３０  議案第１３号 安芸高田市議会の議員の報酬及び 

                 費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 

◯松 浦 議 長   日程第３０、議案第１３号、安芸高田市議会の議員の報酬及び費用弁償

等に関する条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第１３号、安芸高田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条

例の一部を改正する条例。 

本案は、議会議員の期末手当の支給率を、直接表記いたしますと同時に、

在職期間割合などにつきましても、明記することといたすものでございま

す。よろしくお願いいたします。 
◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯新川総務部長   議長。 

◯松 浦 議 長   総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長   それでは議案第１３号に伴います、安芸高田市議会の議員の報酬及び費

用弁償等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、要点のご説明

をいたします。 

第５条の項目を改めるものでございます。この今回この条文の精査をさ

せていただきます関係につきましては、職員に準じるという項目がござい

ます。現行の条文につきましては期末手当のところが議員には一般職の職

員の例により期末手当を支給するということでですね、給与条例の読み替

え条文をつくっている関係上、職員の場合は期末手当と勤勉手当を分ける

ようにしております。それが議員さんの現行の条文におきましては、そう

いう条文をございませんので、今回新たに６月と１２月に期末手当の第５

条の中に基準を明確にうたわせていただいたということでございます。 

手当の額につきましては５条第２項に期末手当の額が、期末手当基礎額

に６月に支給する場合においては１００分の２１０、以前でありますと１

００分の１４０であったわけでございます。それと１２月に支給する場合

には、１００分の２３０を乗じた額ということでありましたが、１２月に

おきましては１００分の１６０とあるのを読み替えた条文になっており

ます。それをもう一括して議員さんのものにつきましては、期末手当の支

給額ということで、今回整理をさせていただいたものでございます。次に、

基準日、以前６ヵ月以内の期間、またそうした４項目ほど掲げております

けども、その当該各号に定める割合を乗じた額とするということでござい

ます。この在職期間ということでございます。６ヵ月、また５ヵ月以上６

ヵ月未満、３ヵ月以上５ヵ月未満。２ページを見ていただきまして（４）

といたしまして、３ヵ月未満については１００分の３０、ということでご
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ざいます。 

続きまして３項目におきましては前項の期末手当の基礎額がそれぞれ

基準日現在退職し、または死亡したものにあっては、退職または死亡した

日現在、それぞれ報酬の月額にその報酬の月額の１００分の２０を乗じて

得た額を加算するというものでございます。 

この附則といたしまして、１７年の４月１日から施行するものでござい

ます。どうぞよろしくお願いします。 

◯松 浦 議 長   これで要点の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

 〔質疑なし〕 

質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

 〔討論なし〕 

討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。 

これより、議案第１３号、安芸高田市議会の議員の報酬及び費用弁償等

に関する条例の一部を改正する条例の件を、起立により採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 〔起立多数〕 

起立多数であります。 

よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第３１  議案第１４号 安芸高田市公の施設の指定管理者の 

                             指定同意について 

           【安芸高田市基幹集会所設置及び管理条例ほか１件の条例】 

◯松 浦 議 長   日程第３１、議案第１４号、安芸高田市公の施設の指定管理者の指定同

意について（安芸高田市基幹集会所設置及び管理条例ほか１件の条例）の

件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第１４号、安芸高田市公の施設の指定管理者の指定同意についてで

ございます。 

本案は、地方自治法第２４４条の２、また「安芸高田市の公の施設にお

ける指定管理者の指定手続に関する条例」の規定に基づき、安芸高田市の

公の施設の管理について、指定管理者の候補を選定し、指定の同意を求め

るものでございます。 
今回、新たに同意を求める公の施設といたしましては、高宮町下佐コミ
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ュニティセンター及び吉田温水プールの２件でございます。よろしくお願

いいたします。 
◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯新川総務部長   議長。 

◯松 浦 議 長   総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長   議案第１４号、安芸高田市公の施設の指定管理者の指定同意についての

要点のご説明を申し上げます。 
まず１番目といたしまして、安芸高田市の基幹集会所設置及び管理条例

でございます。施設の名称につきましては下佐コミュニティセンター、指

定管理者にいたしましては下佐振興会会長永井光宣様でございます。所在

地につきましては安芸高田市高宮町佐々部の１５２２番地の２でござい

ます。指定の期間につきましては平成１７年４月１日から平成１８年３月

３１日まででございます。 
２項目目といたしまして、安芸高田市吉田サッカー公園及び吉田温水プ

ール設置及び管理条例に関係する施設でございます。施設の名称はこの度

完成をいたしました吉田温水プールでございます。指定管理者におきまし

ては財団法人安芸高田市地域振興事業団理事長浜田一義でございます。所

在地といたしましては、安芸高田市吉田町吉田４０６番地、指定期間につ

きましては平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日まででござい

ます。以上で、要点の説明を終わります。 
◯松 浦 議 長   これで要点の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

◯熊 高 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １０番、熊高昌三君。 

◯熊 高 議 員   はい。指定管理を行うこと自体には異論はありませんけども、２の安芸

高田市吉田サッカー公園及び吉田温水プールの設置の管理条例の関係で

指定管理者を置くということですが、役割の分担というんですかね、機

能をどういうふうにしていくか。例えば、健康増進のいろいろメニュー

を組んでいくとか、そういったこと、教育委員会の関係だというふうに

思いますけども、どこまでをその指定管理者が行って、どこまでを市が

そういう運営の中身を関わっていくのか、その辺についてあわせてこの

際、お聞きしたいと思います。 

◯松 浦 議 長   ただ今の質問に対し、答弁を求めます。 

教育次長、杉山俊之君。 

◯杉山教育次長   それでは、温水プールの関係でございますが、一応、プール全体につき

ましては業務委託管理ということで、事業団の方へお願いするということ

でございます。収納関係につきましては一応、市の方へ料金の方は入れて

いただくという考えで、今回１７年度予算をさせていただいております。 

それから、いろんな教室とかにつきましてもですね、一応事業団がそう
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いうインストラクター等も含めて運営をしていただくというふうに、現在

のところ考えております。 

◯熊 高 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １０番、熊高昌三君。 

◯熊 高 議 員   はい。じゃあ、すべて事業団の方へ任して、市の方は一切関わらんとい

うふうになるんですか。そういうことになれば、本来の目的である方向と

いうのを、しっかり最初の契約の中でうたうとか、そういうことをされる

ということですか。 

◯松 浦 議 長   答弁を求めます。 

教育次長、杉山俊之君。 

◯杉山教育次長   ご質問のとおりでございます。 

◯熊 高 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １０番、熊高昌三君。 

◯熊 高 議 員   サンフレッチェの関係をした施設がありますんで、サッカー公園の方は

当然、サンフレッチェの方が主体というように聞いておりますけども、プ

ールの方はサンフレッチェの方は使わんのだというような話しも上がっ

ておりますが、そこらの関係ははっきりと確認をしてあるんでしょうか。

あるいは現在サッカー公園の方、サンフレッチェがトレーニングルーム等、

使っておりますけども、管理条例を充分見ておりませんけども、サンフレ

ッチェが使う時には市民は使えんのだとかいうこともございますし、例え

ば、トレーニング中にサンフレッチェの選手がパンツ１枚でウロウロする

とか、そういった例もあるようです。ですからそういった管理はすべて事

業団に任せて、市の方は関係ないということですか。 

◯松 浦 議 長   答弁を求めます。 

教育次長、杉山俊之君。 

◯杉山教育次長   サンフレッチェの方はですね、そりゃあ、吉田町時代につくられるとき

にも、サンフレッチェの協力をいただくということで、使用料につきまし

てもですね、年間２００万円ほど収納いただくようにさせていただいてお

ります。また、利用について、出入りについてそういうパンツ１丁とか、

そういうことにつきましては、これは社会人としての認識でございますん

で、そこらは市といわず注意はさせていただきますけど、一応、事業団へ

お願いして管理運営についてはすべて事業団でお願いするというのが教

育委員会の考えでございます。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はございませんか。 

 〔質疑なし〕 

ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

 〔討論なし〕 

討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。 
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これより、議案第１４号、安芸高田市公の施設の指定管理者の指定同意

について（安芸高田市基幹集会所設置及び管理条例ほか１件の条例）の件

を、起立により採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 〔起立多数〕 

起立多数であります。 

よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第３２  議案第１５号 安芸高田市総合計画の策定について 

◯松 浦 議 長   日程第３２、議案第１５号、安芸高田市総合計画の策定についての件を

議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第１５号、安芸高田市総合計画の策定について。 

本案は、地方自治法第２条第４項の規定に基づき、平成１７年度から平

成２６年度までを期間とした｢新市建設計画」を基本として「安芸高田市

総合計画」を策定したものでございます。よろしくお願いいたします。 
◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯田丸自治振興部長   議長。 

◯松 浦 議 長   自治振興部長、田丸孝二君。 

◯田丸自治振興部長   それでは、議案第１５号、安芸高田市総合計画の策定について、要点の

ご説明を申し上げたいと思います。 

安芸高田市総合計画につきましては２月２日の第１回総合計画の策定

審議会から、３月１日の第３回審議会まで、３回の審議会で審議をいただ

き、３月４日審議会会長から市長の方へ答申をいただき、本定例議会に提

案をしたものでございます。 

審議会からの答申でございますけれども、審議会での意見については計

画に充分反映されており、本格的な地方分権型社会により、安芸高田市を

最大限に生かすことの計画となっていることと評価しますという、答申を

いただき、２つの付帯事項を付けていただいております。１つは市民をは

じめ、本市に関わる幅広い人々と行政がより一層強いパートナーシップを

築きながら取り組むこと。２つめは、本計画は、新市建設計画を基本とし

ているが、６町合併後の環境変化と厳しい財政状況に鑑み、計画的に実施

することという答申をいただいております。 

本計画でございますけども、計画の構成は序論、基本構想、基本計画、

計画の推進の４点から構成されているものでございます。基本構想につき

ましては、マスタープランと位置付けられております本市の建設計画を基

本的に踏襲するとともに、基本計画につきましては施策の大綱に沿って基
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本計画の基本的考え方を具体化したものであります。以上で、説明を終了

します。 

◯松 浦 議 長   これをもって要点の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

質疑につきましては、当初議運の委員長さんが申しましたように、所管、

総務常任委員会に付託して審査するということになっておりますので、省

略させてもらってよろしいですか。 

 〔異議なし〕 

異議なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。 

本件については、所管の総務企画常任委員会に付託して審査することに

いたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

 〔異議なし〕 

ご異議なしと認めます。 

よって本件については、総務企画常任委員会に付託して審査することに

決定いたしました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第３３  議案第１６号 安芸高田市まちづくり委員会設置条例 

◯松 浦 議 長   日程第３３、議案第１６号、安芸高田市まちづくり委員会設置条例の件

を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第１６号、安芸高田市まちづくり委員会設置条例でございます。 

本案は、安芸高田市のまちづくりの基本でございます、市民の主体的な

参画と協働のまちづくりを推進するため、条例を制定するものでございま

す。よろしくお願いいたします。 
◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯田丸自治振興部長   議長。 

◯松 浦 議 長   自治振興部長、田丸孝二君。 

◯田丸自治振興部長   それでは、議案第１６号、安芸高田市まちづくり委員会設置条例につい

て、要点の説明をさせていただきます。 

本条例案は、地域振興組織、市内３２ございますが、それの２４名の代

表によりまして、まちづくり委員会準備委員会を設置をしていただき、９

月２２日から１月１８日の間、４回の会議をもちまして、原案の検討をし

ていただいたものでございます。 

まず、設置でございますが、第１条でその目的を明らかにしております。

市民のまちづくりへの主体的な参画と協働のまちづくりを推進するため、
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本委員会を設置するということでございます。所掌の事務でございますが、

第１項において３点挙げております。地域振興組織及び連合組織間の連

絡・連携及び調整に関すること。２番目に市民参画と協働のまちづくりの

推進に関すること。３番目に新市建設計画の執行状況の把握に関すること。

２項目としまして本委員会はその他必要と認める事項について審議をし

て、市長に対して意見を述べることができるということを第２項で規定を

しているものであります。 

組織でありましたけども、委員会は委員３６名以内で組織をするという

ことで、地域振興連合組織を代表する者、それから学識経験者ということ

で、市長が委嘱するものであります。任期につきましては２年ということ

で、委員が欠けた場合につきましては、補欠の委員の任期は前任者の在任

期間とすると。さらに再任を妨げないとするものであります。 

本委員会には委員長１名、副委員長５名をおきまして委員会の互選によ

り定めるということにしております。 

その他、会議等につきましては、通常のこうした設置条例のものでござ

いますので省略をさせていただきます。 

なお、第７条におきまして、小委員会を設けまして専門的なことについ

て調査審議を行うこととしております。以上であります。 

◯松 浦 議 長   これで担当部長からの要点の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

◯岡 田 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １８番、岡田正信君。 

◯岡 田 議 員   これ５条でね、５人副委員長がおると。それはそれなりの意味があると

思うんですが、その意味と、委員長と新たに委員長の指名するというんじ

ゃけえ、５人の内だれかしてんじゃろうが、この５名というのはどっから

出たんですか。 

◯松 浦 議 長   自治振興部長、田丸孝二君。 

◯田丸自治振興部長   本委員会は、ご質問のとおり副委員長を５名置くというようにしており

ますけども、この所掌の事務にございますように、まずは地域振興組織、

それを育成し、そのためにも連合組織間の連携等をですね、強めていこう

ということを、まずは大きな１つの柱にしております。そういった意味で

は常にこの三十数名の委員さんに集まっていただいて、具体的な方針等を

議論していくというのはそぐわないということがございましたので、いわ

ゆる旧町単位で出ていただいて、その方をもって、委員長、副委員長会議

等のかたちで、いわゆる具体のですね、ところの協議等をさせていただい

て運営をしていくと。その方が良かろうと、そういう準備委員会の結論の

中でこのような５名の副委員長というかたちになったものであります。以

上でございます。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

◯亀 岡 議 員   議長。 
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◯松 浦 議 長   ２０番、亀岡等君。 

◯亀 岡 議 員   これ、ちょっと分かったようで分かりにくいんですが、まちづくり委員

会が、市民が自治振興組織をもってまちづくりを、しかも行政と協働のま

ちづくりを進めていくという場合の件についてですね、このまちづくり委

員会というのはどこの時点でどうしたことを関係していくのか。例えば、

住民と行政が、ある時期をおいてまちづくりの地域要望に基づく事業計画

等をできたとしますね。でしたらそれを行政が施策として、こりゃあやっ

ていきたいと、やっていくべきだというようなことが考えられる場合、同

じようなんがまたどっかの自治組織、地域づくりの計画ができてきたとき

にですね、じゃあそれをまちづくり委員会が、どこかで、これが施策とし

て行政が関与し、あるいは支援して進めるべきだというようなことにね、

関わってくるのか。早く言えば、このまちづくり委員会がどこらでその、

どういう役割をもって関係していくんかというのが、未だにどうもですね、

言葉の上ではなんか分かりそうなんだが、はっきりせんというふうに思う

んですが、そこらのところはどうですか。私が問うていることが脱線して

おれば、またその点もご指摘いただきたいと思います。 

◯松 浦 議 長   答弁を許します。 

自治振興部長、田丸孝二君。 

◯田丸自治振興部長   はい。例えばある地域でワークショップ等々をやりながらですね、地域

の総合的な計画をつくられたと。これについて私は、現在のいわゆる新市

の制度なり、またはそれぞれの地域の独自の力なり、またはの中で実施を

される計画をつくられてくるんだろうと思うわけです。それにハマらない、

例えば、新しい視点の中でご支援をしなくてはいけないというふうな計画

が、仮に、計画というよりか、事業が出てきたというふうなケースのこと

なんだろうと。計画そのものを全体をまちづくり委員会がいいとか、悪い

とかいうことではないと思います。それはその振興会の中で、主体的にや

はり決定をし、されてるべきだと思います。先ほど言いましたように、そ

ういった新しい視点の中で、いわゆる現在の制度にないもの等が、やはり

出てくるといった場合に、それではこの制度を新市の全体の制度としてつ

くっていくべきなんだろうかと。もしくはそこのいわゆる地域の特有の課

題として、特別に行政のご支援をしていくべきなんだろうかと。等々のか

たちのものが、いわゆるそれぞれの地域からそういう課題が出てくると思

いますけども、そういったことを全体としていわゆる協議をしていただく。

当然、その中には行政としても参画して、喧々諤々とした議論をしていく

と、このようなかたちになるんだろうというふうに理解をしております。 

◯亀 岡 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   ２０番、亀岡等君。 

◯亀 岡 議 員   ２０番です。としますとですね、今言われましたところまではわかりま

したよ。それを政策決定といいますか、例えば行政がですね、一緒になっ

て実現しようと、まとまった計画と言いますか。そこを決定していくこと

に大きな役割を持つことになりますか。このまちづくり委員会。そういう
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ことですか。 

◯松 浦 議 長   答弁を求めます。市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   亀岡議員さんのご指摘はおそらく議会と将来振興会と、どういう位置付

けになるかということを問われておるんじゃなかろうかと、このように思

います。合併５２人の委員さんで建設計画を立てる段階でですね、地域審

議会というのが国にあるわけですよね。制度というのが。この住民の意見

を聞くシステムとして、地域審議会をつくるか、つくらんかという論議を

やったわけでございますが、この地域審議会は市長がそれぞれ任命すると、

こういうことになっておるわけでございます。そうすると、やり方によっ

ては、この審議会というのはですね、本当に下から上がった住民の声を反

映せんような第二議会になる心配があるんだと、こういうようないろいろ

論議をいたしまして、そういうものではいけないと。やっぱり住民と行政

の協働のまちづくりということになると、互いに住民のサイドも汗を流す、

行政も汗を流すという、そういうような関係でないといけないと、こうい

うことで、この３２の振興会の代表、もちろん振興会の会長さんはそれぞ

れの地域の一番信望のある人が会長さんになられます。その中からまた出

ていただくと。代表に出ていただいて、それでまちづくり委員会を構成す

るということでありますので、市長の意向とか、市の意向は人選にはまっ

たく関係がないと、こういうことであります。そういうことでやっぱり本

当の住民の自治の組織の代表であろうと、このように思います。したがっ

て、そこでいろいろ話しをする中で、そいじゃあこの地域はまだこれがな

いから、これをほいじゃあやろうかという、いろいろ要望が出てくると思

います。先般も美土里町へ行きましたら、小学校の跡地をどうするかとい

う問題で、それぞれ振興会からかなり具体的な提案や、かなり費用のかか

る提案も出て参りました。 

そういうことで、そういうときには私はできればそれぞれの振興会の顧

問役でですね、やっぱり議員さんがおっていただくという方が一番望まし

いんじゃないかと思いますし、うまくいくんじゃないかというように思い

ます。したがって、それぞれの振興会の意見は聞きますが、１つのものを

つくっていこうというときには、もちろんこういう問題がありますという

協議の段階で、それぞれの地域の議員さんのご意見を賜りたいと、いうよ

うに考えておりますので、振興会が先行してですね、議員さんを飛び越え

て事業ができるというようなことは、我々も考えておりませんので、よろ

しくお願いします。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

◯亀 岡 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   ２０番、亀岡等君。 

◯亀 岡 議 員   議会がですね、議会が出番がどうとかいうのはもちろん合併推進の段階

でですね、市長のおっしゃる議論はありました。それはよく承知をしてお

りますが、どうもですね、どこでそのまちづくり委員会がどういう役割を

果たすのかというのがですね、今ひとつはっきりしないですね。どうも私
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の理解がまずいのかどうか分かりませんが。ですからこの間横田へもおい

でいただいて、私たちも同席しました。 

それでですね、当局の方におかれては、大変な中身のある計画だと。し

かし財政的にはどうなんかのというような、不安を持っておいでだという

のは私たちも承知して帰りましたが、じゃあ、そのことに対してですね、

まちづくり委員会はそこに対してどのような立場であるいはそこをどの

ように判断し、まちづくり委員会としてどう出て行くのか、そこらがどう

もわからんです。今ひとつ。 

ですから、我々は最終的にはこの行政が施策、市政が関わる施策として

推進していく場合は、最高意志決定機関としてですね、そこへタッチしま

すが、その市が議会へ出してくる案になるように、どこかでまちづくり委

員会がそこへタッチしてくるんか、そこらのところが今ひとつどうもわか

らんのですよね。その役割の中身。聞こえはいいんですよ、このまちづく

り委員会は市民の進める地域づくり。そのことに関係して審議をしていく

というのは、言葉ではわかりますが、どうもですね、納得ができないと、

ようわかりにくいということなんですよ。以上です。 

◯松 浦 議 長   答弁を求めます。 

市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   この問題はおそらく今からの問題の大きな課題になると思います。ご指

摘のことはですね。したがって、まだやってみにゃあわからんことでござ

います。どういう方向にこのまちづくり委員会がいくかということなんで

すが。しかし、まちづくり委員会というのはそれぞれの地域の課題をです

ね、やっぱり行政と話しをしながら本当にどの地域におってもいい暮らし

のできるような、そういうものでこの振興会そのものは、事業をやる振興

会ではないと思います。そりゃあ、要求、話し合いの中にあっては、ここ

にこういう施設が足らんから、そいじゃあそういうものをやろうかと、こ

ういうことはあろうと思いますが、本来の意味はコミュニティの団体とい

うことでございます。 

まちづくり委員会でいろいろその議員さんももう２２人に限られてお

りますんで、なかなかそういう末端の意見をストレートに言うてもらうと

いうことも難しいところもございましょうし、３２の振興会の意見をまと

めて、それぞれここにはこういう課題が、ここにはこういう課題があると、

そういうものをひとつ行政へつないでいこうと、こういうような主旨と、

本来の主旨というのは、その地域でですね、どがあにい活動するかと。い

い地域をつくっていくための活動そのものが、この団体の振興会の活動だ

ろうと思います。そういうことで、この振興会がものをつくるための圧力

団体になったりですね、要望団体になってきますと、ちょっと本来の振興

会から外れてくるというように私は思いますので、そういうときにはやは

り議員さんにもいろいろご相談をしながら、やっていく必要があろうと、

このように思います。 

高宮町で２０年あまり振興会活動をやった中で、議員さんと振興会とい
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う関係をどうするかというのはですね、いろいろ論議があったわけでござ

いますが、やはり議員さんの活動分野はこういうもんだと。したがって、

私はできれば議員さんは顧問役で入ってもらえればですね、いろいろな会

議でその振興会の中でどういう課題があるかというのも、議員さんもお分

かりになると思いますので、そこらは今後の、生まれたばっかりでござい

ますので、今後うまく育っていくように、議員さんの方もお力添えをいた

だきたいと、このように思います。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

◯青 原 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １１番、青原敏治君。 

◯青 原 議 員   はい、１１番、青原です。これは確かちょっと聞いた覚えがあるんです

が、今ちょっと思い出せないんで、自治振興部長に聞くんですが、今の３

条ですね、組織、委員３６名以内で組織するということになって、地域振

興連合会組織の代表する者になっとりますよね。あれは６人しかおってん

ないんですが、どういうふうな人選をされとるんか、ちょっとお伺いでき

れば。 

また、学識経験者というのはどういう人たちが入られるのか、お聞きで

きればお願いいたします。 

◯松 浦 議 長   答弁を許します。 

自治振興部長、田丸孝二君。 

◯田丸自治振興部長   はい。３条の関係でございますが、地域振興連合組織を代表する者とい

うことで、これは会長ということでなしに、代表して現在の段階では５名、

それぞれお願いすればと。一応、当初は３０名で発足をしていけばという

ふうな考え方を持っております。 

学識経験者につきましては、いわゆる通常の学識経験ということではな

しに、本来の意味で大学の先生であるとかですね、そういうふうな専門的

なやはり指導をしていただける、そういった方を機会があればなっていた

だけばということで、設置をしたものであります。以上であります。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

◯小 野 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   ５番、小野剛世君。 

◯小 野 議 員   この所掌事務についてお尋ねをいたしますけれども、市長の方からもい

ろいろとお答えがございました。地域審議会のことに関わってのこともお

聞きしておりますけれども、１番、２番、３番と書いてございますんで、

大きく２番目に書いてございますけども、具体的にはどういうことをイメ

ージしてここにこういう文言が載っているのか。パッと見ただけではわか

るようで、わからない部分があります。したがって、もう少し詳しくこの

中身をお知らせいただきたいということと、それから３番目の新市の建設

計画の執行状況の把握ということに関することとありますけども、これは

把握してどのようにしたらいいのかということ、この辺についてちょっと

ご説明をいただきたいと思うんであります。 



 84

◯松 浦 議 長   答弁を求めます。 

自治振興部長、田丸孝二君。 

◯田丸自治振興部長   第２条の関係でございますけれども、まず第１項の地域振興組織及び連

合組織間の連絡・連携及び調整に関することということでございますけれ

ども、これは例えば先ほど申し上げましたように、まず地域振興組織、さ

らには支所単位、または吉田を含めそうでありますが、旧６町で組織しま

す連合組織、これのやはり活性化を図っていくと。そのためには当然それ

ぞれの地域で先進的にやられてること、またはこういうことで悩んでいる

というふうなことも含めてですね、ざっくばらんにやはり議論ができる、

あるいは意見交換ができる、そういったことをまずはすべきだろうという

ことであります。 

それと２番目の市民参画と協働のまちづくりの推進に関することとい

うことでございますけども、先ほど市長の方からございましたように、い

わゆるそれぞれの地域の中での課題、これをいわゆる全市的な課題として

一定の施策なり、事業なり、やっぱりこう、組み立てていくべきなんだろ

うというふうなかたちのものが私は出てくるだろうというふうに思いま

す。そういったものにつきましては、やはりこの第２項の中で処理がされ

るんだろうというふうに思います。当然そういったものは、議会の方へご

相談申し上げたり、また条例等においてはおかけをして、議決をいただい

て、執行というかたちになるわけでございますが、いわゆる原案を策定す

る段階において市民参画を保証していくというかたちのものであると思

います。 

次に第３号の新市建設計画の執行状況の把握に関することということ

でございますが、先ほど市長の説明にありましたように、地域審議会を設

けないということもございますんで、ただ、マスタープランとしての建設

計画は非常に重たいものがございます。したがいまして、その執行状況等

につきましては、それぞれの地域での代表の方にもやはり把握をしていた

だく必要があるだろうということで、第３号を入れたものであります。 

次に、２項の委員会はその他必要と認めるについて審議し、市長に対し

て意見を述べることができるということでございますけれども、例えば今

の２項、もしくは２号、３号等に関しまして、これはやはりこのようなか

たちで市長にはお願いをしたいと、こういう強い要望、意見等々が委員会

の中でトータルまとめられましたときには、いわゆる市長に対して意見を

述べていくという機能も持っているものであります。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

 〔質疑なし〕 

質疑が出尽くしたようなんで、これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

 〔討論なし〕 

討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 
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◯松 浦 議 長   お諮りいたします。 

これより、議案第１６号、安芸高田市まちづくり委員会設置条例の件を、

起立により採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 〔起立多数〕 

起立多数であります。 

よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第３４  議案第１７号 安芸高田市土師ダム周辺環境整備施設設置及び 

                       管理条例の一部を改正する条例 

◯松 浦 議 長   日程第３４、議案第１７号、安芸高田市土師ダム周辺環境整備施設設置

及び管理条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第１７号、安芸高田市土師ダム周辺環境整備施設設置及び管理条例

の一部を改正する条例でございます。 

本案は、地方自治法第２４４条の２第８項の規定による、利用料金制度

の導入及び閉鎖された施設を整理するために、安芸高田市土師ダム周辺環

境整備施設設置及び管理条例の一部を改正する必要が生じましたことか

ら、条例を改正するものでございます。よろしくお願いします。 
◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯田丸自治振興部長   議長。 

◯松 浦 議 長   自治振興部長、田丸孝二君。 

◯田丸自治振興部長   それでは、議案第１７号、安芸高田市土師ダム周辺環境整備施設設置及

び管理条例の一部を改正する条例について、要点のご説明を申し上げます。 

土師ダム周辺環境整備施設につきましては、既に指定管理者制度により、

八千代町開発公社を指定管理者といたしまして、運営をお願いしとるとこ

でございますけども、利用料金制度になっておりませんでした。この度、

利用料金制度に移行し、指定管理者が創意工夫に基づいた経営努力がより

発揮しやすい環境に整えていくものでございます。また既に事業を廃止も

しくは撤退した施設がございますので、これらの施設につきましては、条

例から削除させていただくものでございます。 

お手元の方に、新旧の比較表をお届けしておりますので、それによりま

してご説明申し上げたいと思います。まず第１１条の関係でありますが、

行政が直接やる場合には使用料という表現をしておりますけども、指定管

理者制度、そういった業者等にお願いする場合には利用料金という表現に

なります。第１条におきましては、別表第３に定める額の範囲内において

指定管理者が予め市長の承認を受け、云々かんぬんということで利用料金
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を定めるというかたちになっております。つまり、言ってしまえば利用の

多いものについては料金を上げることになっておりますし、利用の少ない

ものについては料金を下げて利用を促すと、こういった臨機応変な対応が

できるということでございます。２項につきましては利用料金はどのよう

に定めるべきかという原則を示しておるものでございます。さらに３項目

で利用料金は指定管理者の収入として収受されるということでございま

すので、今まではこの使用料として市の方へ全額入っておりましたけども、

今度からはそれは公社の収入として入って、その分、差し引いた額を管理

委託料として支払っていくと、こういうかたちになるわけであります。第

１２条につきましては利用料金の減免の制度であります。さらに１３条に

つきましては利用料金の還付の規定でございます。 

次のページでございますが、別表の第１でございますが、先ほど申し上

げましたように、使用されてない施設、または封鎖された施設がございま

すので、それの整理。また一部、多分欄が違うところに施設名が書いてあ

ったりということがありましたので、それを整理させてもらったものであ

ります。 

土師ダム記念公園で、右側の改正案に記念公園とありますが、ここにい

わゆるスポーツランド施設の項にありましたものを、そこの方に移させて

いただきました。それから土師ダムスポーツランド施設、右側の方であり

ますが、網掛けをしておりますが、テニスコート、ダム下、それからスキ

ー場の下とありますけども、これは合わせてテニスコートとされていただ

いております。それから人工スキー場、エスキーテニスコート、草原ボブ

スレー、ローラースケートにつきましては現在施設を封鎖しておりますの

で、これについては削除させていただきました。 

次に八千代レイクリゾート施設でございますが、野球場、ダム下、これ

は既に閉鎖されておりますので削除させていただき、野球場、これは上土

師にございますのは、現在も使っておりますので、それを残させていただ

いております。さらにバーベキュー広場につきましても閉鎖しております

ので、削除させていただきました。それから現行の右下の山村都市交流施

設、食堂でございますが、これは八千代サークリングターミナルに隣接し

ておりますのでそこに入れさせていただいております。これが施設関係の

整理をしたとこでございます。 

失礼しました。差し替えということで、資料の左肩に掲げております。

それを見ていただきたいと思います。 

次のページでありますが、別表第２、第７条関係でございますけども、

開館の時間でございますが、山村都市交流施設８時３０分から午後５時ま

でを、午前９時から午後９時までというふうに改めております。 

次に別表第３でありますが、これが使用料、それから利用料金への移行

の表でございます。使用料から利用料金への移行につきましては、概ね１．

５倍程度を利用料金と設定させていただきまして、その範囲内でいわゆる

管理者が市長と協議して定めることができるという中身にさせていただ
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いております。ただ、当分の間は現行の使用料で動いていくということに

なろうかと思います。以上で説明を終了いたします。 

◯松 浦 議 長   これをもって要点の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

◯明 木 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １番、明木一悦君。 

◯明 木 議 員   開園時間について質問いたします。スポーツ施設、土師ダムスポーツラ

ンド施設、また記念公園、リゾート施設等はですね、これについては野外

でもありまして、冬と夏の時間が日照時間ですね、これが違うと思われる

んですね。そのためにですね、例えば５時までという規制をしてますと、

夕方の明るいですね、夏時間等にですね、やはり夕方遅くても利用できる

可能性があると思われるんですけど、その辺りはどのようにお考えですか。 

例えば、サマータイムの導入とかですね、その辺りはお考えになられな

いでしょうか。 

◯松 浦 議 長   答弁を許します。 

自治振興部長、田丸孝二君。 

◯田丸自治振興部長   確かに議員ご指摘のとおり、とりわけ夏等におきましてはですね、６時

まで等々の使用というのは今から考えていくべきだろうというふうにも

思われます。現在の状況におきましては、この間の経過ということもござ

いますので、当面これでいかせていただきたい。ただ、この八千代の開発

公社の運営等につきましては、職員も含めまして抜本的にですね、運営を、

やり方を含めて変えていこうと、そういうかたちで取り組みをしておりま

すので、その中で具体的にどのようにしていくかということを協議をさせ

ていただけばというふうに思います。 

◯明 木 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １番、明木一悦君。 

◯明 木 議 員   はい。人工スキー場とかですね、エスキーテニスのコートとか、草原ボ

ブスレーがあった場所等のですね、空き地利用。またですね、今の時間帯

についてもですね、あまり３セクでやられるんであれば、こういう既成概

念にとらわれないようなですね、企業的な観点からの経営ができるような

ですね、柔軟なる対応の条例整備にしていただければというふうに考えら

れますが、どのようにお考えでしょうか。 

◯松 浦 議 長   自治振興部長、田丸孝二君。 

◯田丸自治振興部長   議員ご指摘のとおりだというふうに思います。先ほど申し上げましたよ

うに、現在公社の方でも新年度から組織も一変し、いわゆる収益の拡大へ

向けた取り組みをですね、真剣に取り組んでいくと、こういったことで動

いておりますので、そういった動きをもう少し見てやっていただきたいと

いうふうに思います。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

 〔質疑なし〕 
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質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

 〔討論なし〕 

討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。 

これより、議案第１７号、安芸高田市土師ダム周辺環境整備施設設置及

び管理条例の一部を改正する条例の件を、起立により採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 〔起立多数〕 

起立多数であります。 

よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

◯松 浦 議 長   皆さんにお諮りいたします。 

本日の会議時間は、議事の都合によって延長したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

 〔異議なし〕 

ご異議なしと認め、本日の会議時間を延長いたします。 

この際、１７時５分まで、１０分間休憩いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後４時５５分 休憩 

午後５時０５分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第３５  議案第１８号 安芸高田市税条例の一部を改正する条例 

◯松 浦 議 長   それでは、休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

日程第３５、議案第１８号、安芸高田市税条例の一部を改正する条例の

件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第１８号、安芸高田市税条例の一部を改正する条例でございます。 

本案は、不動産登記法の改正に伴い、安芸高田市税条例の一部を改正す

るものでございます。よろしくお願いします。 
◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯廣政市民部長   議長。 

◯松 浦 議 長   市民部長、廣政克行君。 

◯廣政市民部長   議案第１８号、安芸高田市税条例の一部を改正する条例の要点のご説明

を申し上げます。 

本案は、国の法律第１２３号になります不動産登記法、明治３２年法律

第２４号の全部を改正することに伴いまして、関連する税条例の一部を、
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条文の変更を行なうものであります。５４条関係は、固定資産税関係でご

ざいまして、固定資産税は固定資産、土地、家屋、償却資産に対しそれを

所有者に課すると明記しておりますが、条文中に土地、登記簿、また家屋

登記簿とそれぞれ明記してあります。文言を登記簿に一元化するものでご

ざいます。 

次に７２条につきましては、同じく固定資産税に関するもので、申請ま

たは申告しなかったことによる固定資産税の不足額及び延滞金の徴収を

明記しておりますが、同様に、国の法改正によりまして適用条文の変更を

行なうものであります。したがいまして、現行の市税徴収事務の変更はご

ざいません。なお、この条例につきましては、平成１７年３月７日から施

行するものでございます。以上、要点の説明を終わります。 
◯松 浦 議 長   要点説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

 〔質疑なし〕 

質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

 〔討論なし〕 

討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。 

これより、議案第１８号、安芸高田市税条例の一部を改正する条例の件

を、起立により採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 〔起立多数〕 

起立多数であります。 

よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第３６  議案第１９号 美土里町後継者定住促進条例を廃止する条例 

◯松 浦 議 長   日程第３６、議案第１９号、美土里町後継者定住促進条例を廃止する条

例の件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第１９号、美土里町後継者定住促進条例を廃止する条例でございま

す。 

本案は、旧美土里町において若者の定住を促進し、後継者の確保を図る

とともに、地域振興を図るための奨励措置を講じることを目的として、平

成４年に制定された条例について、特定地域を対象とする独自の制度とし

て条例の暫定施行をしておりましたが、その必要がなくなりましたので、
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今回廃止するものでございます。よろしくお願いします。 
◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯立川美土里支所長   議長。 

◯松 浦 議 長   美土里支所長、立川堯彦君。 

◯立川美土里支所長   はい。議案第１９号、美土里町後継者定住促進条例を廃止する条例の要

点説明を行います。 

本案は、ただ今市長の提案理由の説明にありましたように、平成４年に

旧美土里町において若者の定住を促進し、後継者の確保を図って地域社会

の活性化を資することを目的として制定された奨励金制度の条例を廃止

するもので、こうした奨励措置を講じていたのは、旧６町の中で美土里町

だけであり、合併と同時に行われた暫定告示によって施行しておりました

が、合併したことにより、美土里地域だけを対象とする独自の制度として

存続さすことは、困難な状況であることや、合併協においての議論の中で

も全国的にも、さらには近隣の市町村の例からも、こうした給付型の制度

については、合併を期に廃止をされているということを踏まえ、今回廃止

をお願いするものでございます。 
合併後における新たな奨励措置は講じておりません。なお、この条例は、

交付の日から施行をするものです。以上、要点の説明とします。よろしく

お願いします。 
◯松 浦 議 長   これをもって要点の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

◯熊 高 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １０番、熊高昌三君。 

◯熊 高 議 員   １０番、熊高です。これについては総務委員会の方でですね、いろいろ

検討した経緯もありまして、多くの委員の皆さんから美土里町だけの施策

であったということで、あるにしても、いい施策であれば何らかのかたち

で生かす方がいいんじゃないかというような意見もたくさんでておりま

した。そういった観点から、それぞれの各町の条例は若者定住に関しては、

かなりかたちを変えて出てきたのもあろうと思いますね。そういった観点

からこの美土里町の条例を今後どういうふうなかたちで反映していく部

分があるのか、ないのか、その辺を１点お伺いしたいと思います。 
◯松 浦 議 長   自治振興部長、田丸孝二君。 

◯田丸自治振興部長   定住施策全般に関わる問題でございますので、私の方からご説明を申し

上げたいというふうに思います。 

まず、美土里支所長の方からもございましたように、この手の給付型の

定住の制度というのは、実は全国的にも減少しているというように思いま

すけども、広島県においても急激になくなっております。とりわけ合併を

期にした町村におきましては、その低下が著しいものがあります。例えば、

北広島町でございますけども、旧大朝町を含めてこういった制度があった
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ようでございますが、いわゆる経過措置を除いて既に制度そのものは廃止

をしておるというふうなかたちになっております。三次市も三和町等は相

当手厚いそういった制度を持っておりましたけども、これも合併に伴いま

してすべて廃止をされております。また、庄原市におきましてもこの３月

末に新たに合併ということでございますけども、その情報を見てみますと

総領町でも行われておりました事業、多分、利子補給等であると思います

が、そこらは経過措置を残しますけども、他の制度については全て廃止す

るというふうな状況になっております。これは給付型のいわゆる事業とい

うのは、確かに一過性と言いますか、その時は非常にパッと盛り上がるわ

けですけども、だんだんそういった効果が薄くなるというふうなことがあ

ります。 

美土里町の資料を見させていただきましても、平成４年、５年というの

は少しいろんな紹介等もおありになったんだろうと思いますが、転入等、

少し増えておりますが、それ以降は急激に減りましてほとんど効果を現わ

さないという状況が一部見受けられます。さらに、状況によりましては美

土里町の制度の場合は１千万とか２千万とか、そういうふうな単位になっ

てくるということもございますんで、全体に広げるということであれば、

極めて多額の財源を必要になるということ等がございます。 

本市におきます定住の施策につきましては、市長、この間ずっと申して

いただいておりますように、いわゆる総合的な施策の中で、やはり定住策

を考えていくということであろうというふうに思います。道路交通網の問

題にしろ、さらに例えば水耕ネギの施設を昨年ですか、新たに設置をしま

したけども、そこには若い後継者がまちから帰ってきて、そこで技術を習

得して、そして自分でそこでひとつの水耕栽培をしていくという、強い意

識の中でそういうことをしておるというふうにも聞いておりますし、さら

に農畜産物の加工処理施設については、いわゆる新たな雇用ということも

創出されるわけでございます。また、一方では子育ての支援でありますと

か、先ほどからありましたような安全・安心な地域をつくっていきますと

か、そういう総合力の中でやはり定住策をまずは考えていくということが

必要なんだろうというふうに思います。ただ、極めて人口が減少していく

地域につきましては、これはまた特別な手当が必要なんだろうと。そのこ

とがいわゆる若者の定住向けのお好み住宅と、このようないわゆる施策で

あったりするんだろうというふうに思います。そういった意味でいわゆる

特定の人口が非常に減少した地域においても全ての一律にということで

はございませんけども、一応、本市の考え方としてはそのような方向です

べきであろうというふうに考えているとこでございます。 
◯熊 高 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １０番、熊高昌三君。 

◯熊 高 議 員   はい。１０番、熊高です。田丸部長の方でご答弁いただいたんで、かな

り理解はできましたし、支給型というんですかね、そういった施策の見

直しという、当然今の時代ですからそういうこともあろうと思いますん
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で、これまでの成果もあるやに聞いておりますが、逆にその成果も無に

なったというような中身も私は聞いております。そういった観点から新

しい総合施策の中でということでありますんで、例えばこの後出てくる

２５の議案、高宮町の条例廃止をしますけども、これは安芸高田市高宮

町というかたちで条例を市内に、安芸高田市という名前を付けて新しく

なっておりますよね。例えばそういったかたちで先ほども言われており

ましたように、必要であればその地域に合ったようなですね、条例をつ

くっていくとか、総合的にやっていくとか、そういうことも積極的にや

っていただくということを前提にですね、この条例を廃止するというよ

うな方向に、是非ともしていただきたいというふうな思いでおります。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

◯入 本 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １４番、入本和男君。 
◯入 本 議 員   今、部長の説明ではですね、他町の他市の案を出されたんですが、今、

安芸高田市としてですね、人口減に歯止めをかけないといけない時点に、

その魅力があるとかないとか、支給型がいいとか悪いとか、これに対する

代替えもまったくなしに、少子化問題、若者定住と、先ほどの住環境整備

の中で施策の中で、そういう住宅についても若者定住をうたっておりなが

らですね、そういう総花的な感じで高規格とか企業とか、そういうやはり

美土里町一人の住民にとってみてもですね、何らかのかたちをかえてです

ね、その支給型にしても、それを支給型にしなくても３％の利子補給の補

填とかですね、やっぱり若者が住むためには、何らかのかたちに内容を見

たら１年間子どもが産まれたら８万円の支給とかいうのがあったわけで

ございますけど、やはり子どもの少子化についても、あと若者定住にして

もですね、やはりこれは安芸高田市も将来の人口増の問題等を見ましても

ですね、増える予定はしてないと。減る予定をしとると。これは施策で既

に高宮で実証済の川根という実際のそのコースがありながら、こういう具

体的な例をもっと若者に手厚い、手厚いと言うたら語弊ですけども、こう

いう施策もしてありますよと。残してありますよと。これが安芸高田市が

今から協働のまちづくりに励もうとする１つの案ではないかと思うんで

すよね。やはりこれだけのものを金額が動くということは、そりゃあ全体

の市としてもそりゃあ大変なことかもわかりませんけど、何らかのかたち

でですね、具体策の例で安芸高田市としては少子化、若者定住について、

こういう案をつくりましたと。美土里のこういう案に対して案をつくりま

したと、こういう意気込みがあって、私は廃止されるんなら賛成したんで

すが、やはりもう少し若者とか少子化とか、そういう問題をですね、現在

でも非常に学校統合問題も出てきておりますし、そういうところも加味し

たらですね、これは逆に全市に広げていかなければならない施策の１つだ

と私は思うわけなんですが、その点についてどういうふうに考えておられ

るか、お伺いします。 
◯松 浦 議 長   答弁を許します。 
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市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   具体的な問題がもしあれば、また担当部長からお話しをしていきたいと

思いますが、やはり若者定住をどういう施策で定着させるかという課題は、

今ご指摘のとおりで、まさしく急を要する問題であろうと思います。しか

し、ちょっと言葉に語弊があって申し訳ないと思いますが、金で若者に来

てくれという、そういう施策というのは私は正論じゃないと思います。例

えばよその例で言いますと、ふるさとへ帰れば自動車１台提供するとかで

すね、いろいろ今までいろいろな施策をやってきた、全国的にやってきた

わけですが、やはりやったが、この金で釣るというのはなかなか定着せん

というのが実態であります。したがって、本当に若い者が住めるような魅

力のある地域をつくるというのが、我々としては一番大きな課題でありま

す。それにはやはり通勤圏内の時間距離を短縮して、いろいろそういう道

路網等の整備も必要ですし、企業誘致ということも必要ですし、やっぱり

魅力ある田舎をつくっていくと、こういうことも必要なわけで、やっぱり

統合的なそういう施策で我々は努力をしていくと。私個人的には一番効果

のあるのは住宅であろうと思います。若者向けのちょっと安い住宅があれ

ばですね、若者は帰ってくるということでありますし、それから美土里町

の亀岡議員さんのとこでやっておられるように、本当に田舎が好きな人を

呼び込むということ。それなら来たいという人もおるわけでございます。

そういう人を狙いながら、住宅のちょっと安い、若者向けの住宅とかです

ね。 

私は住宅の担当課に言っとるんですが、今後の市営住宅のあり方をもう

一遍再検討してくれと、こういうことでございます。一般の人が入る市営

住宅というのは、これは民間に任せると。市がやらにゃあいけんのは、若

者定住のために住宅を集中的にやらにゃあいけんと。こういうことで、そ

ういうものをやれば、もう若い人は帰ってくる可能性があるというように

思いますし、それからかなり広く募集すれば、田舎が好きだからこっちへ

来たいと。住宅があれば来たいという者が、やはり広島県内、都市に特に

都市部にはそういう人たちが充分おるという見通しがありますので、そこ

らの努力をですね、今後していきたいと思いますんで、やはり視点を変え

た若者定住施策というのをやっていかにゃあいけんのじゃないかという

ように思います。 

◯入 本 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １４番、入本和男君。 
◯入 本 議 員   今、市長がまさに言われるように視点を変えた若者定住施策が提案され

て、この案が廃案になるなら、私らは何にも言わないということでござい

ます。よって私はこの案を継続しなさいと言っとるわけじゃないんです。

これに変わるものの若者定住、今、具体的に言われた市営住宅を将来１０

戸ずつ若者に向けたものを建てますと。そういう条例を案を持っておりま

すとかいう具体的な案があればですね、別に私はこれにこだわっとるわけ

じゃないんです。これを維持せいと言っとるわけじゃないんです。やはり、
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今から安芸高田市を担っていく上には、手段というものがいろいろなくて

は、これだけの広い地域を守っていけないというのが現状だろうと思うわ

けであります。だからこれは今の家賃とか住宅とかどうのこうの言います

けど、保育料とかにも関わってきてですね、保育料が安かったら住宅は

少々高うても来るとかいう問題も起きるわけでございます。やっぱし若い

人はそういうところに、教育費とか保育料とか、そういう就学前の教育費

に対してもかなりあるわけですね。だからそういう施策が見えてないから、

今問いただしとるわけで、やはりこういうものを安易にですね、若者を施

策としたものをですね、これがありながら利用がないということは、いか

につまらない地域をつくっとるかと、我々が。逆にいえばどんどん利用が

ないような地域だとおかしかったわけなんですよね、これだけ優遇されて

も。支給というものがあるのに。だけど、財政面からこういうものに替え

させてもらいますと。若者に対してはこういうかたちでビジョンを持って、

１７年度にはこういう実施計画を出しますという提案があっての廃案な

らいいんですが、その今のような当初からのような、全体像の中で若者に

魅力のあるようなというかたちでは、これは納得ができないと。やはり今、

市長が言われた市営住宅を、今から若者向けに計画して担当課にこれを積

極的にやらせるとこういう回答をいただければ、これは私らも納得するわ

けですから、そこらのあたりをちょっと明確に、もう一度答弁をお願いし

たいと思います。 

◯松 浦 議 長   答弁を許します。 

市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   ただ今申し上げましたように、今後は市営住宅というのは若者向けの住

宅を重点的にやっていくというのは、本年度担当課へ指示をして、研究し

てみいと。ただ、今やりかけの住宅がまだあるわけですよね。この分だけ

はやっぱりやらにゃあいけんということで、これはちょっとこれも言葉が

悪いかと思いますが、わかりやすく言うために、せっかく大金をかけて市

営住宅をつくったが、まちの方から第一線を退かれた人が入って来られた

んでは、何のための大金をつぎ込んだか分からんという問題がある。これ

は人口を増やすということからいえば、これもいいんですが、やっぱり市

はそこまで手が回らんということで、今緊急なのは若者定住の住宅という

ことであります。ご指摘のように、川根地域でそういう施策をやってみて

ですね、やはり本当に田舎が好きだから、ここへ住みたいという人も町に

は若い人がおるわけですよね。やっぱりそういう人を狙って若者定住を図

るという施策は私は当たってくるというような気がするわけなんで、そこ

らを本年度中にですね、具体的に計画を練り直していくというようにして

いきたいと思います。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

◯亀 岡 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   ２０番、亀岡等君。 

◯亀 岡 議 員   川根地域におけるですね、お話しがありましたような住宅施策、これは
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昨年の９月議会でしたか、改めて制度をあれは更新していくのか、何かあ

ったと思うんですよね。ちょっと違っておればまた訂正いただきたいと思

うんですが、今ですね、この合併を期に全ての施策・政策がですね、一元

化・平準化、そういう方向でですね、方向付けをされていくということで

すので、川根地域における住宅施策もやはりですね、全市的にですね、こ

れを普及していくということになっていくよう、今市長が１つの政策でね、

やっていきたいと思われることを今、そういうことじゃないかと思うんで

すよね。大いにその点をですね、全市に普及するというかたちで実現がで

きますようにですね、大いにそういう面で取り組んでいただきたいと、こ

のように思うわけです。特別この案の是か非ではございません。期待をい

たしまして、私の考えを申し述べたわけですが、こういったことについて

いかがでしょう。 

◯松 浦 議 長   答弁を求めます。 

市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   今まで全体的に安芸高田市とすれば、かなりの市営住宅を計画をしてお

るわけでございまして、先ほど申し上げましたように、重点的に若者を定

着させるという、そういう施策の中で公営住宅の制度をですね、考えてい

く必要があろうと、このように考えております。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

◯熊 高 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １０番、熊高昌三君。 

◯熊 高 議 員   冒頭申し上げましたように、総務委員会でいろいろ議論があった中での

委員長としての責任もありますので、もう少し詰めをさせていただきたい

と思いますが、立川支所長さんにお伺いするんですが、美土里町としての

そういう若者定住としてのニーズですよね、そういったものをどんなふう

に掌握されているのか。今、高宮町川根の例がいろいろ挙げて話しをされ

ておりましたが、そういったものが即美土里町に合うかというのはまだ分

かりませんし、これは美土里町に限らずそれぞれ支所長さん５人いらっし

ゃいますけども、やっぱりそういった支所単位の地域のニーズですよね。

しっかり把握をした上で、やっぱり市の企画部との協議をして、やはりこ

の地域にはこういったようなものが必要なんだと、そういった協議を積極

的に支所から挙げていくような、そういった私は今後支所としての役割が

大事になってくる。これは地域間競争にも逆になると思うんですね。いい

意味での競争意識をつくっていくということも含めてですね、この後出て

くる安芸高田市高宮町住宅条例というようなかたちですから、それには高

宮町にしかできん中身の条例なんですよね。これを即美土里町という文言

に高宮町の文を替えればできるのはできるんですけども、そういったもの

がいいのかどうか、そこらをしっかり中身を検討していただいて、今後企

画の方、あるいは市長の方といろいろ協議をしながら、そういった方向で

の条例制定も含めてですね、積極的にやっていくんだというような市長の

答弁だったと思うんですが、改めてそういった意欲を聞かせていただいて、
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私も３回目ですからこれより言いませんけれども、ひとつよろしくお願い

したいと思います。 

◯松 浦 議 長   美土里支所長、立川堯彦君。 

◯立川美土里支所長   はい。１０番議員さんのご質問にお答えをさせていただきたいと思いま

す。この住宅の建設についてのニーズにつきましては、年間といいますか、

あまり多く件数はありませんけども、そういったものを建設して欲しいと

いう要望はでてきておるところでございます。あとはこれまでの施策とす

ればですね、吉田町にも隣の千代田町にも工業団地というのがあって、通

勤圏内でありますので、交通網の道路網の整備をしてですね、そういうと

こへ勤めていただくのが可能であるという意識で自宅から通勤をしてい

ただければというような思いで来た経緯もございます。そうしたなかにあ

って、過去美土里町は旧４つの村が一緒になった地域でございますけども、

それぞれの３地区においては住宅の建設をやってきております。そうした

中にあって生桑地区にないのがありますので、これについては、この後、

既に予算提案をさせていただいておりますけども、住宅の建設の中に１７

年度として取り組みをしていくものもありますので、財政の許す限り、皆

さん方の、また要望に応えていきたいという思いがしとるとこでございま

す。以上、お答えになったかどうかわかりませんが、答弁とします。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

 〔質疑なし〕 

質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

 〔討論なし〕 

討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。 

これより、議案第１９号、美土里町後継者定住促進条例を廃止する条例

の件を、起立により採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 〔起立多数〕 

起立多数であります。 

よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第３７  議案第２０号 安芸高田市堆肥センター設置及び 

管理条例の一部を改正する条例 

◯松 浦 議 長   日程第３７、議案第２０号、安芸高田市堆肥センター設置及び管理条例

の一部を改正する条例の件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 
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◯児 玉 市 長   はい、議長。議案第２０号、安芸高田市堆肥センター設置及び管理条例

の一部を改正する条例でございます。 

本案は、平成１６年度に安芸高田市高宮堆肥センターが完成いたし、平

成１７年４月から稼動することに伴い、設置及び管理条例に同施設の名称

及び位置を追加いたしますとともに、休館日及び利用時間及び利用料金に

ついて、安芸高田市美土里町の堆肥センターの内容にあわせて統一するも

のでございます。 
◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯清水産業振興部長   議長。 

◯松 浦 議 長   産業振興部長、清水盤君。 

◯清水産業振興部長   議案第２０号につきまして、要点のご説明をいたします。 
先ほど市長の方からご説明が申し上げましたように、１６年度で高宮堆

肥センターが完了いたします。これによりまして現在設置をされておりま

す美土里町堆肥センター並びに甲田町堆肥センターに付け加えて、高宮堆

肥センターを条例に追加するものでございます。 
第１表の関係でございますが、これは施設の名称及び位置を定めたもの

でございます。新たに高宮堆肥センターを加えるものでございます。美土

里町、甲田町、高宮の３つの堆肥センターとして設置をするものでござい

ます。 
それから、次に第２表の関係でございますが、これは施設の利用時間等

を定めたもので、新たに同じように高宮堆肥センターを加えるとともに、

休館日・利用時間等を、美土里堆肥センターを同様にするものでございま

す。なお、甲田堆肥センターにつきましては、現行休館日は無休。利用時

間は終日となっていたものも、これも３施設とも、美土里堆肥センターの

休館日・利用時間に統一をするものでございます。 
次に第３の関係でございます。これはセンターの利用料金を定めたもの

で、新たに同じように高宮堆肥センターを加えるとともに、美土里・甲田・

高宮とともに利用料金を１立米あたり５００円と定めるものでございま

す。 
なお、これまでは美土里堆肥センターにつきましては、１立米５００円、

甲田堆肥センターにおきましては無料となっていたものを、美土里堆肥セ

ンターの１立米５００円に、３施設とも統一をするものでございます。以

上でございます。 
◯松 浦 議 長   これをもって要点の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

◯明 木 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １番、明木一悦君。 

◯明 木 議 員   今言われましたように、甲田町の堆肥センターにおいてはですね、無休

ということでやられております。今現在ですね、農業従事者というのは兼
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業農家っていうのが非常に増えてるわけですよね。その中でやはり土曜・

日曜日にですね、こういう堆肥を受け入れに行くような体制があると、利

便性にも使用者、消費者ですね、そちらの利便性にもよろしいですし、ま

たサービスの一環としてですね、そういうことを考えていくべきじゃない

かと思います。どうも、この安芸高田市という行政の中での概念でやられ

てますから、利用時間についても時間がやはり５時ぐらいまでとか設定さ

れてますし、それであれば、平日例えば終業が済んで取りにいけばいいじ

ゃないかと言われてもそれでは間に合わない状況があったりします。やは

りですね、もっと住民のサービス向上ということをですね、これから考え

ていくということが、新市の建設計画の中でもいろんなところでうたわれ

ております。そういうところを考える上でですね、やはりその辺も、やは

り休館日・利用時間等をですね、もう少し柔軟性を持たせるべきじゃない

かなというふうに思うんですけど、いかかでしょうか。 

◯松 浦 議 長   答弁を許します。 

産業振興部長、清水盤君。 

◯清水産業振興部長   １番議員さんの仰せのとおりだと思います。特に中山間地域であります

本市の場合は、兼業農家がかなりのウェイトを占めておられていていただ

いております。そういった中で土曜・日曜での農作業というのが非常に頻

度としては多くなってくると思われます。 

条例の中におきましては、休館日及び利用時間ということで、第４条に

定めておりますが、休館日・利用時間は別表２のとおりとする。ただし、

指定管理者が必要と認めたときは、予め市長の承認を得て休館日・利用時

間等を変更することができるということでございますので、既に甲田・美

土里におきましては、それぞれ指定管理制度で運営をしていただいており

ます。実態といたしますれば、土曜・日曜もですね、堆肥の散布なり供給

を実施をしておるという状況でございますので、そういった特に営農等に

ついての利便性については、そういった意味では充分に対応していきたい

というふうに思っております。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はございませんか。 

◯熊 高 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １０番、熊高昌三君。 

◯熊 高 議 員   はい。１０番、熊高ですが、設置管理条例は特に問題ないと思うんです

が、これまで、旧高宮町時代にいろいろ建設当時からいろいろ情報をいた

だいた中で、今回市内３つの堆肥センターが新しく動くということの中で、

３つの施設の連携ですよね。こういったものをどんなふうにされるのか。

あるいは良質な堆肥をつくって、いわゆる作物の品質を向上させていく、

あるいは今いろいろ叫ばれておる安全な作物をつくるための堆肥として

の価値も出てこようと思うんですね。そういった観点からすると、生産者

であるこの施設と消費者である農家ですよね、特に耕種農家あたりとの連

携というのが非常に大事だろうというふうに聞いております。耕種農家か

らもそういった生産施設の流れというのも充分伝わってこんというよう
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な、いろいろ意見も聞いております。部長の方にもそういう情報が入って

おりますが、どんなふうに応えていかれるのか、そこら辺が今後一番大き

な問題じゃないかなというように思います。 

特に３施設それぞれのトラックとか、マニアスプレッダーとか、いろい

ろ機械設備があるように聞いておりますが、そこらがもう同じようなのを

買って、また同じような使い方しかできないのじゃないか。例えば具体的

に言えば、２トン車あたりでやっとったものを４トン車にしてちょっと大

きいマニアスプレッダーを積んで、１人か２人でそれを積んで歩いて肥料

を振っていくんだというようなこともできるような、具体的な提案も聞い

ておるんですよね。部長も聞いておられると思うんですが、そこらの取り

組みをやっぱり今後一番大事になってくるんじゃないかなという思いが

しますんで、その辺の取り組みについてお伺いしたいと思います。 

◯松 浦 議 長   答弁を求めます。 

産業振興部長、清水盤君。 

◯清水産業振興部長   まず、３つの施設の管理運営の計画でございます。美土里・甲田・高宮

の３施設の運営をこれからしていくということになるわけですが、非常に

この施設の運営につきましてはですね、これまで旧町でそれぞれ非常に苦

労をしていただきながら、施設の管理運営をしていただいておったようで

ございます。なかなか、堆肥の需要と供給によって施設の管理運営をする

というような状況が、非常に難しい施設の内容となっておりますが、いず

れにしてもできるだけ供給と需要の中で施設の管理運営をしていきたい

というふうに思います。一番、管理の中で経費がかかっておりますのが、

人件費の関係が一番ウェイトを占めております。そういった中で、これま

で１６年度をかけまして、美土里・甲田の経費の見直しをですね、これま

で図ってきておりますし、そういった中でもかなりの運営組織の方も非常

にご苦労していただいて、経費の節減に協力をしていただいております。

そういった中で将来的にこの３つを効率よく経営をしていくということ

が、非常に課題点になってきておりますので、これにつきましては、現在

１つの方法としましては民間企業への管理委託というようなことも視野

に入れながらですね、経費のかからない管理運営方法を今後も検討してい

きたいというふうに思います。 

当面はこの３施設につきまして、運営についての連絡協議会のようなか

たちのものは当然組織をしていきたいというふうに思いますし、持ち込み

料等の統一化もお願いしてきましたし、堆肥そのものの販売単価について

も１７年度以降につきましては統一をしていきたいというふうにも思っ

ております。これらについても各現在運営していただいておる団体との協

議もしてきておりますし、そういったかたちで３つの施設がですね、良質

の堆肥が生産できるように管理運営の方も今後充分に検討していきたい

というようにも思っております。 

それから、使用者の農家の、特に耕種農家の方になろうかと思いますが、

そういった農家の方から利用者側としてこういった堆肥をつくってもら
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いたい、こういった時に堆肥を供給してもらいたいというような要望がい

ただいておりますが、これらにつきましてもできるだけそういった要望に

応えられるような堆肥の生産システムをつくっていくためにも、堆肥の生

産あるいは供給のひとつの組織をですね、立ち上げさせていただいて、つ

くる方と使う方の意見をですね、意見をいただく場を是非設けていきたい

というふうにも思っております。 

これまで、耕種農家の方、特にＪＡのそれぞれの米の部会でありますと

か、野菜の部会あるいは果樹の部会ともですね、連携を取りながら、当然、

運営について取り組みをしていくというようなことになろうかと思いま

す。 

いろいろとこれまでご意見はいただいておりましたが、それに要望に応

えさせていただいた部分もございますし、なかなかそのご要望にお応えで

きなかったりというところもございますが、予算の範囲内でできるだけ効

率的な施設なり、機械の整備をですね、今回させていただいたというふう

に思っております。 

今後におきましては、施政方針の中にもありますように、循環型農業の

システムを構築していくということに重点を置いて、生産者と利用者の連

携を密にしながらですね、堆肥の生産に努めて参りたいというふうに考え

ております。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はございませんか。 

 〔質疑なし〕 

ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

 〔討論なし〕 

討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。 

これより、議案第２０号、安芸高田市堆肥センター設置及び管理条例の

一部を改正する条例の件を、起立により採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 〔起立多数〕 

起立多数であります。 

よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第３８  議案第２１号 安芸高田市ふれあい農園設置及び 

管理条例の一部を改正する条例 

◯松 浦 議 長   日程第３８、議案第２１号、安芸高田市ふれあい農園設置及び管理条例

の一部を改正する条例の件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。  

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 
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◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第２１号、安芸高田市ふれあい農園設置及び管理条例の一部を改正

する条例でございます。 

本案は、向原ふれあい農園の位置について、地番に誤りがありましたの

で位置の地番を訂正するものでございます。 
また、使用料について減免規定などの見直しを行い、それぞれ実態に合

わせて変更するものでございます。よろしくお願いいたします。 
◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯清水産業振興部長   議長。 

◯松 浦 議 長   産業振興部長、清水盤君。 

◯清水産業振興部長   議案第２１号、安芸高田市ふれあい農園設置及び管理条例の一部を改正

する条例について、要点のご説明をいたします。 
まず最初に、別表第１の関係でございます。これは施設の名称及び位置

を定めたものでございます。この中で向原ふるさと農園の位置を示す所在

地番に誤りがありましたので、一部を訂正するものでございます。訂正地

番は、最初に挙げております３８１５に変えるものですが、現行が３６１

６番地でございます。これを３８１５番地に改めるものでございます。 
次に別表第２の関係でございますが、年間使用料を定めたものでござい

ます。本表中ただし書きにおいて減額措置として、向原並びに尾原ふれあ

い農園におきましては、安芸高田市向原農林大学学生への減額措置、高田

原ふれあい農園におきましては、年度中途からの使用による減額措置とし

てそれぞれ定めておりました条項をこのたび削除するものでございます。

以上でございます。 
◯松 浦 議 長   これで要点の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

 〔質疑なし〕 

質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

 〔討論なし〕 

討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。 

これより、議案第２１号、安芸高田市ふれあい農園設置及び管理条例の

一部を改正する条例の件を、起立により採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 〔起立多数〕 

起立多数であります。 

よって、本件は、原案のとおり可決されました。 
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～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第３９  議案第２２号 安芸高田市農業委員会の農地部会を構成する 

委員の定数条例を廃止する条例 

◯松 浦 議 長   日程第３９、議案第２２号、安芸高田市農業委員会の農地部会を構成す

る委員の定数条例を廃止する条例についての件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第２２号、安芸高田市農業委員会の農地部会を構成する委員の定数

条例を廃止する条例でございます。 

本案は、農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律が平成１６年

５月２６日に交付、平成１６年１１月１日から施行され、選挙による委員

の定数が２１人以上である農業委員会においては、農地部会の設置が義務

から任意へと弾力化されました。 
本市におきましても、昨年１１月１０日に開催されました農業委員会第

３回総会において、農地部会を構成する委員の定数条例を廃止することを

決議され、全委員による農地等の権利移動・転用許可等の審議、農地の効

率的な利用を図ることとされましたことから、本条例を廃止するものでご

ざいます。 
◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯清水産業振興部長   議長。 

◯松 浦 議 長   産業振興部長、清水盤君。 

◯清水産業振興部長   議案第２２号、安芸高田市農業委員会の農地部会を構成する委員の定数

条例を廃止する条例について、要点のご説明を申し上げます。 
農業委員会に関する法律の一部改正によりまして、これまで農地部会を

設置をして業務にあたってきております。現在の部会員が１９名でござい

ます。これによりまして、農地法にかかる業務等を行ってきておりました

が、この度の法の改正により、任意設置となりました。本条例を廃止し、

全委員、３７名でございますが、により、農地法等にかかる業務を行うこ

とにより、よりサービスの向上を図るのもでございます。以上でございま

す。 
◯松 浦 議 長   これをもって要点の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

 〔質疑なし〕 

質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

 〔討論なし〕 
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討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。 

これより、議案第２２号、安芸高田市農業委員会の農地部会を構成する

委員の定数条例を廃止する条例の件を、起立により採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 〔起立多数〕 

起立多数であります。 

よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第４０  議案第２３号 安芸高田市が設置する一般廃棄物処理施設に係る 

生活環境調査結果の縦覧等の手続きに関する条例 

◯松 浦 議 長   日程第４０、議案第２３号、安芸高田市が設置する一般廃棄物処理施設

に係る生活環境調査結果の縦覧等の手続きに関する条例の件を議題とい

たします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第２３号、安芸高田市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環

境調査結果の縦覧等の手続きに関する条例でございます。 

本案は、安芸高田市が設置いたします一般廃棄物処理施設に関して、生

活環境調査結果の縦覧等の手続きに関する条例で、廃棄物の処理及び清掃

に関する法律の規定によりまして定められているものでございます。 

市が自ら設置いたします施設の新設・変更の際、利害関係者に対し、意

見書を提出する機会を付与する目的で制定するものでございます。よろし

くお願いします。 
◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯金岡建設部長   議長。 

◯松 浦 議 長   建設部長、金岡英雄君。 

◯金岡建設部長   議案第２３号、安芸高田市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環

境調査結果の縦覧等の手続きに関する条例の要点について、ご説明申し上

げます。 

ただ今市長の方から提案理由がございましたように、通常市が自ら設置

をいたします一般廃棄物処理施設に係り、これらを設置あるいは変更する

場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第９条の３、第２項の規定に

基づいて、届出を県知事に提出する必要がございます。その際、市が実施

をした周辺地域の生活環境に及ぼす影響について調査をし、その書類を公

衆の縦覧に供し、意見書の提出する機会を付与することとなっております。

今回の条例で、この第２条に掲げておりますが、対象となるのは一般廃棄

物の処理施設の内、ごみ処理施設の焼却施設と一般廃棄物処理最終処分場、
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埋め立て地ということになっておりまして、したがいまして、現在安芸高

田市内にございます一般廃棄物処理施設としましては、し尿処理施設の清

流園、農業集落排水施設、コミュニティ・プラントなどがございますが、

これらは対象とはなっておりません。ただ、今年度建設をしておりますコ

ミュニティ・プラント。これは吉田口で実施をしておりますが、この事業

の実施にあたって届出を行った際、県の方がこの条例を整備をしておくよ

うにという指導がございました。よって、議案の上程をさせていただいた

ものでございます。 

条例の内容でございますが、第１条にこの目的としまして、今申し上げ

たような内容を書いております。２条では対象となる施設の種類を掲げて

おります。３条では縦覧に供する告示の事項、縦覧場所、期間を示してお

ります。４条では意見書の提出事項について明記しております。５条では

施設の規模が大きく、環境の影響の程度が著しいものは、広島県で別に環

境影響評価に関する条例の手続きが必要となりますので、そこのとがうた

ってございます。６条では他の町との関わりがあれば協議が必要であると

いうことを定めております。７条で規則の委任をしております。附則では

この条例は、公布の日から施行するということでしております。 

全般的に申し上げますと、今回のコミュニティ・プラントについては、

この意見書に対して特段出していただくということがないということで

ございますが、そういう場合があったときの対応を明確にするためにこの

条例を制定させていただくものでございます。以上でございます。 

◯松 浦 議 長   これで要点の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

◯明 木 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １番、明木一悦君。 

◯明 木 議 員   はい、議長。この条例のですね、第１条のところでは、５行目ぐらいか

らですね、環境についての調査の結果及びと書いてあるんですけど、こち

らの第３条についてはですね、第３条８項実施した生活環境調査の項目ま

でしか書いてないんですよね。結果の公表は、これはされないんでしょう

か。 

それともう１件。またこれをですね、縦覧をする際にですね、どのよう

な告知ですよね。縦覧の期間の告知等は行われるのか、行われないのか、

その２点についてお願いします。 

◯松 浦 議 長   答弁を求めます。 

建設部長、金岡英雄君。 

◯金岡建設部長   第３条でございますが、生活環境以降、調査の項目についてはそれぞれ

指定をされておりますが、ちょっと今の状況で調査をしておりませんので、

まことに申し訳ございませんが、後ほど資料をお渡しさせていただければ

というように思います。 

縦覧につきましては、それぞれ縦覧する場合はインターネット等でも縦
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覧をするというふうに、公衆の縦覧に供するということでございますので、

告知ができるような状態を取りたいというふうに思っております。 

◯明 木 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １番、明木一悦君。 

◯明 木 議 員   最初の質問だったんですけど、これは項目じゃなくて、この条例自体が

ですね、生活環境調査結果の縦覧となっとるわけですけど、この項目の中

に結果がないということなんですよ。その結果を縦覧する条例なのになぜ

結果を縦覧するようになってないのか、それを尋ねたわけなんですけど、

もう一度その辺、答弁をお願いします。 

◯松 浦 議 長   答弁を求めます。建設部長、金岡英雄君。 

◯金岡建設部長   第３条（８）の実施した生活環境の調査の項目、これは調査結果という

ことでございます。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

 〔質疑なし〕 

質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

 〔討論なし〕 

討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。 

これより、議案第２３号、安芸高田市が設置する一般廃棄物処理施設に

係る生活環境調査結果の縦覧等の手続きに関する条例の件を、起立により

採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 〔起立多数〕 

起立多数であります。 

よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第４１  議案第２４号 安芸高田市下水道事業受益者負担金及び 

分担金徴収条例の一部を改正する条例 

◯松 浦 議 長   日程第４１、議案第２４号、安芸高田市下水道事業受益者負担金及び分

担金徴収条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第２４号、安芸高田市下水道事業受益者負担金及び分担金徴収条例

の一部を改正する条例でございます。 

安芸高田市下水道事業受益者負担金及び分担金徴収条例の一部を改正

するもので、下水道の排水区域以外からの下水管の接続について、その受

益者にこの条例を適用するために、徴収条例の一部改正をするものでござ



 106

います。 
◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯金岡建設部長   議長。 

◯松 浦 議 長   建設部長、金岡英雄君。 

◯金岡建設部長   議案第２４号、安芸高田市下水道事業受益者負担金及び分担金徴収条例

の一部を改正する条例について、要点のご説明を申し上げます。 

受益者分担金、負担金及び分担金については、下水道事業の工事が終わ

り、下水道処理区域の受益者に対して適宜徴収しておりますが、特に公共

下水や特定環境保全公共下水道事業におきましては、国に対して１度に計

画区域全部の事業の認可区域と認めてもらえないので、一定の区域を定め

て、少しずつ工事を実施しております。この工事実施の際、区域内と区域

外の境において、公共桝や、管路工事を線引きどおりに工事が実施できな

い場合が、吉田など住宅密集地で生じております。例えば、工事の現場状

況により、区域外も一緒に工事した方が安価になる場合や、工事がズレる

と多大な迷惑がかかる場合などから、当初計画から現況が変更した場合な

どを想定しております。そうした場合の区域外での工事を実施し、受益者

から負担金を徴収することは、下水道法上、市の条例で別に定めておく必

要がございました。これまでは旧町ごと、内規等で実施をしておりました

が、県からの指導もございまして、今回区域外流入の取り扱いの条項を加

えるものでございます。 

議案説明資料の方へ対比表を付けておりますので、ご覧をいただきたい

と思います。中ほどで先ほどご説明しました土師ダムの関係の次に対照を

付けております。左欄が新で右欄が旧となっております。９条の次へ第１

０条といたしまして、区域外流入の取り扱い。配水区域外からの接続につ

いても配水区域内の受益者と同様に、この条例を適応するということで、

その文言を追加をさせていただいております。以上でございます。 

◯松 浦 議 長   これにて要点の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

 〔質疑なし〕 

質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

 〔討論なし〕 

討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。 

これより、議案第２３号、安芸高田市が設置する一般廃棄物処理施設に

係る生活環境調査結果の縦覧等の手続きに関する条例の件を、起立により

採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 
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 〔起立多数〕 

起立多数であります。 

よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第４２ 議案第２５号 高宮町若者定住化推進に関する条例を廃止する条例 
◯松 浦 議 長   日程第４２、議案第２５号、高宮町若者定住化推進に関する条例を廃止

する条例の件を議題といたします。 
この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   はい、議長。議案第２５号、高宮町若者定住化推進に関する条例を廃止

する条例でございます。 

平成１６年９月の第３回定例会で、安芸高田市の条例として制定してい

ただきましたことから、暫定施行をいたしておりました旧高宮町条例を廃

止するものでございます。よろしくお願いします。 
◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯金岡建設部長   議長。 

◯松 浦 議 長   建設部長、金岡英雄君。 

◯金岡建設部長   議案第２５号、高宮町若者定住化推進に関する条例を廃止する条例につ

いて、提案理由の説明を申し上げます。 
ただ今市長の方から提案理由がございましたように、この条例は安芸高

田市条例として昨年９月の定例会において、安芸高田市高宮若者定住化推

進に関する条例ということで、新たに制定をさせていただいたもので、内

容はそのものを引き継いでおります。この時点で本来なら暫定条例を廃止

をさせていただくべきでございましたが、その時に手続きをしておりませ

んでしたので、そのまま暫定条例が残っておりました。そういうことで、

今回廃止をさせていただくということでございます。附則としまして、こ

の条例は平成１６年１０月１日からということで、市の条例が制定された

日に同日をもって廃止をさせていただくということで、提案をさせていた

だきます。以上でございます。 
◯松 浦 議 長   これにて要点の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

◯明 木 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １番、明木一悦君。 

◯明 木 議 員   はい、議長。今回暫定ということでですね、これが残ってたから廃止と

いうことになりましたけど、まだ他にも残ってるものがあるのか、暫定条

例としてですね。それがあるのか、ないのか。また、全て安芸高田市にも

う変更されたのか、その辺りお願いします。 
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◯松 浦 議 長   答弁を求めます。 

建設部長、金岡英雄君。 

◯金岡建設部長   ただ今のご質問にお答えをさせていただきます。現在暫定条例として廃

止をすべき条例であるというふうに、私の方で確認をしておりますのは、

この後の議案第２６号、２７号ということでございます。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

 〔質疑なし〕 

質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

 〔討論なし〕 

討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。 

これより、議案第２５号、高宮町若者定住化推進に関する条例を廃止す

る条例の件を、起立により採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 〔起立多数〕 

起立多数であります。 

よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第４３  議案第２６号 高宮町若者定住住宅設置及び 

                          管理条例を廃止する条例 

◯松 浦 議 長   日程第４３、議案第２６号、高宮町若者定住住宅設置及び管理条例を廃

止する条例の件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第２６号、高宮町若者定住住宅設置及び管理条例を廃止する条例で

ございます。 
平成１６年９月の第３回定例会で、安芸高田市の条例として制定してい

ただきましたことから、暫定施行をいたしておりました旧高宮町条例を廃

止するものでございます。よろしくお願いします。 
◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯金岡建設部長   議長。 

◯松 浦 議 長   建設部長、金岡英雄君。 

◯金岡建設部長   議案第２６号の条例の提案理由の説明を申し上げます。本条例も前条例

と同様の主旨により、安芸高田市高宮町若者定住住宅設置及び管理条例と

いうことで、昨年１０月１日に施行させていただきましたので、その日を

もって条例を廃止させていただきたいとするものでございます。以上でご
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ざいます。 
◯松 浦 議 長   これにて要点の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

 〔質疑なし〕 

質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

 〔討論なし〕 

討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。 

これより、議案第２６号、高宮町若者定住住宅設置及び管理条例を廃止

する条例の件を、起立により採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 〔起立多数〕 

起立多数であります。 

よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第４４  議案第２７号 高宮町若者用マンション「虹のマンション」設置 

及び管理条例を廃止する条例 

◯松 浦 議 長   日程第４４、議案第２７号、高宮町若者用マンション「虹のマンション」

設置及び管理条例を廃止する条例の件を議題といたします。 
この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第２７号、高宮町若者用マンション「虹のマンション」設置及び管

理条例を廃止する条例でございます。 

本案も、平成１６年９月の第３回定例会で、安芸高田市の条例として制

定していただきましたことから、暫定施行をいたしておりました旧高宮町

条例を廃止するものでございます。よろしくお願いします。 
◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯金岡建設部長   議長。 

◯松 浦 議 長   建設部長、金岡英雄君。 

◯金岡建設部長   議案第２７号の要点のご説明を申し上げます。本条例も、前条例、また

前々条例と同様の主旨によりまして、安芸高田市高宮町若者用マンション

「虹のマンション」設置及び管理条例として、昨年１０月１日に施行させ

ていただいておりますので、同日をもって廃止をお願いするものでござい

ます。以上でございます。 
◯松 浦 議 長   これにて要点の説明を終わります。 
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これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

 〔質疑なし〕 

質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

 〔討論なし〕 

討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。 

これより、議案第２７号、高宮町若者用マンション「虹のマンション」

設置及び管理条例を廃止する条例の件を、起立により採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 〔起立多数〕 

起立多数であります。 

よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第４５  議案第２８号 安芸高田市消防手数料条例の一部を改正する条例 

◯松 浦 議 長   日程第４５、議案第２８号、安芸高田市消防手数料条例の一部を改正す

る条例の件を議題といたします。 
この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第２８号、安芸高田市消防手数料条例の一部を改正する条例でござ

います。 

地方公共団体の手数料の標準に関する政令の改正に伴いまして、条例の

一部を改正するものでございます。よろしくお願いします。 
◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯村上消防長   議長。 

◯松 浦 議 長   消防長、村上紘君。 

◯村上消防長   議長。それでは、議案第２８号に関します、安芸高田市消防手数料条例

の一部を改正する条例についての要点のご説明を申し上げます。 

本案は、平成１５年に発生しました十勝沖地震に伴う浮き屋根を有する

屋外タンク貯蔵所の火災事故を踏まえまして、浮き屋根式、特定屋外タン

ク貯蔵所の技術基準が改正をされました。この改正によりまして浮き屋根

を要する屋外タンク貯蔵所の設置等の許可の申請に対する審査事務量が

増加することから、申請に対する手数料を、地方公共団体の手数料の標準

に関する政令の改正に併せまして、８段階に分けての改正でございます。 

なお、参考までに、現在まで当安芸高田市管内におきましての、この浮

き屋根式屋外タンクに該当する施設は現在のところはございませんので、
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参考に付け加えさせていただきます。以上でございます。 
◯松 浦 議 長   これで要点の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

 〔質疑なし〕 

質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

 〔討論なし〕 

討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。 

これより、議案第２８号、安芸高田市消防手数料条例の一部を改正する

条例の件を、起立により採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 〔起立多数〕 

起立多数であります。 

よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第４６  議案第２９号 安芸高田市適応指導教室設置及び管理条例 

◯松 浦 議 長   日程第４６、議案第２９号、安芸高田市適応指導教室設置及び管理条例

の件を議題といたします。 
この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第２９号、安芸高田市適応指導教室設置及び管理条例でございます。 

不登校児童生徒が学校へ復帰できるようにするため、学校とは異なった

環境の中で学習や生活をし、集団生活に適応できる素地を養うための施設

の設置及び管理に関して条例を制定するものでございます。よろしくお願

いします。 
◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯教 育 次 長   議長。 

◯松 浦 議 長   教育次長、杉山俊之君。 
◯教 育 次 長   それでは議案第２９号、安芸高田市適応指導教室設置及び管理条例につ

きまして、要点のご説明をさせていただきます。 
設置でございますが、第１条で不登校児童に対して学校と異なった環境

の中で学習や生活の指導をとおして、子どもの自立を促し、学校復帰促進

援助するために、安芸高田市適応指導教室を設置するものでございます。 

適応指導教室を設置するに至った理由でございますけど、本市は県費で

スクールカウンセラー等の配置によりまして、心のケアや指導体制の確立、
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強化等を図るなど、いろいろ取り組みを行なってきたわけでございます。

その結果、不登校の未然防止が一定の成果が見られておりましたけど、依

然として不登校の解消には至っておりませず、平成１５年度におきまして

は、小学校が１１名、中学校が２８名、合計３９名の不登校児童、生徒が

おります。１６年度におきましては、１月現在で小学校が７名、中学校が

１６名で合計２３名の不登校の状況にあるわけでございます。 

県下、広島県でも県内の状況といいますか、県の状況が、小学校が８１

４名、中学校が２千７９８名という数字が県の状況でございます。全国で

は小学校が２万３千９７７名、中学校が１０万６５名で、約１３万人もの

不登校がいるわけでございます。このような状況において、文科省からも

ですね、いろいろ市町村の教育委員会は自ら不登校に対する認識を深める

とともに、それぞれの立場から積極的に施策を展開し、各学校における取

り組みが効果が行えるよう、支援する必要があるとされておるわけでござ

います。 

学校とは異なった環境の中で、学習や生活をして集団生活に適応できる

素地を養い、学校に復帰できるように支援するために、１７年度より、も

との吉田の丹比西小学校の木造校舎を活用して、適応指導教室を開設した

いと考えているところでございます。 

２ページの指導でございますが、職員体制としては所長、先ほど非常勤

の関係がありましたが、所長と指導員等を置くようにしております。それ

から開設期間とか時間でございますが、学校と同様な開設期間、４月１日

から翌年の３月３１日まで。それと休みにつきましては、小中学校の就業

時間と同じように休みを置くことにしております。また、入級、退級の場

合の関係でございますが、一応保護者が学校長を通じてですね、一応、所

長と相談して教育委員会へ申請をしていただき、許可を受けるようにして

おるわけでございます。以上、不登校対策として、この制度を開設させて

いただきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思っており

ます。 

なお、附則として１７年の４月１日から施行するものでございます。ど

うぞよろしくお願いいたします。 
◯松 浦 議 長   要点の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

◯明 木 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １番、明木一悦君。 

◯明 木 議 員   はい、議長。第４条にありますけど、先ほどもこの予算の関係で非常勤

職の報酬に関するですね、議案の中でもありましたけど、ここでも述べら

れておりますように、不登校児童・生徒及び保護者へのカウンセリング活

動というのが非常に大切なことになってきます。是非ともですね、ここの

部分についてはですね、やはりここの条例にも書いてあります。不登校生

っていうのは、やはりですね、家庭環境等もいろいろとそれに影響してく
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ることがありますし、保護者へのカウンセリングというのが非常に重要な

こととなってきます。それにつきましてはですね、やはり、ただ教員の免

許があるからそれができるかというと、それは非常に難しいところがある

と思います。カウンセリングというですね、特殊な業種、これはやはりこ

ういうところへとっては非常に重要な位置を占めておると思われますん

で、先ほど言われましたけど、時給だけじゃなく、そういう問題だけじゃ

なく、是非ともですね、ここへカウンセラーを設けていただくようなこと

を考えていただきたいと思いますけど、教育長はどのようにお考えでしょ

うか。もう一度、再度お伺いします。 
◯松 浦 議 長   教育長、佐藤勝君。 
◯佐藤教育長   はい。ただ今カウンセラーの資格を持っておる職員を雇用して、適応指

導教室の中身を充実するように努めたらどうかというご意見でございま

した。私もそのことについては同感でございますけれども、ただ、この教

諭の免許だけを持っておればということは頭の中へは置いてはおりませ

ん。子どもの目線に立って話しができるだけできる人、そして、かつ、こ

れまでのある程度の経験がある人で、不登校の子ども、あるいは不登校に

至る寸前の子どもについて、ケアができたような人、そういう人をできる

だけ人選をさせていただいて、この指導にあたらせていただきたいと、こ

のように考えております。言われるように、カウンセラーの資格を持って

おられるのは最高でございますけれども、現実の問題といたしまして安芸

高田に来ておる中学校のカウンセラーの資格を持っておる人も、１校に週

１ずつしか勤務できないわけです。広島県内にそれだけの人材がいないと

いうことでございまして、先ほども申し上げましたように、最高のやりか

たではございますけれども、できる範囲内でやらせていただいて、そして

成果を見るということに努めて参りたいと、このように思っております。

以上でございます。 
◯明 木 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １番、明木一悦君。 

◯明 木 議 員   議長。今、答弁でありましたけど、ただ単にですね、子どもだけのカウ

ンセリングじゃなしに、保護者のカウンセリングが必要とされてることが

特にありますんで、そこのところをできる担当者を置いていただくように、

配慮いただくようにお願いして、答弁はいいです。よろしくお願いします。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

◯金 行 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １２番、金行哲昭君。 

◯金 行 議 員   １２番、金行です。２点ほどお聞きします。この通学は自立をするため

に自分で行かすのか、それともスクールバスを走らすのか、親御さんが連

れて行くのが１件と、これは立派なことで、よその事例としてこういうの

があって、その結果がどのように出とるんか、もし分かればそれも２点ほ

どお聞きします。 

◯松 浦 議 長   答弁を求めます。教育長、佐藤勝君。 
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◯佐藤教育長   丹比西小学校につきましては、バス便もあるわけですが、そう多くはご

ざいません。しかしながら開設時間を９時からいうことにしておりますの

で、通常の子どもたちが学校が始まるのが８時半でございますから、それ

と重なる時間帯にはできるだけしたくない。どっちか言うたら見られたく

ないという子どももおるだろうということも想定いたしまして、９時から

午後の３時というようにしております。バス便もですね、どのような便が

あるかというようなことは調査をしておりまして、できるだけそのバス便

を使って通級してもらいたいと思っておりますが、今のところはですね、

全市内を対象にしておるわけでございますけども、それで全てのところか

らですね、通うバス便を巡回バスを出すというところまでは、今のところ

は考えておりません。これまでにもいろんなところで不登校の子どもたち

が適応指導教室へ通っておりますけども、県内いろんなところがあります

けども、ほとんどがですね、小学校の子どもさんの場合は親御さんが連れ

て行かれたりするようなことが多々ございます。また、その方が親の方も

安心をしておられるし、その間にコミュニケーションも図れるというよう

なこともございます。中学校ぐらいになりますとですね、３年生ぐらいに

なりますと、学校へ行きたくないけれども、そこだけは行くという子ども

がおりますが、それはある程度バスへ乗って社会生活が、学校へは行かな

いけども、バスへ乗っては行くということができるだろうという子どもが

おります。様々でございますが、充分なことはできないかもわかりません

けども、バス便が確保できるということについては、事前に調査をさせて

もらっております。 

さて、県内の施設の状況でございますが、県に１つありまして、１１市

８町、合計で２４施設がございます。場所によりましてはですね、先生と

その子どもがちょうど合うといいますか、そういうような場合には４０％

ぐらいの普及率になっとるところもございます。そういうところを目指し

ながら、そこのノウハウも知りながら、できるだけ子どもが早く学校復帰、

要するに社会生活ができるように、努力して参りたいと思っております。

以上でございます。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

◯熊 高 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １０番、熊高昌三君。 

◯熊 高 議 員   １０番、熊高です。こういう施設ができるということは非常にいいこと

だと思いますが、先ほど次長のお話の中でスクールカウンセラーの制度が

なくなるんだというふうな話しだったと思うんですが、違うんですかね。

そうであれば、これまでカウンセラーの先生の子どもたちにとっての拠り

所というのは非常に大きい部分があったんですね。保健室におられる養護

教員の先生と連携をして、非常に高宮あたりでも効果があった。私は当時

ＰＴＡの会長をしておった時代にいろいろ話しを聞きましたけども、そう

いったことがなくなるということになれば、不登校になったらこの学校に

行けばいいけども、そういう子どもをできるだけ少なくするのが本当はい
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いんだというように思うんですね。だからそこらの現場の状況というのを

今後どんなふうにされるのか、その辺について少しお聞きしたいというこ

とと、先ほどの条例の中で、家庭児童相談員ですかね、これの方も後ほど

というような教育長の話しがあったと思うんですが、ここらとの関係はど

んなふうにされていくのか、中身についてお伺いしたいと思います。 
◯松 浦 議 長   答弁を求めます。 

教育長、佐藤勝君。 

◯佐藤教育長   中学校のカウンセラーがなくなるということは、もしそのように答えと

ったら訂正させてもらいます。カウンセラーは制度はあります。あります

が、週に１日しか来てもらえないんです。もう１つですね、カウンセラー、

資格は持っておりますが、若いんですよ。来る人がですね。だから先ほど

も質問がありましたが、家庭的な問題でこれないという子どももおりまし

て、充分とは言えないんですけども、しかし、学校の先生もそのカウンセ

ラーに学ぶこともできるんです。そういう意味から言いましたら、ただ単

に教えるだけじゃなしに指導できる先生と。という意味からでも私は役立

っておると、このように思っております。 

それから、家庭児童相談員のことでございますが、これは福祉関係の制

度でございまして、新たにそういう制度ができるということでございます

が、当然ですね、児童虐待とも関係することも多々あるだろうと思います

から、関係機関との連携はもちろん、学校との連携、それもしていきたい

と思いますし、それから、もう１つは学校においてのカウンセラーとも指

導員は連携を図っていって、中身をより充実したものに進めていきたい、

このように思っております。できるだけ成果が出るようにですね、私も初

めてつくるもんですから、つくったけども、効果がなかったと市民から言

われることがないように、努力をして参りますので、ご支援のほど、よろ

しくお願いします。 
◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

 〔質疑なし〕 

質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

 〔討論なし〕 

討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。 

これより、議案第２９号、安芸高田市適応指導教室設置及び管理条例の

件を、起立により採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 〔起立多数〕 

起立多数であります。 

よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。この際、暫時休憩をさせていただきます。５５分ま
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で。 
～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後６時４０分 休憩 
午後６時５５分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第４７  議案第３０号 平成１６年度安芸高田市一般会計 

補正予算（第５号） 

◯松 浦 議 長   それでは休憩前に引き続き、再開いたします。 

日程第４７、議案第３０号、平成１６年度安芸高田市一般会計補正予算

第５号の件を議題といたします。 
この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第３０号、議案名が平成１６年度安芸高田市一般会計補正予算第５

号でございます。 
本案は、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ４億６千７

６８万円を減額し、歳入歳出それぞれ２６３億４千３８４万５千円とする

ものでございます。 

次に、繰越明許費の補正でございますが、地方自治法第２１３条第１項

の規定により、翌年度に繰り越して使用できる事業として６事業。総額２

億３千７９９万９千円の繰越明許費の追加をいたすものでございます。ま

た、債務負担行為の補正につきましては、人的委託業務費用として、３億

４５２万４千円の債務負担を追加するものでございます。 

地方債の補正につきましては、その借入限度額を６９億８千２００万円

と定めるものでございます。以上、よろしくお願いいたします。 
◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯新川総務部長   議長。 
◯松 浦 議 長   総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長   それでは議案第３０号、安芸高田市一般会計補正予算第５号でございま

すが、要点のご説明をいたします。 
まず、１０ページの歳入、また１１ページの歳出の方をお開き願いたい

と思っております。各款それぞれ、今回の補正につきましては、各事務事

業の確定等に伴いまして、事業費の調整、また計数の整理が主たるもので

ございますので、どうかよろしくお願いいたします。 
歳入部におきましても減額しておるというところが非常に減額ばかり

ですね、そういう状況の今回の補正等でございます。 
１２ページをお開き願いたいと思っております。１２ページのまず１款

の市税でございますが、市税の中では７千９７８万６千円の増額でござい

ます。主たる事業の増額につきましては、個人市民税、また法人、また固
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定資産税、また消費市町村たばこ税、入湯税等が主たるものでございます。 
続きまして１０款の地方交付税でございますが、この交付税につきまし

ては、昨年の８月の決定が出された徴収率によりまして、減額されました

２千２６万２千円が復活することによりまして、普通交付税の方は増額に

なるわけでございます。特別交付税につきましては決定は３月中旬ではあ

りますけども、ご承知いただいておりますように、本年におきましては大

規模な台風災害、そうしたところにこの特別交付税は手当をされる見込み

でありますから、安芸高田市の場合には２億１千６００万円の特別交付税

の減額をみさせていただいとるとこでございます。 
分担金負担金等につきましては、それぞれの事業に伴います減額が主た

るものでございます。 
続きまして１４ページでございますが、主たる５５０万５千円の増額で

ございますが、保育所保護者負担金の増が主なものでございます。 
１３款の使用料、手数料でございます。まず、使用料の３千３７万６千

円の減額でございますが、これは総務使用料の土師ダム周辺施設使用料１

千８８３万４千円の減額、また衛生施設使用料といたしまして、美土里町

の歯科等の診療報酬の減額等が主なるものでございます。 
続きまして１５ページの２項の手数料でございますが、７２１万７千円

の減額ですが、それぞれし尿手数料の減額が主なるものでございます。 
１４款の国庫支出金ですが、続きまして１６ページの方をお開き願いた

いと思います。これは２千６７３万７千円の減額でございますが、それぞ

れの措置、事業手当、災害復旧に伴います事業の額の確定によるものでご

ざいます。２項の国庫補助金でございますが、２億７千６００万７千円の

増額でございますが、これは一番主たるものにつきましては、総務費の国

庫補助金につきまして、合併後３年までは交付されます、国の合併補助金

の前倒しの事業で交付を受けるものでございます。 
続きまして１７ページの１５款の県支出金でございますが、７４７万９

千円の増額でございますが、知的障害福祉費の負担、また生活保護費の負

担金の増が主たるものでございます。 
１８ページをお願いいたします。１８ページ、また１９ページでござい

ますが、県の補助金でございますが、１億１千３９５万９千円の減額でご

ざいますが、事務事業の市の確定によるものが主たる減額のものでござい

ます。それと、国の市町村合併補助金の交付金が４千６５０万円減額、ま

た農林水産業費の７千３９４万７千円の減が主たるものでございます。 
続きまして２０ページをお願いいたします。３項の委託金でございます。

７３０万７千円の減額でございますが、統計調査費の確定によります県の

委託金が主たる減額でございます。 
１６款の財産収入でございますが、１７２万５千円の減額によりますも

のは基金利子の減によるものでございます。 
続きまして２１ページの１８款の繰入金でございます。３項の基金繰入

金は２２ページをお願いしたいと思っております。２２６万２千円の減額
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につきましては、福祉基金、また高田地区工業団地下水処理場に伴います

基金の減額、基金から繰入金を減額するものでございます。 
続きまして２２ページの同様の款の２０の諸収入でございますが、１０

０万円の増額でございますが、市税納付延滞金等の増額が主たるものでご

ざいます。３項の貸付金１千５５２万円の増額でございます。この増額の

理由につきましては、住宅資金の貸付金の滞納分の繰上償還、またそれに

伴います収入の増が主なものでございます。 
２３ページの５項の雑入でございます。２千５４４万６千円の減額につ

きましては、農林水産課の関係で雑入、残土処分投棄代２千１３７万４千

円の減額が主たるものでございます。また、商工観光費の雑入につきまし

ては、２８９万３千円の増額につきましては、県の大通院谷川の砂防事業

に伴います物件移動補償額が主たるものでございます。 
次に２４ページをお願いいたします。市債でございます。市債につきま

しては、４億３千１７０万円の減額をさせていただきます。それぞれの事

業量の確定に伴います起債額の調整を行なうものでございます。 
続きまして、歳出の方に移らさせていただきたいと思います。２６ペー

ジをお開き下さい。それぞれ各節におきましては、減額となっております

が、この事業につきましては、今回も歳出におきます事務事業費の確定に

よるものでございます。まず、１款の議会費でございますが、２４９万９

千円の減額でございますが議事録作成委託費の減が主たるものでござい

ます。 
続きまして、２款の総務費関係でございますが、２千７２９万４千円の

減額で１９節負担金補助及び交付金の職員の派遣負担金の減額が主でご

ざいます。 
続きまして２７ページでございます。２７ページの文書広報費につきま

しては、これは財源の振り替えをさせていただいたとこでございます。３

目の財政管理１９０万６千円でございますが、これは１５年度旧町の市勢

要覧の印刷製本が主たる大きな原因でございます。 
続きの財政財産管理費につきましても、庁舎周辺等の増、また１７節の

公有財産購入費につきましては、２８ページでございますが、県の合併交

付金を財源といたしまして、第１分庁舎の建物、また第３分庁舎の建物の

用地計上を３千６００万円計上させていただいたところでございます。基

金の管理でございますが、１億４千４６０万８千円の増額でございます。

これは財政調整基金に１億１千６４３万３千円、また美土里町神楽門前湯

治村育成基金に８９７万円、高宮湯の森基金に１千９９３万円積み立てす

るものでございます。他の基金積立金の減につきましては、基金利子分の

減額が主なるものでございます。 
続きまして２９ページをお願いいたします。ここの中の２９ページの企

画費等でございますけども、これは４４５万２千円の減額でございますが、

負担金補助交付金、生活路線バス負担金が多少増額をいたしておるもので

ございます。 
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続きまして３０ページをお願いしたいと思っております。３０ページに

つきましては、行政情報処理ということでございますが、４千２５８万７

千円の増額でございます。このことにつきましては、１３節の委託料につ

きまして、国の合併補助金の毎年交付を受けまして、電算開発委託費の５

年間の債務負担行為を本年度で終了いたすものでございます。一括そうし

た交付金を使ってですね、後に債務を残さないという方法の中で、電算に

伴います債務負担を考えたいと思っております。１２目の自治振興費でご

ざいますが、９３１万９千円の増額でございます。主たるものにつきまし

ては１３の委託料の１千１７０万４千円でございますが、これはサイクリ

ングターミナル、土師ダム周辺の管理費の増額が主なるものでございます。 
次に３１ページでございますが、総務費の徴税費の項目でございますが、

事務事業等の調整費目を掲げさせていただいとるとこでございます。 
３２ページの第３項の戸籍住民基本台帳におきましても、９４万８千円

の減額でございますが、これは戸籍住民基本台帳におきます、各費目の端

数整理をさせていただいたとこでございます。次に３３ページの選挙費で

ございます。選挙費におきましては２千４５６万８千円の減額でございま

すが、それぞれの選挙に要した事業費を確定をさせていただき、今回精算

をさせていただいたとこでございます。 
続きまして３４ページでございます。５項の指定統計調査費の関係でご

ざいますが、このことにつきましても６７５万３千円減額でございます。

指定統計調査事業費によります額の確定によりまして、調整をさせていた

だいております。 
続きまして３５ページでございます。３款の民生費の社会福祉費の関係

でございますが、まず、社会福祉総務費の関係で１千８２万２千円の減額

でございますが、これは国民健康保険特別会計の繰出金が主たるもので９

７４万５千円が主な減額なものでございます。２目の身体障害者福祉費に

つきましては、５千８８万７千円でございますが、減額でございますが、

身体障害者、障害児、また施設への支援費の確定により扶助費の減が主な

ものでございます。 
続きまして３６ページをお願いいたします。３目の知的障害者福祉費の

８６４万６千円の増額でございますが、これにつきましては対象者の確定

に伴います、施設入所支援の扶助費の増額が主なるものでございます。４

目の老人福祉費につきましては５４７万円、それぞれそこに掲げておりま

す介護保険特別会計繰出金４５２万２千円、また老人保護措置費２７４万

６千円が増額が主なるものでございます。年金等につきましては、事務調

整をさせていただいたとこでございます。６目の社会医療費につきまして

も同様事務調整をさせていただいております。人権推進費等につきまして

も、事業費の確定によりました、施設関係等の減額が確定になっておりま

すので、そういう状況でございます。隣保館につきましても同様の事業費

の減額でございます。 
続きまして３８ページをお願いいたします。２目の保育所の運営費の２
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１５万５千円の増額でございますが、これは市立保育園の措置委託費、ま

た市立保育園に伴います延長保育の負担金の増額が主なるものでござい

ます。 
次に、３９ページでございます。児童手当の扶養手当の関係でございま

す。１１３万８千円、これは児童手当に伴います給付事業の調整ができた

ものでございます。 
次に児童扶養手当の関係でございますが、３４１万１千円の減額につき

ましては支給対象者の確定によります減額措置でございます。５目の児童

福祉医療公費負担事業につきましては、１千１３７万４千円の増額でござ

いますが、児童福祉医療費の扶助費の増、また国県の前年度に伴います補

助金の精算返納金の確定によるというものでございます。 
続きまして４０ページをお願いいたします。生活保護費の総務費の関係

でございますが、生活保護関連の事務事業費の調整をそこでさせていただ

いとるものでございます。続きまして４款の衛生費でございます。４款の

衛生費ですが、まず１目の保健衛生総務費の関係でございますが、１４４

万７千円の減額でございます。また２目の精神保健費の１６４万７千円。

４１ページの母子保健事業１７３万３千円。４目の老人保健費７１０万８

千円の減額。５目の予防費３５７万９千円、保健センター費２４万円の減

額につきましては、それぞれ事務事業の確定によるものでございます。７

目の環境衛生につきましては、１億３千７８９万８千円の減額措置でござ

います。 
４２ページに参りまして、このことにつきましては、簡易水道事業、ま

た浄化槽の整備事業、コミュニティ・プラント整備事業の各特別会計の事

業の確定に伴います繰出金の減額でございます。また、小型合併浄化槽の

整備助成金が減額が主なものでございます。８目の診療所費でございます

が、１千１４７万４千円の増額につきましては、診療委託料の増額が主な

ものでございます。火葬場につきましては、財源等の組み替えをさせてい

ただいたとこでございます。 
次、４３ページをお願いいたします。清掃費の関係でございますが、２

目のし尿処理費の関係で１千７４７万円の減額でございます。清流園の処

理委託に伴います減が主なものでございます。 
続きまして５款の労働費でございます。この緊急雇用創出事業の１１２

万５千円の減額につきましては、この委託事業費の額の確定によるもので

ございます。 
続きまして４４ページをお願いいたします。４４ページの６款の農林水

産業費、１項の農業費でございますが、農業委員会につきましての農業委

員会経費の計数の整理をさせていただいております。２目の農業総務費に

おきましても７３２万１千円の減額でございますが、農業集落排水事業の

特別会計の繰出金が主たる減額の原因でございます。３目の農業振興費で

ございますが、４５３万１千円の増額につきましては、中山間地域におき

ます直接支払事業の調査委託費の５００万の増額になり、また川根の柚子
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加工周辺の工事２６０万円が大きな増額の理由でございます。４目の畜産

振興費の９６４万９千円の減額でございますが、畜産の事務事業の確定に

伴いまして、その調整をさせていただいたとこでございます。 
次に４５ページでございます。５目の地域営農費でございますが、３５

１万８千円の増額は、１９の負担金補助及び交付金で農業用機械助成金の

増額が主なものでございます。続きまして６目の農村整備費でございます

が、７千５５８万４千円の減額につきましては、農業関連事業費の確定が

主なるものでございます。 
続きまして４６ページをお願いいたします。林業費でございます。林業

費につきましても林業総務費につきましても、これは６２万３千円の減額、

また４７ページに掲げております造林事業費８４７万９千円の減額、４目

の林道整備事業費５千９６５万９千円の減額及び５目の治山事業１千８

２９万２千円の減額はいずれにいたしましても林業事務事業費の確定に

よるものでございます。 
続きまして４８ページをお願いいたします。７款の商工費でございます。

２目の商業振興費の２９１万８千円につきましての減額、また３目の観光

費の３５万８千円の減額につきましては、商工関係に関係いたします事務

事業の計数の整理をさせていただいたとこでございます。 
続きまして８款の土木費でございます。土木管理費の土木総務費でござ

いますが、８２５万９千円の減額、また次に４９ページに参りますけども、

道路橋梁費の関係の１目の道路橋梁費８２５万９千円、また４９ページの

道路橋梁費、道路橋梁総務費の１１８万７千円等につきましては、土木事

業費の計数の整理によるものでございます。 
４９ページの２目の道路維持費の２千１６９万３千円の増額でござい

ますが、道路維持の事業量の確定によりますものと、除雪委託費の経費に

かかったものが増額の主な原因でございます。 
続きまして５０ページをお願いいたします。３目の道路新設改良でござ

います３千１６３万円の減額でございますが、道路改良事業の確定により

ますものと、１７節の公有財産購入についての増額につきましては、パー

クアンドライド、向原のＪＲ向原駅前の駐車場の用地購入費ということで、

計上させていただいたとこでございます。 
続きまして５１ページをお願いいたします。河川費の関係でございます

が、河川総務費の３７５万円の減額、４目の宅防費の２９６万６千円につ

きましては事務事業の確定によるものでございます。４項の都市計画費で

ございます。都市計画の総務費の関係につきましては１７４万９千円の減

額につきましては、都市計画事業、事務事業の確定によるものでございま

す。続きまして２目の公共下水道費でありますが、１千７４８万８千円の

減額につきましては、公共下水事業及び特定環境保全の公共下水道事業確

定による繰出金の調整でございます。 
５２ページをお願いいたします。まず３目の小規模排水事業の３９０万

円の減額につきましては、事務事業の確定によるものでございます。次に



 122

５項の住宅費でございます。住宅管理費の９７万１千円の減額、また住宅

建設費の１千６２９万３千円の減額は、それぞれ住宅管理、また住宅建設

事業費の確定により、計数を整理したものでございます。 
続きまして５３ページをお願いいたします。９款の消防費でございます。

常備消防費におきましては５４０万１千円の減額、また２目の非常備消防

費につきましては、１千４２４万７千円の減額。 
５４ページにいきまして、３目の消防施設費の関係でございますが、５

５９万８千円の減額につきましては、消防関係事務事業費の額の確定によ

りますものでございます。 
続きまして１０款の教育費でございます。まず１項の教育総務費、１目

の教育委員会費７８万４千円の減額、また事務局費の１千４０１万９千円

の減額は、教育関係の事務事業の確定、また計数の整理によるものでござ

います。 
５５ページをお願いいたします。２項の小学校費、１目の学校管理費で

ございますが、１千５６０万９千円の減額におきましては、各小学校の事

務事業費経費の確定によりまして５６ページをお願いいたします。５６ペ

ージにつきましては、それぞれの学校の事務事業をさせていただいており

ますが、来原小学校の１０万８千円の増額につきましては、修繕費の増額

を計上させていただいたとこでございます。 
続きまして３項の中学校費でございますが、２千７７万円の減額、また

５７ページの幼稚園費の１０万５千円の減額につきましては、各中学校、

また幼稚園におきます事務事業経費の確定によるものでございます。 
５８ページをお願いいたします。５項の社会教育費の項目でございます。

１目の社会教育総務費６０８万８千円の減額、また２目の１７４万８千円、

公民館費、また５９ページの４目の人権教育費８７万１千円、同じく５目

の文化財保護費１２９万９千円の減額は、いずれにいたしましても事務事

業の確定によります計数の整理をしたものでございます。６目の文化施設

につきましては１９５万２千円の増額でございますが、６０ページをお願

いいたします。１１節の需用費１１４万１千円の増額につきましては、田

園パラッツオ、ミューズ、またそういう施設の修繕を増額するものでござ

います。また１８節の備品等につきましては、１５０万円の増額は、老朽

化しております文化創造センターの照明操作盤の購入を計上したもので

ございます。６項の保健体育費、１目の保健体育総務費でございます。１

５９万９千円、事務事業によりまして減額するものでございます。 
６１ページに参りまして、増額するものにつきましては保健体育の中で

備品購入費１１万８千円につきましては、グランドゴルフ用品の備品の購

入を計上するものでございます。次に２目の学校給食費でございます。８

５万７千円の減額でございますが、増加費用につきましては１１節の需用

費の１５８万６千円につきましては給食調理に伴います施設の修繕が増

額するものでございます。３目の体育施設２４５万２千円の減額でござい

ます。このことにつきましても各施設の修繕、プール用の消耗品等の増額
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するものでございます。１５節の工事請負費１００万円は深瀬プール周辺

の舗装工事を増額するものでございます。 
６２ページをお願いいたします。１１款の災害復旧費の予算でございま

す。１項の農林水産施設災害復旧費５９０万円の減額、また２項の土木施

設災害復旧費１千８３６万７千円の減額につきましては、災害復旧事業の

確定によるものでございます。 
６３ページでございます。６３ページの公債費でございますが、１項の

公債費の元金の１千５万８千円の増額につきましては、住宅資金貸付金の

借受者から繰上償還に伴いまして郵政公社への繰上償還及びＮＴＴ消防

施設無利子貸付金の繰上償還費を計上するものでございます。２目の１４

７万１千円は利子を増額するものでございます。 
以上で、平成１６年度の第５号の一般会計の補正予算の要点の説明を終

わります。よろしくお願いいたします。 
◯松 浦 議 長   担当部長からの要点説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

◯岡 田 議 員   議長、１８番。 

◯松 浦 議 長   １８番、岡田正信君。 
◯岡 田 議 員   ２８ページのね、公有財産、今分庁舎の予算の補正じゃと。３千６００

万円出ましたね。そうすると、ややこしいな。予算特別委員会へさっきの

分庁舎買い付けいうのが出ましたよね。こりゃあ、特別委員会で結論出す

ということですから、この補正そのものがいくとこがないようになる。８

００万円違やあするが。 

◯松 浦 議 長   答弁を求めます。 

総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長   はい。補足の説明をさせていただきます。議決要件であります２千万以

上の購入価格の議決要件につきましては、１件という状況でございます。

こういう状況の中で農村整備課の方の今の庁舎につきましては、当初につ

きましては２千８００万の計画がありましたが、２千７７８万という数字

の中と、現在教育委員会で入居させていただいております８００万、予算

的には２千８００万円と、今の教育委員会の県の施設のものをですね、一

式購入させていただくということで、３千６００万円の、これは別契約と

いうことでございますので、議決要件の範囲と、それに入ってないという

ことで、２件の契約案件ということでさせていただいて、先ほどの分につ

きましては、２千万以上の契約議決ということでございますので、その数

字を提示させていただいた。その際につきましては、今の教育委員会が入

っております県有施設の方を購入させていただくという状況でございま

す。 
◯岡 田 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １８番、岡田正信君。 
◯岡 田 議 員   そりゃあそれでわかるんですよ。ただ、議決事項が予算審査特別委員会
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で結論を出すということになっとりますから、この２千７百なんぼの庁舎

の予算がここへ入っておると。そこでそこはどんなかと。これはできんじ

ゃないかと。この補正そのものが。 
◯松 浦 議 長   答弁を求めます。 

総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長   はい。いろいろ議会の方の中で、議案の審議の過程という状況の中にも

あろうかと思います。当然、本定例議会の方に本議案とさせていただいて

契約議決と予算議決と出させていただいておりますけども、予算の執行と

いうことになりませば、当然、契約条項に係ります案件につきましてはで

すね、その議決をいただかないと、執行できないということでご理解をお

願いしたいと思っております。 
◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

◯明 木 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １番、明木一悦君。 

◯明 木 議 員   暫時休憩をお願いします。 

◯松 浦 議 長   暫時休憩といたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後７時３２分 休憩 
午後７時５０分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

◯松 浦 議 長   休憩前に引き続き、会議を開きます。 

他に質疑はありませんか。 

◯田 中 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   ３番、田中常洋君。 

◯田 中 議 員   今、総務部長よりこの一般会計の補正予算の説明を受けたんですが、こ

の説明の方法なんですが、いわゆる林業費とか民生費とか学校教育費とか、

そうしたところも全部総務部長一人で説明していただくというところの

質問なんですが、やはり全部を総務部長が把握するということは、大変苦

痛だと思うんですよ。大変なことだと思うんです。それで、説明の仕方も

今のような説明になると思うんです。ですから、ここの中でも大きな減額

が、どこですか、林業費でも５千万あまりの５千９００万ですか、ありま

すが、これもサラッと数字を説明されるだけで終わるというようなことに

なる。これはどの路線がどういう理由で執行できなかったかというような

説明がなされないか。それは総務部長でなしに、各担当の部長さんが各支

所から集約を受けたものを総務部の方へ出されて、それを財政の方とでこ

の予算書をこしらえたと思うんです。ですからそこの集約をされた本庁の

部長さん等が順次説明していただくと、より親切な分かりやすい説明にな

るんじゃないかと思うんです。今日のところはそりゃあもう、していただ

いたんですから、分からないところをお尋ねすればいいわけですから、そ

れは今日のところはなんなんですが、今後そういうところもちょっと考え

ていただき、教育委員会のところは教育委員会の方で説明を受ければいい
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んじゃないかと思うんです。 

それで、質問のついでで１つお尋ねするんですが、基金のところでです

ね、高田工業団地云々という基金があって、それの減額が大きなんがあっ

たと思うんですが、そしてそれの歳出の充当は基金管理になりますよね。

基金の方の。そこになると思うんですが、減債基金の下の方ですかね、高

田地区工業団地下水処理場の基金と、この基金についての中身の内容につ

いてをお尋ねしたいことと、そしてもう１件は、教育委員会で１９ページ

ですか、教育費の県の補助金でわがまちの教育支援事業費の補助金を受け

るように計画しとられたんが、１２０万ほど減額になっておりますが、こ

れは歳出の方だったらどこへ充当されてどういう事業をされるんだった

のか、ちょっとこういう事業、私初めて耳にしたんでお尋ねいたします。 

◯松 浦 議 長   答弁を許します。総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長   高田地区工業団地下水処理場基金利子という項目を設けておりますけ

ども、これは旧吉田町の県営工業団地を建設をしていただきました。そう

いう状況の中で、ちょうど工業団地の進入路の中央部分になろうかと思っ

ておりますけども、県の方でその団地の全部を下水処理場を整備させてい

ただいてですね、その基金が当初は１千５００万ばかり県の方から交付さ

れて、旧町の方で管理をさせていただいた状況でございます。この状況に

つきましては、今後下水処理場関係の配管がですね、完備されればそれと

接続すればある程度解決するんであろうと思うわけでございますが、まだ

そういう状況等にはなっておりません。現県有工業団地の団地の中にです

ね、誘致しておる企業の負担を持ちながらですね、この運営をいたしてお

る状況でございます。現在、１千８８４万５千円の基金の末を持っており

ますけど、その今日の状況におきましては利子等は非常に減額という状況

になっておりますので、減額につきましては１万円を減額させていただい

て、将来的にはそういう処理場をですね、ある程度下水処理完備になれば

こういうものは自ずと整理はできてくるんじゃないかと思っております。

以上でございます。 

◯松 浦 議 長   引き続き答弁を求めます。 

教育次長、杉山俊之君。 
◯教 育 次 長   １９ページの８の教育費県補助金１２０万６千円、わがまちの教育支援

事業補助金の関係はですね、５５ページの１０款教育費の２目の事務局費

の中に関連がありまして、国県支出金、△の１２０万６千円で落としてお

ります。この事業は、１５年度で県の事業が終了いたしましたので、１６

年度へ誤って継続したことで計上しておりましたが、この３月で全額補助

を落とさせていただいた経過でございます。これは基礎学力の補助金、研

修費等の補助金でございまして、１５年度までは向原、吉田の小学校でそ

ういう事業をやっておったわけでございます。以上です。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

◯金 行 議 員   議長。 
◯松 浦 議 長   １２番、金行哲昭君。 
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◯金 行 議 員   はい、１２番。１点お聞きします。まず総体的にこの分は１６年度は合

併してすごく難しい予算の中に、精査して減額いうことで今お聞きしたん

ですが、総体的にこの１６年度やられまして、どういうんですか、もとの

予算に順当に進んでいるという感じでおられるか。減額があるのは初めは

仕方がない部分があるかもしれませんが、精査して順当に目標いうんです

か、達成しておられるか、感想を市長なり総務部長なりお聞きしたいんで

すが。目的いうか、目標に進んでおられるか、今の予算までのもう１ヵ月

の予算執行しかないが、そこらの感じをお聞きします。 
◯松 浦 議 長   答弁を求めます。 

総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長   こういう基本的に本予算に１６年度の予算につきましては、４億６千７

６８万という大きな数字の減額していく状況にはなっておりますけども、

非常に財政のどういいましょうか、財源確保といいましょうか、本当に今

回のまだ財調基金の方にですね、３億数千万は基金を積み立てられるとい

う我々財政の方は予想を持っておりました。現在、今の特別交付税を２億

１千万のそこの穴埋めを今回補填しとかないとですね、特別交付税が３月

に交付されるときの２億の財源の確保いうたら、大変な状況になろうかと

思います。それがなかったらですね、３億円は財調基金の方に組み替えら

れるような考え方を持っておったんですが、まさしくも２億という数字は

思ってもいなかった数字でございます。大体よくいっても１億２千万ぐら

いかなという。旧町今まで災害復旧等を行われてですね、やはり２千万な

いしぐらいはですね、特別交付税が落ち込んでおったのは現状でございま

す。今回の新潟中越地震においては大規模な災害ということでございます

ので、そちらの方に優先的に送りをされたように思っております。 

それと、今回の１６年度の予算につきましては、６月のスタートという

状況の中で非常に工事がですね、発注につきましては７月以降の発注にな

っとるものがございます。多少繰越事業等も構えをしておりますけども、

基本的には今回の財源、特別会計等の財源の繰り出し等につきましても減

額という措置も取らせていただいておりますけども、やはり来年度に対す

る財政負担等も考えますに、できるだけ事業費を繰り越す。当然３月末ま

では完了しないわけですから、ある程度前期部分は１７年度に構えます１

６年度の予算でできるだけ早く工事をするという考え方の中で整理をさ

せていただいたとこでございます。どちらにしましても１６年度におきま

すある程度の事業の見直し等もですね、実施をさせていただいて、繰越明

許もできるものはできる、ある程度事業を調整して減額できるものは減額

して、１７年度の今回の新たな予算の方に組み入れられるような財源の仕

組みを、今考えさせていただいとるとこでございます。以上でございます。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

◯青 原 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １１番、青原敏治君。 

◯青 原 議 員   １１番、青原です。７ページの債務負担行為補正のことで、私が聞き漏
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らしたんかどうか、ようわからんのですが、人的委託業務費用ということ

で３億４５２万４千円という大きな額が掲げてありますので、できれば詳

細にわたって説明をいただければありがたいなというように思います。よ

ろしくお願いします。 

◯松 浦 議 長   答弁を求めます。 

総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長   はい。今回の行財政改革のその先行する一端のひとつの事業といたしま

して、非常勤職員、また臨時職員、またそういう職員の賃金カット、そう

いう状況の中もですね、総合的な観点の中からこの事業の行革の一環のな

かで、この事業も取り組みをさせていただいたところでございます。本来

であれば、４月の１７年度の予算の中でですね、スタートすればいいとい

うわけなんですが、当然この１６年度中にですね、３月一杯までにですね、

整理をしておかないと、４月１日に事業を動かすことができません。そう

いう状況の中で今回全体の１７年度に予算計上いたしておりますものを

ですね、あわせて今年度１６年度から１７年度にこの人的支援に伴います

事業の債務負担行為を計画させていただいとるとこでございます。当然、

いろんな角度で人選とか、その業者との対応、そういうことも、事務作業

を進めるためにですね、こういう措置を取らせていただいたというのが実

情でございます。よろしくお願いします。 

◯今 村 議 員   議長。 
◯松 浦 議 長   １６番、今村義照君。 
◯今 村 議 員   はい。２点ほどお伺いをいたします。２２ページの貸付金元利収入の件

でございますが、そこに住宅新築資金貸付金の元利収入が２千万計上され

ております。これは何件でですね、なのか、その中身についてお知らせを

願いたいのと、先ほどちょっと出かかっておりましたが、４７ページの林

業費の関係で、林道整備事業費の件でございます。当初の予算からですね、

大幅に減額されてるようですが、この特に新設改良費の減額が多いわけで

ございますが、あまりにもこの当初の予算と比べてですね、大きすぎるの

で、そこの中身についてお知らせを願いたいのと、できなかった理由があ

ればそこら辺も含めてご説明願いたいと。 
◯松 浦 議 長   答弁を求めます。 

市民部長、廣政克行君。 

◯廣政市民部長   議長。２２ページの住宅資金の貸付金、滞納繰越金の元利収入でござい

ますが、２件の納付でございます。全体としては２３３件でございます。 

◯松 浦 議 長   引き続き、答弁を求めます。 

産業振興部長、清水盤君。 
◯清水産業振興部長   ４７ページの林道整備事業費の中で、説明欄で林道新設改良費補正限の

５千９６４万８千円となっております。節の中で工事請負費が減の５千５

００万となっております。当初計画では３路線の林道の整備を予定をして

おります。これは旧町からの引き継ぎの中で、継続して２路線については

引き続き１６年度に引き続いて、それから新規路線として１路線を計上し
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ていたものがございます。いずれも県補助事業でございます。 

ご存知のように、県費の補助事業が非常に近年縮小されてきております。

これまでも町単位ですと大体県の割り当てが１路線、補助ベースでいきま

すと１千万か１千５００万、事業費で２千万か３千万の割り当てがいただ

いとったわけですが、１６年度安芸高田市の場合は継続をしておりました

２路線についてのみの補助を割り当てをいただいて、執行して参りました。

したがいまして、１路線の新規分については、事業費５千万でございまし

たが、これを全部今回補正減をさせていただいたものでございます。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はございませんか。 

◯杉 原 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

◯杉 原 議 員   ３０ページの目の１２、自治振興費の１３番委託料１千１７０万４千円

の内訳の内容ですね、内容を説明いただきたいと思います。 

◯松 浦 議 長   答弁を許します。 

自治振興部長、田丸孝二君。 

◯田丸自治振興部長   款２の総務費の款１総務管理費の１２、自治振興費の委託料１千１７０

万４千円の増額でございますけども、これはサイクリングターミナル及び

土師ダム周辺の公園等の管理の委託費用がございますが、これに伴うもの

でございます。サイクリングターミナルにつきましては、当初８千３７６

万円を予定しておりましたけども、９３６万２千円の補正をお願いすると

いうかたちになっております。また、周辺管理につきましては、２千５２

８万円の当初の予算でございましたけども、２６５万３千円。合わせて１

千２０１万５千円。これを今回補正をするものでございます。これにつき

ましては、施設が老朽化してだんだんやはり入込客が少なくなってるとい

う状況と同時に、実は秋に台風等が襲来をして団体客等が大幅に減少する

というふうな状況がございまして、このような大幅な減額になったという

ことでございます。以上でございます。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はございませんか。 

◯熊 高 議 員   議長。 
◯松 浦 議 長   １０番、熊高昌三君。 

◯熊 高 議 員   はい。１０番、熊高です。先ほど青原議員が問われた人的委託業務、こ

れは総務委員会でも聞かせていただいたんですが、かなり業者も決まって

説明会にも２回目も歩いていただいたということで、かなり受ける方の皆

さんも、かなり理解が深まったということを聞いておりますが、まだ我々

の方も具体的に業者がどこで、どの部分をどこの業者にやるんだというふ

うなところまでは聞いておりません。ですからこの３億４００万あまりの

大体の内訳ですよね。今回初めての事業でもありますんで、議会の方にも

周知徹底という意味で、もう少し内容の詳細な部分ですよね。説明をいた

だきたいというふうに思います。 

それから、もう１点、これは教育委員会の分室になるのか、甲田分室に

なるのか、補正予算という関係も多少あるんですが、中身は聞いてみんと
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分からんのですが、最近この１２日ですか、ミューズか何かで文化的な事

業で映画を上映されるということですが、｢北の零年｣ですかね。これの上

映をされるということで、入場料は無料なんだというふうに現在チラシが

配ってありますけども、これの事業主体と、これが｢北の零年｣じゃけえゼ

ロ円になったんではないと思いますが、そこらの経緯をですね。というの

がだいぶ前に他のそういう活動とですね、整合性という面から言えば、や

はりこの時期しっかりとした対応をしておらないと、各町に分かれておっ

た時にはそれぞれ、あそこの町はええよねということで済んだんですが、

安芸高田市一本化された中で無料のとこがある、この間吉田では文化講演

会７００円取ったとかいうようなこともありましたけども、そこらの流れ

というのはどんなふうに整理されとるかなということで、もしかその文化

講演会かなんかの人材がなくなって、その映画にしたとかいう流れも聞い

たんですが、そしたら予算が余ったんじゃないかなという気がするんです

が、小さい数字かもわからんですが、大きな全体の市民に対するそういっ

た感覚から言えば、どうなんかなというところで、１点お聞きしたいとい

うふうに思います。とりあえずそれでお願いします。 

◯松 浦 議 長   答弁を許します。 

総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長   はい。この人的支援といいましょうか、当然、この業務委託という中で、

そういう業務の委託という考え方でありますとなってますけど、あくまで

もそれぞれの職員さんの派遣を願うというかたちのルールを取らせてい

ただいております。一般会計で３億４５２万４千円の計画につきましては、

今の保育所関係につきましてはやはり今まである程度全国的にも経験豊

富であります、東京に本社を持ちます株式会社大新東という業者がござい

ます。そういうとこに今回お願いをさせていただいたとこでございます。

大新東の保育所につきましてはそういう状況の中で１億２千４００万ば

かりの事業をそこに計画をさせていただいております。あとの差につきま

しては各施設関係、旧吉田町からいろいろ施設の管理についてはですね、

ノウハウ等を持っておりました関係上、安芸高田市の地域振興事業団にそ

の他の施設、体育施設とかですね、給食センターの施設、そういうところ

についてはそういう業務の支援をするということで、派遣的なかたちを取

らせていただいております。その３億と１億２千ですから、約１億７千万

ばかりを市の地域事業団に委託をさせていただいておるという状況でご

ざいます。全体的には３億４５２万２千円の、これは当然、業務の委託の

関係にとなるわけですから、社会保険料の２分の１は、当然、雇用主の負

担ということになりますので、現状の計画ではそれも含んだかたちの中で

総括をさせていただきたいというように考えております。以上でございま

す。 
◯松 浦 議 長   答弁を許します。 

教育次長、杉山俊之君。 

◯杉山教育次長   ミューズでやります映画鑑賞会の件でございますが、一応当初は文化講
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演会ということで甲田教育分室の方で計画をしておりましたけど、今まで

いろんな６つの教育分室でいろいろ同じような行事を持っておるという

ことで、今回映画の方へ切り替えたというふうに聞いております。それで、

文化講演会で講師を呼ぶと、約１００万円あまりの講師料が要るわけでご

ざいますが、今回映画の鑑賞ということでちょっと金額は定かに覚えてお

りませんが、１００万円以下で借り入れられるということと、今｢北の零

年｣が封切りで人気を博しておるので、安芸高田市の市民の人にもですね、

映画館でなくミューズの方へ鑑賞に来て欲しいと。それで、無料にするか

取るという関係でございますが、いろいろやり方がありましてですね、い

ろんな各教育分室でやっておられるんが、直営の場合もありますし、実行

委員会で有料でやる場合がありますが、今回は直営でやるということで、

予算の方を利用させていただいて映画の鑑賞会を開催するというふうに

聞かせていただいております。以上です。 
◯熊 高 議 員   議長。 
◯松 浦 議 長   １０番、熊高昌三君。 

◯熊 高 議 員   総務部長の方に、できれば大新東とか、そういう会社も中身が全然わか

りませんし、具体的ないろいろ見積を取って決めたという経緯もあるよう

ですから、そこらももう少し資料でも出していただいてですね、しっかり

としたわかりやすいものを出していただくというかたちがいいかなとい

うふうな思いがします。 

今のミューズの関係ですけども、予算の大小に関わらず、その講師の分

が１００万円かからんかったから、直営でタダにしたということですが、

そういう予算の使い方をしていいのかどうか、かなり疑問が残ると思うん

ですよね。１万円でも、そりゃあ千円でも必要な予算として組んだものを、

たまたま講師がおらんから余ったということで無料にしたというふうな

感覚でしか聞き取れんのですね。それこそ市民にそういった使い方をどう

なっとるんかと言われて、果たして返答ができるんかどうか。ここらにつ

いてのお考えを再度お伺いしたいと思いますし、もう１件、これはさっき

言っておりませんが、２７ページの財産管理費の庁舎管理費が１千４００

万ぐらい減額になってますね、これの中身をお伺いしたいと思います。 

◯松 浦 議 長   まず総務部長、新川文雄君、答弁を求めます。 

ちょっと、答弁が時間がかかるようですので、こちら、教育長の方に。

教育長、佐藤勝君。 

◯佐藤教育長   はい。３月１２日に予定しております｢北の零年｣でありますが、ご指摘

をいただきますとおり、町村によりまして今までいろんなケースがござ

いまして、統一が取れてないということが、私はあると思います。これ

までにつきましては、次年度につきましては統一したやり方を取ってい

きたいと思っておりますし、併せて考えておりますのは、同じようなこ

とがそれぞれ行われとるということもありますので、年間を通してです

ね、どこかでやっておるというようにしないと経費の無駄遣いと言われ

ても申し訳ないと思いますので、次年度につきましては、こちらの方で
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チェックをいたしまして、同じようなことがないように努力させてもら

います。以上でございます。 

◯松 浦 議 長   続きまして、総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長   財産管理費の関係でございますが、一番大きなウェイトでございます工

事請負費の減額というところが、一番大きな減額で１千４５万円が主たる

事業の減額でございます。このことにつきましては、現在庁舎周辺等ので

すね、駐車場の確保をあたらせていただいておりました。そういう関係で

いろいろ交渉過程の中でですね、２つのパターンがありまして、農地のま

まで借りて市の方で造成工事をする場合と、相手方の貸せる方の方で工事

をしていただいてやっていただいとるという、２通りの方法を取らせてい

ただいております。それで、今回は工事の完成を見、というかたちの中で

実施をするという計画があった関係で、市の方でそうした工事関係のです

ね、予算を立って持たせていただいておったわけですが、そのことが不要

になった関係で、これにつきましては１千４５万円の減額が大きな要因だ

と思っております。 

業務に係ります関連性につきましては、現在限度額につきましては３億

４００万ばかりの数字を掲げさせてもらっておりますが、現状の４月１日

からですね、発足いたす、派遣の詰めというのはまだ現在進行中でありま

す。日々の相手方との交渉過程の中で、それとか、また職員の人事の貼り

付けによってですね、また変わるという可能性もあります。そういう状況

の中で、考え方の整理はですね、今後特別委員会の中でですね、ご説明を

させていただきたいと思っております。現在で、今債務負担行為を取らせ

ていただいておるのは、こういう今の現状の事務を取らせていただくとい

う過程の中で、今３億の数字を取らせていただいておるわけですから、当

然今の考え方を整理しとるものについては、特別委員会の中で明らかに説

明をさせていただきたいと思っております。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はございませんか。 

◯明 木 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １番、明木一悦君。 

◯明 木 議 員   はい、議長。７ページのですね、先ほどの同僚議員の質問に関連するん

ですけど、先ほど言われました大新東が受けたと言われてましたけど、こ

の資料によるとエヌ・アイ・サービス株式会社大新東グループとなっとる

んですけど、大新東との絡みはどうなっとるのかと。どういうグループ会

社であるかということですね。大新東、大新東とばかり説明を受けておっ

たんですか、実際に受けた会社名が違ったというのがあるんですけど、そ

この説明をしていただきたいのと、それからその中に入っている資料でで

すね、保育園というのはちょっとこの中にないんですよね。学校はあるん

ですけど、保育園の実績がどれくらいあるのか、はっきりちょっとこれだ

けじゃ分からないんで、どれくらいの実績を本当にお持ちなのか、どれだ

けお持ちなのか知りたいのがあります。 

それから、今回のですね、この中には児童クラブ等のですね、臨時職員
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さんも入る方もおられるかと思うんですけど、今回児童クラブの料金につ

いて、改正されまして、３千円というのが、一律３千円というのが決まり

ました。それで４月１日より適用されるんですけど、その３千円というの

は、委託されてるんであればですね、委託会社にこの３千円が入るわけだ

と思うんですけど、その根拠ですね、その辺りはなぜ３千円になったのか

ということを教えていただきたい。 

それからですね、先ほどのやはり同僚議員の関連なんですけど、林道整

備、これについてですね、５千万まったくなくなったというのは新規のと

ころを中止したという話しなんですけど、これは完全中止なのか。また、

どこの路線を言われてるのか、それをお願いいたします。 

◯松 浦 議 長   答弁を求めます。 

総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長   今回のこうした業者の選考につきましては、先ほどありましたような大

新東というようなことの状況で、取り扱っている項目ごとにこの派遣の要

領によってですね、エヌ・アイ・サービスがある程度取り扱っているもの

もありますし、そういう状況の中で今暫定のもので今整理をさせていただ

いておるのは事実でございます。ただ、他市の場合等もですね、この企業

というのは４社ぐらいの企業のいろんな角度でヒヤリングをさせていた

だきましたところで、いろいろこうした先進の事例でもこの業務の派遣と

いうのを先進に実施されておるというのを、我々も認知をさせていただい

とるとこでございます。 

先ほどの３千円のですね、単価とこの派遣というのは別な角度でありま

して、当然、この児童放課後保育というのは行政の方で実施するわけであ

りますので、それはもう別な保護者負担に影響するとかですね、そういう

ことはございません。当然、その職員の派遣にしましても、それは行政の

方できしゃっとしたルールの中で派遣をして、放課後保育をするわけであ

りますので、その３千円の負担をその会社の方に流用するというような状

態にはなっておりませんので、ご理解をお願いしたいと思っております。 

◯松 浦 議 長   続いて産業振興部長、清水盤君。 

◯清水産業振興部長   林道の具体的な路線名等のご質問でございますけど、３路線の内、事業

中止ということではございませんので、今年度の実施を見合わすというこ

とでございます。路線は吉田から向原へ越える路線名は入江戸島線という

路線名になっております。これが１５年度の事業で投資効果等の調査を行

っておりまして、これらの県との調整が１６年度で行う予定でございまし

たが、予算的な計上の段階で市と県とのそういった連携がちょっとマズイ

というようなこともございまして、当初予算にいれております５千万を計

上しておったわけですが、補助金の内示といたしましては、割り当てをい

ただいた額といたしましては本年度が１千８７４万円の補助金でござい

ます。大体事業費で３千６００万円あまりの事業割り当てで、今年度事業

を実施したものでございます。これを継続で実施しておりました２路線へ

充当させていただいたということでございます。入江戸島線につきまして
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は、引き続き計画の調査設計等についても１７年度にも引き続き実施をし

ていきたいというふうに考えております。 

◯明 木 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １番、明木一悦君。 

◯明 木 議 員   はい。すいません。できれば４社の中から選択されたと言われるんです

けど、どのあたりにこれをされたのか、もし公表できればお願いいたした

いと思います。また、３千円ということでですね、この文章を配られて、

保護者の方に説明されたということを聞きましたけども、保護者の方に説

明をされたのは３千円が児童福祉手当が出るんだから、それから払っても

らえればいいんだからということで、説明をされたように聞いてますけど、

そのあたりですね、なぜそれがちょっと補正とは関係ないと言われればそ

れでまた別のところで質問したいと思いますけど、なぜそれが３千円にな

ったのかということで、答弁をいただきたいのと、教育委員会の方に１つ

お願いがあるんですけど、先ほどの関連なんですけどね、やはりいくらそ

れだけの予算があるから無料で映画を上映するというんじゃなくてです

ね、やっぱり企業的な観念に立ってですね、３００円ないし５００円でも

取っていただければですね、それでまた新しい事業が興せるというね、そ

ういう感覚を持っていただければ非常にありがたいと思います。よろしく

お願いします。 

◯松 浦 議 長   まず、答弁を求めます。 

総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長   先ほど熊高議員さんにご説明をさせていただきましたように、本特別委

員会の方でもですね、この内容的にしましては充分ご説明をさせていただ

きたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。ただ、

大新東というのはそういった総括をする総合的な今の会社のところであ

りますので、我々は絶えず大新東ということで説明させていただいており

ます。そこの中の分類を分けて園内サービスとか給食サービスとか、いろ

んな角度で事業実施をさせていただいておりますので、そういう今後にお

いては部門の中で簡潔な契約締結ができてくるんだろうと思っておりま

す。以上でございます。 

◯松 浦 議 長   教育長、佐藤勝君。 

◯佐藤教育長   はい。先ほどのご意見でございますが、先ほども答弁させてもらいまし

たように、大変重く受け止めておりまして、次年度に活かしていきたいと、

このように思っております。以上です。 

◯松 浦 議 長   答弁を求めます。 

福祉保健部長、福田美恵子さん。 

◯福田福祉保健部長   はい、失礼いたします。児童クラブの保護者負担の３千円の件でござい

ますけども、ちょっと手元に各クラブの方がいくらもらってるかというの

がちょっと手元へ持っておりませんけども、基本的には旧町時代ですね、

放課後児童クラブについては月額いくらっていうかたちで保護者から負

担をいただいておられます。そうした中で年間１千５００円いうのと、月
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額２千５００円徴収されているところがございます。いうことから、じゃ

あいくらが妥当かなということで、保護者の方も就労するために児童クラ

ブっていうのは預けられるわけですよね。いうかたちの中で受益者負担と

いうところも少しは考えていただきたいということで、年間１千５００円

だったのが月に３千円になったと、上がったというかたちにはなるんです

けども、そこらは旧町時代のことがございまして、それで合併協の方でも

協議をされた中で、やはりそれだけの受益者負担ですよね、いうことは考

えなくてはいけないということで、３千円にさせてもらったという経過が

ございます。ただ、各町今までのいくらだったというのを、私今手元に持

っておりませんのでまた提出させていただきたいと思います。お願いいた

します。 
◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

◯亀 岡 議 員   議長、２０番。 

◯松 浦 議 長   ２０番、亀岡等君。 

◯亀 岡 議 員   本来、夜行性でありますのでいよいよこれから元気を出していきたいと

観念をしまして申し上げたいと思います。とは言いましても市民の貴重な

税金といいますか、予算の主権者であります立場から、いろいろ質問は真

剣にですね、取り組んでいかんにゃあいけんと思いましてお尋ねするわけ

ですが、この先ほど来ございました人的委託業務費用。 

実は合併が進められてきます経緯の中で、当時は６町であります。町民

の皆さんにサービスは厚く、負担は軽くというようなことが盛んに言われ

てきたわけでありますが、そうした中でそれぞれの市民の立場で今日情勢

下、いろいろ様々な事情が起きてくるわけでございますが、今回この臨採

の人あるいは非常勤勤務の人、それぞれですね、突如として起きてきた出

来事というような感がですね、強いと思うんですね。合併問題をいろいろ

当事者として進めてきてですね、当事者としての我々におきましても、予

想なり、想像以上に厳しい局面であるというふうに認識をするわけですが、

そのようなことでですね、当事者にとりましては何としても詳しいですね、

先行きについても、また当面の事柄についても、詳しいことが知りたいと

いうことは随分あったんですよね。通り一遍の説明でどうもなかなかわか

りませんと、どうなるんか。というようなことですよね。それは先ほど来、

答弁される中でこれからもそういった点の理解は十分得るように進めて

いくんだというようなことが言われておりますし、そうでなくてはならん

と思います。ただ、私が思いますのにはですね、民間委託なり、ここでど

ういうふうに理解をすればいいか分かりませんが、安芸高田市地域振興事

業団を通しての派遣というようになってくる、それらにつきましてですね、

実際はなかなか現場にとっても当事者にとっても、厳しい局面が予想され

るんですよね。ある分野においてはこれまでの人員がですね、３割も４割

も削減されるというような中で、働く時間は増えるし、賃金は下がるとい

うような状態がありますよね。それが先般新聞にも出ておりましたが、総

務部長さんがおっしゃっておられるには、これまでの雇用の仕方には、法
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に照らして違法的なですね、面もあると。それの是正をするんだというよ

うなお話しでした。それはいろいろあるとしましても、当面、今ですね、

早く言えば、年度の変わり目にですね、駆け込み的にですね、対処対応さ

れたというのが実情だと思うんですよね。それで、そうした派遣会社等と

の関係がどのようにこのことについては進めていかれるんか、対応してい

かれるんか、よくわからんのでお尋ねするわけですが、それを今回手がけ

た市としてはですね、考え方として１７年度は試行期間であるというふう

なですね、考え方を持つべきで、持ってやっていくべきではないかという

ふうに思うんです。ここで決めたことがバッチリそのスタイルで進んでい

くのか、それとも１年間やってみて改善すべきことが必要なことが起きて

きたら、それはそのようにやっていくのか、そこらについての考え方をで

すね、私としましては今申し上げましたように、試行期間であるという考

え方に立ってやっていただくのがいいんじゃないかと、このように思うん

ですが、そこらの点についてはいかがでしょうか。 

◯松 浦 議 長   答弁を求めます。 

総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長   この取り組みのことにつきましては、２月２１日の市議会の全員協議会

の中でも皆さんのところの方に資料を提示させていただき、基本の考え方

につきましてはご説明をさせていただいたところでございます。その夜か

ら６日間にわたりまして、各夕方５時からですね、各関係支所等におきま

しての説明会をさせていただいたとこでございます。ここまで来る過程の

中はですね、合併を昨年の３月１日にさせていただき、いろんな角度の中

の１６年度についてはですね、問題点多くあることがあったのは確かな問

題点であると思っております。予算編成につきましても今まで実施したこ

とをすぐやめるかといえばやめられませんし、そうはいいましても合併し、

財源的なことにつきましてはですね、苦慮するということが現状だと思っ

ております。そういう状況の中で総務においては行財政改革の事務をこの

１６年度にですね、進めてきたのが現状であります。その末端の１２月末

まで整理をしたことがですね、行革の大綱を作成するということで行政内

においては本部会議、また対策本部、また幹事会、いろんな角度で今日ま

で詰めてきたかたちがあろうかと思っております。ただ、非常にいろいろ

ご心配をいただいておる状況いうのはですね、職員の方の不安的なかたち

もあろうかと思いますけども、今回は先行的な項目の中をですね、５つほ

ど絞ったかたちの中で進めさせていただいております。ただ、臨時職員と

非常勤の職員だけではないわけですよね。まず１点については、先ほど来

から条例化しておりました今回の合併の基本でありますまちづくり委員

会の設置条例、その次につきましてはやはり公営企業法人の派遣等も考え

ております。また、事務権限移譲にかかる体制の整備、県土木等、また今

回県の方から権限移譲されますけども、そういう体制をですね、どのよう

に市としてスタートするかということが、４月１日のスタートであるかと

思っております。 
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次に、やはり一番大きな問題がですね、定員管理の問題と、給与の適正

化というとこが一番大きな問題であろうかと思っております。そういうこ

とで、給与制度の見直し、また、３月末日をもって退職勧奨、こういうこ

とも実施をさせていただいております。それと同時に非常勤の特別職員と

臨時職員の対応をどのように考えるか。４項目については公共施設の委託

業務、行政が全部管理するんじゃなくて、委託業務にしたらどうかという

ことも問題点として最終的には第３セクターの経営状況の実態、そういう

のも見直し、そういうことと補助金団体の見直し。行革の大綱をですね、

提言を受けるまでに１７年度に予算反映しようじゃないかということが

市長の特命事項で先行出てきたわけでございます。そういう状況の中であ

る程度今回につきましてはですね、今まで我々が経験したことのないこと

をやるわけですから、当然我々に対しても不安的要素があろうと思います。

ただ、そうはいいましても今までやっていた業務をですね、４月１日から

停止するということにはなりませんので、業者とその各施設派遣する施設、

それを直にやったらですね、非常に混雑するんじゃなかろうかと思ってお

ります。総務部の中に給与の方の担当の中に１人専任を置かせていただい

て、それでコーディネートが取れる体制をですね、１７年度についてはス

タートをさせていただきたい。いろんな角度でやはり我々は今まで１人の

職員をですね、何年も雇用できる基本的にはボーナスまで出てた団体もあ

るわけですね。それは当然違法的なことです。だからそういうことを市に

なったわけですから、やはり雇用関係の明確化、そういうところもある程

度、ちょっと試行錯誤という状態もあるかと思いますが、やはりある程度

民間の知恵もですね、我々行政も取り入れる必要があるんじゃないかなと

いうことを根底に置かせていただきたいと思っております。 

いろんな角度で議員の方の皆さんからご心配をいただきますようにで

すね、当然ほいじゃあ、これを取り組んだから、それを全部そいじゃあ１

００％の減額になったよというようなことにはならないと思ってます。当

然この１７年度試行錯誤の中で実施を取り組ませていただいてですね、当

然あるべき成果と課題というものを生み出して、次の年度でまた行革をか

けていくという状況をとらさせていただかないとですね、なかなか難しい

問題もあるんかなというように思っております。我々も初めてこうした取

り組みをするわけですんで、いろんな雇用体系のですね、法律の中で、あ

る程度行政も取り組んでいかれるものについてはですね、またそういうこ

とも取り組んでいかなくてはなりませんし、まず一歩としてそうしたこう

いう状況をですね、取り組ませていただきたいというように思っておりま

す。当然、ご指摘いただきますように、充分１７年度については実施に向

けては精査をし、その移行をスムーズにさせていただきたいという考え方

を持っております。よろしくお願いします。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

◯明 木 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １番、明木一悦君。 
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◯明 木 議 員   はい。今の答弁の中でありました、今回のこの人的委託業務費用がです

ね、実際には経費削減につながってないと言われましたけど、実際にです

ね、臨時職員の方はですね、非常に困っとるわけです。なぜかというと、

今度から時給が９００円になります。それに対しては減額があるわけです

よね、皆さん。今までの生活に対してですね、日にでもやはり２千円ぐら

い変わるようなね、ことが出てきてるわけです。本当に市民のそういう人

の立場に立って考えるんであれば、もう少しですね、臨時職員を有利にで

すね、そういう移行ができるようなですね、考え方をなぜされなかったの

か、もう少し市民の身に立ってですね、行政の方も考えていただきたいと

思います。 
◯松 浦 議 長   答弁を求めます。 

総務部長、新川文雄君。 

◯新川総務部長   当然、先ほどから言っておりますように、１６年度につきましてはです

ね、合併前で単価が高くなってるんですね。そういう状態。それはですね、

どういうことかと言いますと、臨時職員さんにボーナスが出とるんですね。

だからそういうことは決してできないことなんです。だからそれを１６年

度で暫定としてそれを取り組んだために、臨職さんなりあるいは非常勤職

員さんにはいろいろなかたちの中で今回ご迷惑をかけますけども、現状の

ある程度の類似団体のですね、日額単価の方に調整をさせていただいたと

いうことでございますので、これが今回のこうした合併に伴います今まで

の旧６町のやってたことを、この１年かけて調整をさせていただいたとい

うことでございますので、決して市民の皆さんのですね、収入額を減額と

いうことではございませんので、その点はご理解願いたいと思います。 
◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

◯熊 高 議 員   議長。 
◯松 浦 議 長   １０番、熊高昌三君。 

◯熊 高 議 員   最後の１回ですので、貴重なんで確認をするんですが、岡田議員さんが

冒頭言われた、今の公有財産購入の件ですよね、これは議論としてはうや

むやになったんですけども、第１分庁舎ですか、第２ですかね、あっちは。

第３が教育委員会ですわね。第１が産業振興部よね、あっちの方は後委員

会付託になっとるんですが、この予算が通ったら、第３庁舎だけは先に買

うつもりなんでしょうか。あるいは全体の流れを見て、最終的に判断はし

ていくということなんか。 

もう１つは、何かの席で言いましたけども、建設部がおる第２庁舎です

かね、あれは。分庁舎、あれも含めてといういろんな話しもあるわけです

よね。結局私が言いたいのは、あんまり深く議論すれば現在の特別委員会

で検討しとる第２庁舎の建設に関わってくるんで、深くは言えませんけど

も、そこらの全体の見通しというのが我々に示されんのですね、結局。そ

の中で判断をせいということですから、その市長のお考えをしっかりと聞

かないと、この予算自体の判断ができないというふうに私は考えるんで、

最後の質問として市長に確認をさせていただきたいと思います。 
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◯松 浦 議 長   答弁を求めます。 

市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   ご存知いただきますように、今３ヵ所に分散しているという事実はある

わけでございまして、そういう意味で文化ホール、第２庁舎は是非とも早

くやらせてもらいたいということでご理解をいただきながら、今設計の段

取りをしておると。こういうところであります。併せて現在の農林が入っ

ておるところについても、私は２千７００万なら私は買い物であろうと。

しかも下は土地はもと普及所に吉田町が提供した市有地であると、こうい

うことなんで、そいじゃあそれを何に利用するか、無駄じゃあないかとい

う論も、その言い方によってはあるかもわかりませんが、私はこれは有効

に使える施設であると、このように思っておりますので、いろいろご意見

はあるかと思いますが、是非ともこの普及所の後の農林がおりましたとこ

ろの買収についてはですね、ご理解を賜りたいというように思うわけでご

ざいます。先ほど来、お話しがありますように、条例が通らにゃあ予算の

執行はできんということは我々も充分承知をしております。しかし、是非

ともこのことについてはご理解を賜っていい方向に結論を出していただ

きたいというように思うわけでございます。 
◯松 浦 議 長   それじゃあ、暫時休憩します。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後８時５３分 休憩 

午後８時５４分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

◯松 浦 議 長   再開をいたします。 

◯児 玉 市 長   現在の中電の施設につきましても、これは合併協議の中で、吉田町が先

行取得した方がいいんじゃないかという意見もあったわけでございます

が、なかなか中電との交渉が金額面で折り合わなんだということもあるわ

けでございます。なぜそれは必要なかと言いますのは、今、隣に資料館が

あるわけです。資料館の倉庫がもう満杯になっておると、こういうことで、

もしそれが安く手に入れば、やはり資料館の倉庫を別に建設するよりか、

かえっていいんじゃないかと、こういう話しもあったわけでございますが、

今の状況ではちょっとなんぼ交渉してもですね、こっちの思うようなとこ

ろにはどうも行きそうにないと思いますんで、これはやはりちょっと時間

がかかるような気がいたしますが、あそこは絶対市が買わにゃあいけんと

いうものでもないわけでございます。したがって、もう１つの教育委員会

のあとについてはですね、これは約２反、あそこはあるわけでございます。

土地は。したがって、建物そのものはもうちょっとなかなか使えんのじゃ

ないかと思いますが、特に吉田病院がですね、今非常に駐車場がなくて困

っとる問題があります。先般も議長さん、副議長さんも含めて吉田病院と

の協議会もやったわけですが、あの席ではとてもそがあな問題は出せる状

況ではなかったわけですが、前々から小さいこれぐらいの溝を挟んで吉田

病院の駐車場と陸続きとなっておりますんで、吉田病院としてはもう喉か
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ら手がでるくらい欲しいところではないかというように思います。そうい

う意味で、先般来、その安芸高田市の公的病院として、吉田病院の支援と

いうようなことも出ておりますので、これは今、私個人の考え方ですが、

もしかそれが取得できればですね、すぐにでも有効に利用できる２反の土

地が確保できると思いますし、吉田病院もただじゃあもらえんという気持

ちもあるようでございまして、これは損得なしで私は行けるんじゃないか

と。ただ、県は吉田病院へ払い下げするわけにはいきませんので、やっぱ

り市へまず払い下げをするということが前提じゃないかというように思

います。まだ、これは公式に皆さんに話しをしとることじゃあないんです

が、そういうご質問がありましたので、私の、今、私的な考えとして申し

上げたということでございます。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

 〔質疑なし〕 

質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

 〔討論なし〕 

討論なしと認め、討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。これより議案第３０号、平成１６年度安芸高田市一

般会計補正予算（第５号）の件を起立により採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 〔起立多数〕 

起立多数であります。 

よって、本件は原案のとおり可決されました。 

◯松 浦 議 長   ここで、暫時休憩といたします。９時１０分まで。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後９時００分 休憩 

午後９時１０分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第４８  議案第３１号 平成１６年度安芸高田市国民健康保険 

                          特別会計補正予算（第３号） 

◯松 浦 議 長   揃っておられますので、休憩前に続き、再開いたします。 

日程第４８、議案第３１号、平成１６年度安芸高田市国民健康保険特別

会計補正予算第３号の件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   はい、議長。議案第３１号、平成１６年度安芸高田市国民健康保険特別

会計補正予算でございます。 
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本案は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１千１１０万

７千円を追加し、歳入歳出それぞれ３３億９千９５８万６千円とするもの

でございます。よろしくお願いいたします。 

◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯福田福祉保健部長   議長。 
◯松 浦 議 長   福祉保健部長、福田美恵子さん。 

◯福田福祉保健部長   はい。それでは１６年度安芸高田市国民健康保険特別会計補正予算第３

号についての要点の説明をいたします。 

本補正予算は、平成１５年度の療養給付費負担金の精算と、平成１６年

度保険基盤安定繰入金の確定によるものでございます。 

それでは、６ページをお開き下さいませ。歳入の款３の国庫支出金でご

ざいますが、２目の療養給付費等負担金１千９８５万６千円、これは過年

度分でございます。 

それから款９繰入金の目１の一般会計からの繰入金９７４万５千円の

減額でございます。これは先ほど言いました保険基盤安定繰入金の確定に

よるものでございます。 

款１１の諸収入、１目の一般被保険者延滞金として補正額７５万円。そ

れと雑入で２４万６千円でございます。 

８ページ、歳出に参ります。款２の保険給付費、１目の一般被保険者療

養給付費でございますが、補正額はゼロでございまして、先ほど言いまし

た保険基盤安定繰入金の確定によりまして財源、その他の方を減額にいた

しまして、一般財源の方との組み替えでございます。次の款２の保険給付

費、１目の葬祭費でございますが、２８０万円補正額をお願いしておりま

す。 

それから款９の諸支出金、３目の償還金といたしまして５２万４千円、

これは１５年度精算いたしまして国県への返還金が生じておりますもの

を予算化しております。 

款１０の予備費といたしまして７７８万３千円。以上でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

◯松 浦 議 長   これをもって要点の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

 〔質疑なし〕 

質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

 〔討論なし〕 

討論なしと認め、討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。これより議案第３１号、平成１６年度安芸高田市国

民健康保険特別会計補正予算第３号の件を起立により採決いたします。 
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本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 〔起立多数〕 

起立多数であります。 

よって、本件は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第４９  議案第３２号 平成１６年度安芸高田市介護保険 

                          特別会計補正予算（第２号） 

◯松 浦 議 長   日程第４９、議案第３２号、平成１６年度安芸高田市介護保険特別会計

補正予算第２号の件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第３２号でございます。平成１６年度安芸高田市介護保険特別会計

補正予算第２号でございます。 

本案は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ５千４１５万

６千円を追加しまして、歳入歳出それぞれ３０億２千８５２万 7千円とす

るものでございます。よろしくお願いいたします。 

◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯福田福祉保健部長   議長。 
◯松 浦 議 長   福祉保健部長、福田美恵子さん。 

◯福田福祉保健部長   それでは１６年度安芸高田市介護保険特別会計補正予算第２号につい

ての詳細について説明をいたします。 

この度の補正につきましては平成１６年１２月までの実績に基づきま

して、これからの給付見込みを出させていただいております。 

それでは、６ページをお願いいたします。歳入といたしまして款１の保

険料、１目の第１号被保険者保険料といたしまして３６８万３千円。 

それから款４の国庫支出金といたしまして１目の介護給付費負担金１

千１３４万円。款４の国庫支出金、１目の調整交付金といたしまして７３

８万円、款５の支払基金交付金、１目介護給付費交付金といたしまして１

千８１４万４千円の補正をお願いしております。 

款６の県支出金として１目介護給付費負担金７０８万６千円。 

款７の財産収入といたしまして利子及び配当金で２万円。 

それから次に８ページの方の款９繰入金といたしまして、１目介護準備

基金繰入金１９８万１千円をお願いいたしております。 

それから款９同じく繰入金といたしまして、一般会計からの繰入金とい

うことで、１目介護給付繰入金５０８万６千円、それから２目の事務費繰

入金が△の５６万４千円でございます。 

歳出といたしまして、次のページで、款１の総務費、一般管理費は、事

務の方を精査いたしまして減額の６万５千円。それから款１総務費、項３
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の介護認定審査会の方でございますが、こちらも精査いたしまして審査費

の方が減額の４９万９千円。それから認定調査費の方でございますが、こ

れは補正額ゼロといたしまして、節款を移動させていただいております。

委託料の方がですね、在宅認定調査費、サービスの方が増えて参っており

ますので、在宅認定調査。それと、在宅新規の主治医の意見書の作成等に

伴うものでございます。 

それから１０ページの方をお願いいたします。款２の保険給付費、１目

の居宅介護サービス給付費といたしまして１千９５０万円お願いをいた

しております。それから３節の施設介護サービス給付費といたしまして３

千５００万円、７目の居宅介護サービス給付費といたしまして２５０万円、

計５千７００万円でございますが、いずれも先ほど言いましたように、１

２月までの見込み、実績に基づきまして、サービスの見込みの増というこ

とでございます。 

次の、款２の保険給付費でございまして、４目の居宅支援住宅改修費の

方が減額の２００万円でございます。それから次ページの款２の保険給付

費の１目審査支払手数料７０万円、これも給付見込みの増に伴うものでご

ざいます。次の款２保険給付費の１目高額介護サービス費を１００万円。 

それから款４の基金積立金といたしまして、１目介護給付費準備基金積

立金の２万円でございます。最後のページの款６の予備費といたしまして

減額２００万円計上させていただいております。よろしくお願いいたしま

す。 

◯松 浦 議 長   これをもって要点の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

 〔質疑なし〕 

質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

 〔討論なし〕 

討論なしと認め、討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。これより議案第３２号、平成１６年度安芸高田市介

護保険特別会計補正予算第２号の件を起立により採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 〔起立多数〕 

起立多数であります。 

よって、本件は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第５０  議案第３３号 平成１６年度安芸高田市公共下水道事業 

           特別会計補正予算（第３号） 

◯松 浦 議 長   日程第５０、議案第３３号、平成１６年度安芸高田市公共下水道事業特

別会計補正予算第３号の件を議題といたします。 
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この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第３３号、平成１６年度安芸高田市公共下水道事業特別会計補正予

算第３号でございます。 

本案は、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ３千７１３

万４千円を減額し、歳入歳出それぞれ５億３２５万４千円とするものでご

ざいます。 

なお、地方債の補正につきましては、その借入限度額を７千５４０万円

と定めるものでございます。 

◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯金岡建設部長   議長。 

◯松 浦 議 長   建設部長、金岡英雄君。 

◯金岡建設部長   議案第３３号、平成１６年度安芸高田市公共下水道事業特別会計補正予

算（第３号)ついて、要点のご説明を申し上げます。 

これは吉田処理区の公共下水道の清算見込みに伴うものでございます。 

議案の７ページをお願いします。歳入でございますが、それぞれ清算見

込みにより、１款の分担金及び負担金、１項分担金では加入者分担金を１

５４万９千円増額。 

２款使用料及び手数料では、下水道使用料２０２万６千円の増額。 

４款県支出金では、公共下水道事業県補助金として３３０万円の減額。 

６款繰入金では、一般会計からの繰入金２千４２４万７千円減額し、８

款諸収入では雑入の５３万８千円の増額でございます。消費税還付金が３

３９万２千円。加入促進奨励返還金を３９３万円の増額となっております。 

９款市債では、公共下水道事業債１千３７０万円の減額をお願いするも

のでございます。 

次に、歳出でございますが、９ページをお願いします。１款総務費、１

項総務管理費の一般管理費では２万５千円の増額で、職員手当等の精査に

伴うものでございます。 

次に、２款施設費、１項施設管理費では９０２万３千円の減額で、それ

ぞれ清算見込みに伴い、消耗品費等需用費で３０５万円の減額、役務費で

施設の保険料３０万円の減額、委託料では浄化センターの維持管理委託料

の清算見込み及び下水道台帳作成業務料など５６７万３千円の減額をし

ております。 

次に２項の施設建設費ですが、２千７７３万６千円の減額で、その主な

ものは、賃金・旅費をそれぞれ減額するとともに、需用費では４９万１千

円の増額、委託料では調査設計監理委託料１千万円の減額、工事請負費で

は管路工事など２千４５４万８千円の減額、また、補償補填及び賠償金で

は下水道工事に伴います水道管移設補償金６８１万２千円の増額。 
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３款公債費では、償還金利子及び割引料で４０万円の減額をお願いする

ものでございます。 

４ページには、第２表地方債の補正を掲げております。補正前の額から

３７０万円減額し、公共下水道事業の起債の限度額を７千５４０万円とさ

せていただきたいとするものでございます。以上でございます。 

◯松 浦 議 長   これをもって要点の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

 〔質疑なし〕 

質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

 〔討論なし〕 

討論なしと認め、討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。これより議案第３３号、平成１６年度安芸高田市公

共下水道事業特別会計補正予算第３号の件を起立により採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 〔起立多数〕 

起立多数であります。 

よって、本件は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第５１  議案第３４号 平成１６年度安芸高田市特定環境保全 

                   公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

◯松 浦 議 長   日程第５１、議案第３４号、平成１６年度安芸高田市特定環境保全公共

下水道事業特別会計補正予算第３号の件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第３４号、平成１６年度安芸高田市特定環境保全公共下水道事業特

別会計補正予算第３号でございます。 

本案は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２千６８万３千

円を追加し、歳入歳出それぞれ９億３千８６５万９千円とするものでござ

います。 

なお、繰越明許費の補正でございますが、地方自治法第２１３条、第１

項の規定により、翌年度に繰り越して使用できる事業として、２地区の処

理区整備事業、総額で２億９千９１０万円に繰越明許費を変更するもので

ございます。 

◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯金岡建設部長   議長。 
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◯松 浦 議 長   建設部長、金岡英雄君。 

◯金岡建設部長   議案３４第号の特別会計補正予算の要点のご説明をさせていただきま

す。これは吉田・八千代・甲田・向原の各処理区の事業の精算見込みに伴

う補正でございます。 

８ページをお願いいたします。歳入でございますが、１款の分担金及び

負担金で、現年度分で７２２万円の減額をお願いしております。 

２款使用料及び手数料では、下水道使用料を現年、過年を合わせまして

４２１万９千円の増額でございます。 

４款県支出金では、特定環境保全公共下水道事業県補助金として２２万

５千円を増額をお願いしております。繰入金では一般会計からの繰入金６

７５万９千円の増額をお願いしております。雑入では１５０万の減額をお

願いをしております。それから市債では、１千８２０万円の増額をお願い

をするものでございます。 

１０ページをお願いいたします。１款総務費の一般管理費でございます

が、消費税等の公課費で３４４万が主なものでございまして、５４４万円

の減額をお願いするものでございます。 

２款の施設費で施設管理費ではそれぞれ甲田・向原の処理区の施設の管

理で甲田で汚泥の運搬料、また事務機器の使用料等の減額、業務委託料等

の増加で合わせまして３０６万５千円の増額をお願いするものでござい

ます。 

１１ページをお願いいたします。１１ページの建設費でございますが、

２千３８６万２千円の増額をお願いするもので、主なものは各処理区、吉

田・八千代・甲田処理区の清算見込みにより、賃金旅費等の減額、また需

用費では３０万８千円を増額、役務費では通信運搬などで７５万円の減額、

委託料では許認可申請業務あるいは測量設計業務委託料で７７３万７千

円の減額、使用料では事務機器などで５３万８千円の増額をさせていただ

いております。工事費９７１万円は、これは八千代・甲田処理区の事業の

中で清算見込みに伴い、増額をお願いをしております。また、補償補填及

び賠償金では、甲田処理区の事業推進に伴います水道施設の移転補償とい

うことで、２千１８８万９千円の増額をお願いをしております。 

３款公債費では、利子分８０万円の減額でございます。 

４ページでございますが、４ページの第２表繰越明許費につきましては、

八千代処理区の下水道の浄化センターの建設工事について、一部繰り越し

をさせていただくということで、補正前の額に４千４１０万円追加して、

八千代処理区につきましては１億５千３００万円とさせていただきまし

て、トータルで２億９千９１０万円とさせていただきたいとするものでご

ざいます。 

５ページでは地方債の補正を上げております。１千８２０万円を追加し、

１億４千２２０万円とさせていただきたいとするものでございます。以上

でございます。 

◯松 浦 議 長   以上で要点の説明を終わります。 
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これより質疑に入ります。 

◯熊 高 議 員   議長。 
◯松 浦 議 長   １０番、熊高昌三君。 

◯熊 高 議 員   はい、１０番です。加入者分担金が７００万あまり減った要因と、使用

料は逆に増えておるんですね。その内容について。 

それから、１１ページの施設建設費の補償補填費２千１００万あまり、

この内容についてお伺いします。 

◯松 浦 議 長   答弁を求めます。建設部長、金岡英雄君。 

◯金岡建設部長   ８ページの加入者分担金でございます。当初見込みが少し大きくみてい

たということで、減額をしておりますが、使用料につきましては、実績に

基づきまして４２９万１千円が増額ということでご理解を願いたいと思

います。 

補償補填の１１ページでございますが、これは甲田の下水道工事に伴い

まして既設の水道管移設がかなりの部分重複しているということで、事業

の調整を行いまして、補償補填の方へ充当させていただくということで、

工事の推進を図るということで、ここへ上げさせていただいております。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

 〔質疑なし〕 

ないようでございますので、これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

 〔討論なし〕 

討論なしと認め、討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。これより議案第３４号、平成１６年度安芸高田市特

定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算第３号の件を起立により採

決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 〔起立多数〕 

起立多数であります。 

よって、本件は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第５２  議案第３５号 平成１６年度安芸高田市農業集落排水事業 

                          特別会計補正予算（第２号） 

◯松 浦 議 長   日程第５２、議案第３５号、平成１６年度安芸高田市農業集落排水事業

特別会計補正予算第２号の件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第３５号、平成１６年度安芸高田市農業集落排水事業特別会計補正

予算第２号でございます。 



 147

本案は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３７４万３千円

を減額し、歳入歳出それぞれ９億６千３６６万９千円とするものでござい

ます。 
次に、地方債の補正につきましては、その借入限度額を、１億１千１０

万円と定めるものでございます。よろしくお願いします。 
◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯金岡建設部長   議長。 

◯松 浦 議 長   建設部長、金岡英雄君。 

◯金岡建設部長   議案第３５号、平成１６年度安芸高田市農業集落排水事業特別会計補正

予算(第２号)について、要点のご説明を申し上げます。 

これも市内の各処理区の清算見込みによるものでございます。 

議案書の 7ページをお願いします。分担金につきましても加入者の見込

みが当初より減ったということで、２６３万５千円減額でございます。 

２款の使用料及び手数料につきましては、使用料が清算見込みで２０３

万３千円増額でございます。次に同じく使用料では、手数料で２３万９千

円、登録等の手数料が増額でございます。 

８ページでございますが、一般会計繰入金としましては７１２万６千円

の減額、諸収入では消費税等の還付金としまして２４万６千円の増額、下

水道債では３５０万の増額でございます。 

次に、歳出でございますが、９ページをお願いします。１款の総務費、

一般管理費で主なものは消費税減額２３７万８千円でございますが、あわ

せまして３４５万８千円の減額をお願いしております。次の２の施設費の

施設管理費でございますが、９０４万３千円の減額で、主なものはそれぞ

れの施設の清算見込みに伴いまして、需用費で６５万６千円の減額、役務

費等で通信運搬費、検査手数料３６４万４千円の減額、委託料では施設の

維持管理費で３３４万９千円の減額、使用料及び賃借料では事務機器など

で６万５千円の減額、工事請負費では修繕費などで１７０万円の減額等を

行なっております。原材料では維持補修材料として３７万１千円の増額で

ございます。 

１０ページをお願いいたします。施設建設費で９９５万８千円の増額で

ございますが、吉田処理区・向原処理区の事業清算見込みにより、それぞ

れ事業費の調整をさせていただいております。委託料の増額でございます

が、調査設計業務の委託料でございます。使用料の１９９万８千円につき

ましては、吉田処理区で工事に伴います仮設用道路の借り上げを予定して

おりましたが、不要となりましたので減額をさせていただきました。工事

請負費でございますが、吉田・向原処理区の工事、管路工事などで４９２

万円の増額をお願いしております。補償補填及び賠償金では、吉田処理区

で水道管移設補償費で３４９万円の増額でございます。 

３款の公債費では、利子といたしまして償還利子１２０万円の減額でご

ざいます。 
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第２表の地方債の補正でございますが、補正前の額に３５０万円を追加

して１億１千１０万円とさせていただきたいとするものでございます。４

ページでございます。以上でございます。 

◯松 浦 議 長   以上で要点の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

 〔質疑なし〕 

質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

 〔討論なし〕 

討論なしと認め、討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。これより議案第３５号、平成１６年度安芸高田市農

業集落排水事業特別会計補正予算第２号の件を起立により採決いたしま

す。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 〔起立多数〕 

起立多数であります。 

よって、本件は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第５３  議案第３６号 平成１６年度安芸高田市浄化槽整備事業 

                         特別会計補正予算（第３号） 

◯松 浦 議 長   日程第５３、議案第３６号、平成１６年度安芸高田市浄化槽整備事業特

別会計補正予算第３号の件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第３６号、平成１６年度安芸高田市浄化槽整備事業特別会計補正予

算第３号でございます。 

本案は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ８千万５千円

を減額し、歳入歳出それぞれ、２億６千８００万７千円とするものでござ

います。 
地方債の補正につきましては、その借入限度額を４千４４０万円と定め

るものでございます。よろしくお願いします。 
◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯金岡建設部長   議長。 

◯松 浦 議 長   建設部長、金岡英雄君。 

◯金岡建設部長   議案第３６号、平成１６年度安芸高田市浄化槽整備事業特別会計補正予
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算(第３号)について、要点のご説明を申し上げます。 

議案の 7ページをお願いいたします。歳入でございますが、当初見込み

よりかなり加入者の見込みが落ちておりますので１千５５２万１千円の

減額をさせていただいております。それから、使用料でございますが、８

０万６千円の減額でございます。３款国庫支出金につきましては、浄化槽

整備事業国庫補助金２千６６４万円の減額でございます。 

８ページをお願いいたします。６款の繰入金でございますが、一般会計

からの繰入金１千４７２万９千円の減額でございます。 

８款の諸収入は、消費税還付金として３９万２千円の増額でございます。

市債では、浄化槽整備特別事業債で２千２７０万円の減額でございます。 

１０ページをお願いいたします。歳出でございますが、総務費の１款総

務費の一般管理費で事業の清算に伴いまして４万６千円の減額。 

２款施設費の施設管理費ではそれぞれの施設の管理に伴いまして３５

万５千円の減額、施設建設では、７千９６０万４千円の減額で、主なもの

は工事請負費の７千６７２万７千円でございます。当初より大体２４０戸

ぐらい見込んでおりましたが、１６３戸程度の見込みということでござい

ます。 

４ページをお願いいたします。地方債の補正でございますが、補正前の

額から２千２７０万を減額して、補正後の額を４千４４０万とさせていた

だきたいとするものでございます。以上でございます。 

◯松 浦 議 長   以上で要点の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

◯明 木 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １番、明木一悦君。 

◯明 木 議 員   はい。浄化槽整備について、当初の見込みから少し減ったと言うことな

んですけど、それはなぜ減ったというふうに考えられますでしょうか。 

◯松 浦 議 長   答弁を許します。 

建設部長、金岡英雄君。 

◯金岡建設部長   これは、あくまでも各地域あるいは個人から申し出等を受けて行うわけ

でございますが、事業を実施するのが平成１６年度、少し遅れている関係

もあったりしてというふうに理解をしております。 

◯今 村 議 員   議長。 

◯松 浦 議 長   １６番、今村義照君。 

◯今 村 議 員   当初の申請が随分少なくなったというふうに思うわけでありますが、現

状からすれば、地域的にですね、大きく差があるわけですね。そこら辺の

原因についてはどのように把握されておりますか。 

◯松 浦 議 長   答弁を求めます。 

建設部長、金岡英雄君。 

◯金岡建設部長   お答えをいたします。この数、地域によって違うというのはこれまで旧

町での取り組みの問題と、管路で整備をされた、面整備でされていたとこ
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ろとの差が出ているんじゃないかと思っております。平成１７年度からは、

実は今度は今まで、吉田・美土里・高宮・甲田ということでしたんですが、

八千代の方も一部そういうことの対応ができるようなことを考えており

ます。先ほど申し上げましたように、少し取り組みのバラつき、あるいは

遅れがあったということで、こういう状況があると認識をしております。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

◯熊 高 議 員   議長。 
◯松 浦 議 長   １０番、熊高昌三君。 

◯熊 高 議 員   同様の質問なんですが、結局推進不足ということもあるんではないかと

思うんですよね。前の議案からずっと加入者の分担金も減っとるというこ

とは、加入者率が減っとるということでしょ。将来的にはその使用料も減

ってくるということですからね。加入率が悪くなっとるというのは将来的

には影響もしてくるし、せっかくの予算がしっかり使えてない。これは今

の支所ごとの対応のこともあるんかもわからんのですけど、これの事業推

進というのをもう少し考えていく方がいいんじゃないでしょうか。 

◯松 浦 議 長   答弁を求めます。 

建設部長、金岡英雄君。 

◯金岡建設部長   お答えします。議員ご指摘のとおり、これから面整備の区域と、また個

別合併浄化槽の区域というのがある程度整理をしていく必要があります

し、いずれにしましても快適な住環境整備の一環としての下水道、浄化槽

整備等の１７年度、かなり積極的にやらせていただきたいと思っておりま

すので、ご理解を賜りたいと思います。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

 〔質疑なし〕 

質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

 〔討論なし〕 

討論なしと認め、討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。これより議案第３６号、平成１６年度安芸高田市浄

化槽整備事業特別会計補正予算第３号の件を起立により採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 〔起立多数〕 

起立多数であります。 

よって、本件は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第５４  議案第３７号 平成１６年度安芸高田市コミュニティ・プラント 

整備事業特別会計補正予算（第１号） 

◯松 浦 議 長   日程第５４、議案第３７号、平成１６年度安芸高田市コミュニティ・プ

ラント整備事業特別会計補正予算第１号の件を議題といたします。 
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この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第３７号、平成１６年度安芸高田市コミュニティ・プラント整備事

業特別会計補正予算第１号でございます。 
本案は、既定の歳入歳出予算の総額には変更がございません。歳入を組

み替えるものでございます。よろしくお願いいたします。 
◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯金岡建設部長   議長。 

◯松 浦 議 長   建設部長、金岡英雄君。 

◯金岡建設部長   議案第３７号、平成１６年度安芸高田市コミュニテイ・プラント整備事

業特別会計補正予算(第１号)ついて要点のご説明を申し上げます。 

これは、甲田町での事業を行なっているものでございます。 

６ページをお願いをいたします。補正予算の１の繰入金でございますが、

補正予算で一般会計からの繰入金７４０万円を減額して、９款市債でその

ものにつきまして、コミュニテイ・プラント整備事業債で増額をさせてい

ただいております。 

歳入歳出についての増減は、財源内訳でございます。 

７ページの歳出につきましては、財源内訳といたしまして補正額は上が

っておりません。 

次に３ページをお願いいたします。３ページの第２表地方債補正でござ

いますが、歳入財源の変更に伴いまして７４０万円を追加をさせていただ

いて４千４９０万円とさせていただきたいとするものでございます。以上

でございます。 

◯松 浦 議 長   以上をもって要点の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

◯金 行 議 員   議長。 
◯松 浦 議 長   １２番、金行哲昭君。 

◯金 行 議 員   はい、１２番、金行です。この組み替えですが、この工事でちょっとお

聞きしますが、何か、土砂が埋まってちょっと工事が遅れとるということ

を聞いたんですが、それはどのくらい遅れとるもんか、戻っとるもんか、

そのあれへ間に合うんかお聞きします。 
◯松 浦 議 長   答弁を求めます。 

建設部長、金岡英雄君。 

◯金岡建設部長   私も具体的にどの程度遅れとるんか聞いておりませんが、事業としては

現在、そんなに遅れはないというふうに確認をしておりますんで、予定ど

おり１７年度には完成するということで、随時事業をさせていただくとい

うことでございます。 
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◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

 〔質疑なし〕 

質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

 〔討論なし〕 

討論なしと認め、討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。これより議案第３７号、平成１６年度安芸高田市コ

ミュニティ・プラント整備事業特別会計補正予算第１号の件を起立により

採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 〔起立多数〕 

起立多数であります。 

よって、本件は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第５５  議案第３８号 平成１６年度安芸高田市簡易水道事業 

特別会計補正予算（第３号） 

◯松 浦 議 長   日程第５５、議案第３８号、平成１６年度安芸高田市簡易水道事業特別

会計補正予算第３号の件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第３８号、平成１６年度安芸高田市簡易水道事業特別会計補正予算

第３号でございます。 
本案は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２億７千６０

３万４千円を減額し、歳入歳出それぞれ１７億８万円とするものでござい

ます。 

次に、繰越明許費の補正でございますが、地方自治法第２１３条第１項

の規定により、翌年度に繰り越して使用できる事業といたしまして、１地

区２億４４４万円を繰越明許費とするものでございます。 

また、地方債の補正につきましては、その借入限度額を３億９千６４０

万円と定めるものでございます。よろしくお願いいたします。 

◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯金岡建設部長   議長。 

◯松 浦 議 長   建設部長、金岡英雄君。 

◯金岡建設部長   議案第３８号、平成１６年度安芸高田市簡易水道事業特別会計補正予算

(第３号)ついて、要点のご説明を申し上げます。 

議案の８ページをお願いいたします。歳入でございますが、１款分担金
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及び負担金で分担金が２７８万７千円、これは当初見込みより少し落ちて

おるということで、減額をさせていただいております。使用料につきまし

ては８６８万１千円、現年・過年合わせたものでございます。増額でござ

います。次の手数料でございますが、検査手数料で１万６千円の増額でご

ざいます。 

９ページの国庫支出金の簡易水道事業国庫補助金では、事業の清算に伴

いまして５千９３９万７千円の減額でございます。 

６款繰入金でございますが、一般会計からの繰入金１億４６４万３千円

の減額でございます。雑入では７０万４千円の減額でございますが、これ

は建物共済保険料等の清算見込みに伴うものでございます。 

１０ページをお願いいたします。簡易水道事業債では起債の額を１億１

千７２０万減額をお願いしておるものでございます。 

次に歳出でございます。１１ページをお願いいたします。１款総務費の

一般管理費では、それぞれ事業の清算見込みで１５５万３千円の減額で、

主なものは役務費の通信運搬料、電話料１２３万６千円が主なものでござ

います。各処理区は備考欄の説明欄に書いたとおりでございます。それか

ら、１の施設管理費では８７１万３千円の減額で、主なものといたしまし

ては委託料でございますが、各給水区の保守点検業務等の清算見込みに伴

いまして６００万５千円、工事請負費で修繕工事などの清算に伴いまして

２００万の減額でございます。 

次に１２ページをお願いいたします。備品購入費はメーター器などで１

００万５千円の減額でございます。２の施設建設でございますが、吉田給

水区・八千代給水区・美土里給水区・高宮給水区・甲田給水区・向原給水

区それぞれ減額をしておりますが、主なものといたしましては吉田給水区

は設計業務、工事請負費の清算見込み、また、八千代給水区では長迫配水

池の建設を予定しておりましたが、用地等の確定が遅れたということで、

減額させていただきまして、１７年度で実施をさせていただくというもの

でございます。美土里給水区は水源調査でございまして、清算見込みで１

００万円減額。高宮給水区につきましては、川根地区でございますが、清

算見込みで１千１９６万円の減額、甲田給水区は高地・長屋地区の清算見

込みで１千６９３万１千円の減額でございます。向原給水区２千３１５万

円につきましては、これは東京濾器の中からトリクロロエチレンが混入し

ているという状況下の中からで、当初市で整備をするようにしておりまし

たが、去る２月に東京濾器と話しをしました結果、施設等、経費にかかる

ものについては原因者である東京濾器の方で整備をするということで、こ

れに関連しますものとして、すべて減額をさせていただいております。 

１３ページでございますが、公債費利子の方で６６０万の減額でござい

ます。 

それから戻っていただきまして４ページの繰越明許費でございますが、

簡易水道の吉田給水区におきまして、施工区間が広範囲であるため、交通

規制等の重複や住民生活の影響等を考慮して、工区の設定日数で少し時間
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が変わったことで発注時期が遅れました。それと、通行規制の時間短縮な

どによりまして、事業が少し年度内に完成しないということがございまし

て、２億４４４万円の繰り越しをお願いするものでございます。主には道

路の管は埋設をいたしますが、あと道路の舗装復旧等が主なものとなりま

す。 

第３表では地方債の補正でございますが、補正前の額から１億１千７２

０万減額して合計を３億９千６４０万とさせていただきたいとするもの

でございます。以上でございます。 

◯松 浦 議 長   以上で要点の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

◯川 角 議 員   議長。 
◯松 浦 議 長   ６番、川角一郎君。 

◯川 角 議 員   ６番です。今の説明でですね、１２ページの方では非常に多くの減額が

さなれておるわけですよね。それで、住民としては１日でも早い給水を待

っておるわけですよね。それで、できればこの予算を組んだらですね、そ

の年にですね、少しでも事業を進めるということがですね、非常に必要な

んじゃないかというふうに思うわけなんです。それぞれ大きいのについて

は理由があろうかと思うんですが、吉田給水区あたりはそれほどの大きな

原因じゃない、ただ、工事の遅れじゃないかというふうに思うんですが、

そのようなことを望みですね、そのことについてのどのようなかたちでこ

うなったのか。さっきはちょっとあったと思うんですが、もう１度お願い

したいと思います。以上です。 

◯松 浦 議 長   答弁を求めます。 

建設部長、金岡英雄君。 

◯金岡建設部長   ご指摘のように、１日でも早い給水ということで、鋭意努力をさせてい

ただいておりますが、事業の量が非常に１６年度膨大であったということ

も併せまして、鋭意担当課で努力はしております。吉田給水区につきまし

ては、これは清算見込みということでございますので、そう大きく今後影

響はないというふうに思っております。ただ、今後、簡易水道事業と、ま

た甲田給水区等では、営農飲雑用水、これらにつきましては、予算の執行、

１７年度以降の状況も少し今から県の方へ充分要望していきたいと思っ

ておりますが、いずれにいたしましても当初計画しておりますものにつき

ましては、１７年度である程度対応できるものはしていきたいということ

で、少しでも早い給水を図りたいと考えております。以上でございます。 

◯松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

 〔質疑なし〕 

質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 
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 〔討論なし〕 

討論なしと認め、討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。これより議案第３８号、平成１６年度安芸高田市簡

易水道事業特別会計補正予算第３号の件を起立により採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 〔起立多数〕 

起立多数であります。 

よって、本件は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第５６  議案第３９号 平成１６年度安芸高田市水道事業会計 

補正予算（第１号） 

◯松 浦 議 長   日程第５６、議案第３９号、平成１６年度安芸高田市水道事業会計補正

予算第１号の件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

◯児 玉 市 長   議長。 

◯松 浦 議 長   市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議長。議案第３９号、平成１６年度安芸高田市水道事業会計補正予算第

１号でございます。 

本案は、予算第３条収益的収入及び支出の既決予定額２億９千６０５万

３千円から、補正予定額８８５万６千円を減額し、予定総額をそれぞれ２

億８千７１９万７千円とするものでございます。 

次に、予算第４条に定める資本的収入及び資本的支出につきましては、

収入の既決予定額２億５千１６６万７千円から、補正予定額２千８３５万

円を減額し、予定総額を２億２千３３１万７千円とし、支出の既決予定額

３億５千４８９万１千円に、補正予定額４２２万８千円を追加し、予定総

額を３億５千９１１万９千円とするものでございます。 

次に、予算第５条に定めた議会の議決を経なければ流用することができ

ない経費の、職員給与費既決予定額５千３７５千万３千円に補正予定額２

６２万５千円を追加し、予定総額を５千６３７万８千円とするものでござ

います。よろしくお願いします。 
◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

◯金岡建設部長   議長。 

◯松 浦 議 長   建設部長、金岡英雄君。 

◯金岡建設部長   議案第３９号、平成１６年度安芸高田市水道事業会計補正予算（第１号）

の要点について、ご説明申し上げます。 

３ページをお願いいたします。３条予算でございます収益的収入及び支

出についてでございますが、既決予定額２億９千６０５万３千円から補正

予定額８８５万６千円を減額して予定総額を２億８千７１９万７千円と

させていただきたいとするものでございます。 
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収入の主なものでございますが、事業収益で給水収益で、１２月までの

水道使用料等の使用実績に基づきまして、８６０万９千円の減額をお願い

するものでございます。 

続きまして、支出の主なものでございますが、事業費の営業費用の原水

及び浄水費は、１千４５４万円の減額で、主なものは動力費、修繕費で、

修繕費では９０３万７千円、委託料で２０６万５千円の減額でございます。

次に２目の配水及び給水費は、補正予定額５９２万６千円の減額で、主な

ものは修繕費、路面復旧費、委託料でございます。４の総係費でございま

すが、補正予定額４４２万円の減額で、主なものは通信運搬費、委託料、

賃借料の減額でございます。２の事業外収益では、消費税で、２９８万３

千円の減額をお願いをしております。４項の予備費でございますが、１千

９５８万２千円の増額をお願いをしております。 

続きまして、４ページをお願いいたします。第４条予算建設改良関係に

伴うものでございますが、資本的収入及び支出で、収入では資本的収入の

既決予定額２億５千１６６万７千円から、補正予定額２千８３５万円を減

額して、予定総額を２億２千３３１万７千円とさせていただきたいとする

ものでございます。主なものといたしまして、1款の資本的収入の工事負

担金の補正額で２千７４４万８千円の減額でございます。 

次に支出でございますが、１款の資本的支出の既決予定額３億５千４８

９万１千円に、補正予定額４２２万８千円を増額し、総額を３億５千９１

１万９千円とするものでございます。建設改良費で４２２万８千円の増額

で、これはの横山地区の拡張事業４３２万１千円でございます。 

それから、次に６ページをお願いいたします。予算にかかります損益に

つきまして予定損益についてご説明を申し上げます。営業利益の予定額を

６千１５５万４千７５４円、経常利益の予定額を２千１８５万６千３８６

円としております。６の特別損失２万５千円を控除した当年度純利益を２

千１８３万１千３８６円と予定しております。 

続きまして予算にかかります貸借対照表でございます。７ページをお願

いいたします。まず資産の部でございますが、１の固定資産の合計額２４

億４千１２９万７千６１５円、２の流動資産の合計額５千８３４万２１８

円を予定しておりまして、資産合計の予定額は２４億９千９６３万７千８

３３円でございます。 

８ページをお願いいたします。負債の部でございますが、３の流動負債

１１０万９千２００円、資本の部４の資本金の合計額１１億２千５３６万

３千８２４円、５の剰余金の合計額を１３億７千３１６万４千８０９円、

負債資本の合計の予定額は２４億９千９６３万７千８３３円でございま

す。あと、９ページ以降にそれぞれ説明資料を付けてしておりますのでご

参照ください。以上でございます。 
◯松 浦 議 長   これをもって要点の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 〔質疑なし〕 
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質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

 〔討論なし〕 

討論なしと認め、討論を終結いたします。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。これより議案第３９号、平成１６年度安芸高田市水

道事業会計補正予算第１号の件を起立により採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 〔起立多数〕 

起立多数であります。 

よって、本件は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

◯松 浦 議 長   ここで、本定例会の一般質問の運営について、昼休憩に議会運営委員会

を開き、ご協議いただいておりますので、その結果について議会運営委員

長、青原敏治君の報告を求めます。 
◯青原委員長   議長。 

◯松 浦 議 長   青原敏治君 
◯青原委員長   議会運営委員会からの報告をいたします。本日、昼休憩の時間に議会運

営委員会を開き、一般質問の日程について協議し、次のとおり決定いたし

ましたのでご報告いたします。 

一般質問の通告者は１９名でございました。一般質問の初日は通告書受

付番号の１番から９番までの質問を行い、２日目は１０番から１６番まで

７人の質問、３日目は１７番から１９番までの３人の質問を行うこととい

たします。 

なお、時間延長をいただいてでも、１日分を終了することといたしたい

ので、ご了承下さい。以上、報告を終わります。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。 

一般質問の日程については、ただ今委員長報告のとおりとすることにご

異議ありませんか。 

 〔異議なし〕 
ご異議なしと認め、よってさよう決定しました。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。 

議事の都合により、明日３月８日は休会いたしたいと思います。これに

ご異議ありませんか。 
 〔異議なし〕 
ご異議なしと認め、明日３月８日は休会することに決しました。 
以上で、本日の日程は全部終了しました。 
これにて散会いたします。ご苦労でございました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後１０時１１分 散会 
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